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岩 手 大 学

○ 大学の概要

（１）現 況 （２） 大学の基本的な目標等
① 大学名

国立大学法人岩手大学 (前文)大学の基本的な目標

② 所在地
岩手県盛岡市 １．教育目標

岩手大学は、教養教育と専門教育の調和を基本として、次のような資質を
③ 役員の状況 兼ね備えた人材の育成を目指す。

学長名 平山 健一 （平成１６年４月１日～平成２０年６月４日） (１)幅広く深い教養と総合的な判断力を合わせ持つ豊かな人間性
(２)基礎的な学問的素養に裏打ちされた専門的能力

理事数 ４名 監事数 ２名 (３)環境問題をはじめとする複合的な人類的諸課題に対する基礎的な理解力
(４)地域に対する理解とグローバル化に見合う国際理解力

④ 学部等の構成 (５)柔軟な課題探求能力と高い倫理性
人文社会科学部 人文社会科学研究科（修士課程）
教育学部 教育学研究科（修士課程） ２．研究目標
工学部 工学研究科（博士前期・後期課程） 岩手大学は、基礎研究と応用研究の調和を基本として、これまで築いてき
農学部 農学研究科（修士課程） た学問的な伝統に基づく次のような取組により、学術文化の創造を目指す。

連合農学研究科（博士課程） (１)人類的諸課題を視野に入れた、人文・社会・自然の各分野にわたる基礎研
究の推進

⑤ 学生数及び教職員数 (２)国際水準を目指す先端的な専門研究の展開
学生数 (３)独創的で高度な学際的研究の展開
学 部 (４)地域社会との連携による新たな研究分野の創出
人文社会科学部 １，００７名（１４名）
教育学部 １，１６８名（ ３名） ３．社会貢献目標
工学部 ２，０８１名（４０名） 岩手大学は、教育研究の成果の社会的な還元を基本として、次のような取
農学部 １，０５７名（ ６名） 組を通じて地域社会と国際社会の文化の向上と発展のための貢献を目指す。
大学院 (１)地域社会における高等教育の享受のための機会の拡大と生涯学習に資する
人文社会科学研究科（修士課程） ４８名（１１名） 場や学術情報の提供
教育学研究科（修士課程） ９２名（ ９名） (２)地域社会のニーズに応える地域振興への参画
工学研究科（博士前期課程） ４２４名（１４名） (３)地域社会と国際社会の文化的交流のための取組
工学研究科（博士後期課程） ６６名（２１名）
農学研究科（修士課程） １５２名（ ７名） （３） 大学の機構図
連合農学研究科（博士課程） １５７名（４４名）
特別支援教育特別専攻科 ７名（ ０名） 別 添（２ページ参照）
農業別科 ０名（ ０名）
（附属学校 １，４０８名）

教員数 ５１３名
職員数 ２８９名
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岩 手 大 学
○ 全体的な状況

１．大学の基本的な目標達成に向けた取組の状況 ②教育研究組織の見直し
（中期計画の全体的な進捗状況） 平成 年度に工学研究科金型・鋳造工学専攻、連合農学研究科寒冷圏生命18

中期計画期間中で本学の目標を達成するために設定された計画事項は システム学専攻を設置した。また、連合農学研究科において（独）農業・食210
項目である その内訳は 業務運営の改善及び効率化に関する計画 項目 品産業技術総合研究機構東北農業研究センターとの連携大学院協定を締結し。 、 、37
財務内容の改善に関する計画９項目、自己点検・評価及び当該状況に係る情 た。平成 年度には、教育目的・内容をより明確にするため農学部を３学科19
報提供に関する計画５項目、その他業務運営に関する重要目標に関する計画 から５課程に改組した。また、人文社会科学研究科１年制コース（社会人対
項目 大学の教育研究等の質の向上に関する計画 項目であり 平成 象）を設置した。全学一元的教員所属組織「学系」を編成し、全教員の学系11 148 19、 、

年度までの中期計画の全体的な進捗状況は、順調に達成されている。 所属と学部・研究科担当を発令した。併せて平成 年度概算要求に向けて工21
学部改組等及び全研究科の改組案を策定し文部科学省と協議した。

２．各目標別ポイント
Ⅰ業務運営・財務内容等の状況 ③人事の適正化
()業務運営の改善及び効率化 平成 年度に策定した教員評価実施要領に基づき 年度に人事評価を実1 17 18
①運営体制の改善 施した。事務系職員及び附属学校教員人事評価についても実施要領を制定し
学長のリーダーシップによる戦略的な法人経営の一環として学長・副学長 年度より実施した。平成 年度には、評価結果の上位者から優秀者を選18 19

会議を設置し、平成 年度には新たに２名の副学長（教員組織担当及び外 考し勤勉手当等の給与上の処遇に反映させた。新たな手当として、平成 年18 17
部資金担当）を配置し学長補佐体制を強化した。また、当面する諸課題への 度に衛生管理者手当、作業管理者手当、 年度に入試手当、 年度には助教18 19
対応を検討するため学術・学務・地域連携担当理事の下に各理事室を設置し 講義担当手当を導入した。また、男女共同参画に配慮した雇用環境整備のた
た。平成 年度には財務・労務担当理事の下に人事労務企画室を設置し、 めの次世代育成支援対策行動計画を平成 年度に策定し、女性教職員の採用19 18

。 、人事労務対応の企画立案に当たった。 拡大に努めた 外国人教員の任用促進に関する特例措置を平成 年度に定め17
17 20 18学生と役員との意見交換の場として 学長と学生の懇談会に加え 平成 加えて外国人教師制度の 年度末廃止に伴い外国人教員への職位換えを、 、

年度から学務担当理事による学生議会との懇談会、昼食会（ガンチョンタイ 年度に決定し、外国人教員の採用拡大を図った。
ム）を定期的に開催した。 事務職員の人事交流及び研修に関しては、平成 年度現在、文部科学省、19
事務組織及び委員会の再編・見直しの一環として、平成 年度に事務組 東北経済産業局 （独）日本学術振興会等へ計 名が出向しており、 年度17 25 16、

織を再編し研究交流部 研究協力課・国際課・情報メディア課 を設置し より階層別研修、市内ホテル派遣研修、 年度より海外派遣研修等を実施し（ ） 、18 17
年度には評価室設置に伴い評価担当事務部門を企画調査課に再編して事務の ている。また、平成 年度より岩手医科大学職員を連携協定に基づいて技術19
効率化を図った。また、平成 年度に大学教育センターを大学教育総合セ 移転業務研修のために受け入れている。18
ンターに拡充することで学務関係５委員会を削減した。更に、理事室で代替
可能な３委員会を廃止した上で、平成 年度は既存の委員会に属さない事 ④事務等の効率化・合理化19

17 18項の審議決定機関として学部長等連絡会を改め部局長会議を設置した。 平成 年度に旅費支給業務、農学部実習用バスを業務委託した。平成
学長裁量経費を平成 年度 百万円から 年度 百万円へ、全学の 年度には学務系情報システム管理メンテナンス業務、秘書業務、附属学校給16 121 19 280

戦略推進経費を 年度 百万円から 年度 百万円へ、この間、徐々 食業務、知財事務等の一部を派遣職員や業務委託に切り替え、 年度にはミ16 100 19 144 19
。 、に増額しながら、若手教員中心の萌芽的教育研究推進、 世紀 採択課 ュージアム本館管理員を派遣職員とした 事務処理の電子化推進については21 COE

題への支援、学生による独創的プロジェクトへの支援、地域連携や国際交流 平成 年度に電子掲示板システム、電子入札システム、図書館自動貸出・返16
推進などへ継続的に支援を行ったほか、部局毎の戦略的取組（平成 年度 却装置を、 年度に勤務状況等報告システム、諸手当確認報告システムを導18 17
～）や新しい教員組織「学系」による意欲的取組（平成 年度～）に対す 入した。 年度には科研費経理システムを財務会計システム内に統合し、加19 18
る支援、 申請も視野に入れた教育改革の取組の推進（平成 年度～） えて人事と給与を統合した独自の人事給与システムを導入した。また、会議GP 18
など新たな取組も加えながら、学長のリーダーシップを中心とした戦略的経 資料の一部電子化、勤務時間管理の電子化を実施した。平成 年度には事務19

、営方針に基づく重点資源配分を行った。 処理の標準化・簡素化のために向こう５年間の電子事務局推進計画を策定し
内部監査体制として平成 年度に監査室を設置し、計画的な監査を実施 初年度計画を実施した。16

した。また、平成 年度に納品検収センターを設置し、更に、コンプライ19
アンス室の平成 年４月設置を決定することにより、研究費の不正使用防 ()財務内容の改善20 2
止の内部統制機能を強化した。 ①外部研究資金その他の自己収入の増加

18 18 7.5%平成 年度に外部資金担当室を設置し、 年度には外部資金比率が
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岩 手 大 学

（前年度比 の増）となった。平成 年度の教員評価に際して研究活動 報機器巡回管理システムを導入した。受動喫煙防止のために、附属学校では1.2% 18
の項目に外部資金獲得業績を含めた評価を実施し、科学研究費補助金の申請 平成16年度に全面禁煙措置を実施し、20年度からの大学構内全面禁煙措置に
状況に応じたインセンティブ経費の拡充を行った。企業との共同研究を推進 備えて、禁煙キャンペーン及び喫煙室の環境調査等、禁煙に向けての支援・
するため、大学の新技術説明会・シーズニーズマッチングフェア等を積極的 啓発活動を実施した。また、平成16年度から危機管理対策本部組織を設置し
に開催した。 防災演習・訓練を実施しており、18年度には地震対策初動マニュアル、岩手

大学防災マップ（上田地区）ポスターを作製・配布し、19年度には危機対策
②経費の抑制 マニュアルに情報システム危機対応を追加した。
節電対応電気機器への切り替え、暖房運転の短縮等による重油使用量の節

減等に取り組み、平成18年度まで光熱水費等経費の１％削減を毎年度達成し Ⅱ教育研究等の質の向上の状況
た。平成19年度についても建物新営等による新規増加分を除き当該年度削減 (1)教育
目標金額を達成した。 ①教育の成果

平成17年度現代GPに「各学部の特性を活かした全学的知的財産教育」が採
③人件費の削減 択された。また、平成18年度現代GPに「持続可能な社会のための教養教育の
総人件費改革の実行計画を踏まえ、事務系職員削減、教員欠員補充の凍結 再構築－『学びの銀河プロジェクト』－」が採択され、併せて学士課程のす

等により 平成17年度人件費予算相当額に対して18年度は237百万円 3.5％ べての教育にESD（持続可能な開発のための教育）を織り込んだ。平成18年度、 （ ）、
19年度は270百万円（4.0％）削減する計画を上回る削減を行った。 には、放送大学との単位互換モデル構築に向けた研究プロジェクトとして6科

目の開講、ユニバーサル化への対応策として県立高校の支援を得て補習授業
④資産の運用管理の改善 「理系基礎の学習支援講座」を実施した。平成19年度大学院教育改革支援プ

「 」平成19年度資金運用計画として、大口定期預金及び利付国債を効率的に運 ログラムに連合農学研究科の 寒冷圏農学を拓く研究適応力養成プログラム
用し、11,407千円の利息収入を得た （平成18年度3,600千円） が採択された。また、学士課程入学者全員を対象にPre-TOEFL-ITPの実施、新。

たに「秀」の評定値を導入し成績評価基準を厳密化した。併せて教養教育充
(3)自己点検・評価及び情報提供 実の一環として転換教育科目「基礎ゼミナール」を平成19年度から全学部の
①評価の充実 必修科目として実施し、関連する FD活動として基礎ゼミナール研究会を18年
平成17年度に大学情報データベースシステムを稼動させるとともに、18年 度に設置した。

度に大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審し大学評価基
準を満たすとともに、選択的評価事項（Ａ・Ｂ）で良好な評価を受けた。 ②教育内容等

入試の改善に関して、平成18年度入試から人文社会科学部及び工学部で試
②情報公開等の推進 験会場を東京にも設定し、20年度入試から札幌会場に拡大した。平成19年度
平成16年度より学長定例記者会見の実施、17年度から民間テレビ放送局と 入試において農学部獣医学課程で推薦入学Ⅱを実施し、20年度入試から人文

の共同制作による本学情報発信番組「ガンダイニング」の放映及びホームペ 社会科学部でAO入試を実施した。また、平成18年度に大学教育総合センター
ージ上の配信を実施した。またホームページの充実に努め、アイアシスタン 入試部門を新設して専任教員を配置し入試広報活動を充実させた。授業改善
ト（全学統一拡張Webシラバス）の授業科目情報についても学外公開した。 に関して、アイアシスタントを平成19年度に本格稼動させ、説明パンフレッ

トを配布し、双方向コミュニケーション機能説明会等を実施するとともに、
(4)その他業務運営に関する重要事項 教育目標・成績評価基準についても同シラバスに入力を行った。また、入学
①施設設備の整備・活用等 前教育を行うため「プレ・アイアシスタント」システムを開発し、平成19年
平成17年度に施設整備計画を策定し、18年度に附属小学校校舎及び附属中 度推薦入試合格者を対象に課題図書のレポート提出を試行的に実施した。

学校体育館の耐震改修を実施し、併せて全学の既存建物の耐震診断を実施し 大学院課程においては、フロンティア材料機能工学専攻（博士前期・後期
た。平成19年度には「岩手大学における施設の戦略的整備方針」に基づき、 課程）を平成16年度設置した。企業の即戦力の人材養成を図るために工学研
総合研究棟（農学系）及び共用教育研究棟の改修工事を実施し、併せて教育 究科(博士前期課程)に「金型・鋳造工学専攻」を平成18年度設置した。人文
学部1号館及び附属小学校改修工事の実施を決定した。企業の研究開発拠点 社会科学研究科(修士課程)に社会人対象の１年制コースを平成19年度設置し
が入居して共同研究を進める盛岡市産学官連携研究センターが工学部構内に た。連合農学研究科(博士課程)は （独）農業・食品産業技術総合研究機構東、
平成19年度に竣工した。 北農業研究センターと連携大学院協定を平成17年度に締結し、新たに「寒冷

圏生命システム学専攻 を平成18年度設置した また 農学研究科(修士課程)」 。 、
②安全管理 では、カリキュラムの工夫として「高度専門教育重点科目」及び「研究教育
平成18年度に施設内入出管理セキュリティシステムの整備に加えて学内情 重点科目」を平成19年度から実施した。
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③教育の実施体制等 に平成18年度に農学部附属動物医学食品安全教育研究センターを設置した。
「大学教育センター」を平成 16年度設置し、全学共通教育企画実施部門・

教育評価改善部門・専門教育関係連絡調整部門を設け、さらに18年度に入試 (3)その他
部門・学生支援部門・就職支援部門を加えて「大学教育総合センター」に拡 ①社会との連携
充した。また、平成19年度に教員組織を「学系」に一元化し、併せて教養教 地域共同研究センター、生涯学習教育研究センター等の教育研究支援施設
育と共通基礎教育の全教員担当体制を完全実施した。農学部に東北地域の特 を統合して平成16年度に「地域連携推進センター」を設置し、岩手ネットワ
色を生かした「附属動物医学食品安全教育研究センター」を平成18年度設置 ークシステム（INS）等の支援組織と有機的に連携しつつ、産官学連携、生
し、獣医師及び畜産技術者を対象とした研修会等を開催した。教育職員免許 涯学習支援等の広範な領域において地域社会と大学を結ぶワンストップサー

。 、「 」法改正により求められる一般学部の教員養成の充実を図るために全学的組織 ビス窓口として機能させている また キャンパスまるごとミュージアム
として「岩手大学教員養成機構」を平成18年度設置した。 として構内整備し、平成16年度から地域社会に開放している。卒論・修論の

テーマを地域社会から公募する「地域課題解決プログラム」も平成19年度か
④学生への支援 ら開始した。ベンチャー企業への立ち上げを支援するとともに、共同研究の
相談支援体制として、保健管理センター「相談室」及び退職職員を配置し 推進を踏まえて企業３社と包括的連携協力協定を締結した。県内自治体との

た「何でも相談室」を平成16年度設置、困窮学生に一時的に生活費を貸与す 相互友好協力協定は平成19年度現在10市村に上っている。
る「がんちゃん奨学金」を17年度設置、学生による相談員制度「ピアサポー
ター を17年度設置 学生による図書館サポーターズ制度を18年度設置した ・国際交流等」 、 。
就職支援体制として 数日間にわたる企業合同説明会を平成16年度から実施 平成16年度に「岩手大学の国際化に関する理念・目標及び基本計画」を策、 、
ジョブカフェ岩手大学スポットを17年度開設した。学生の自主的活動支援と 定し、併せて国際化の支援・実施施設として留学生センターを国際交流セン
して 「Let'sびぎんプロジェクト」を学長裁量経費により平成16年度から実 ターへと再編した。加えて 「UURR（大学・大学と地域・地域）国際共同交、 、
施している。 流事業」を通じて中国の大学・企業との技術移転事業を開始し、平成18年度

には中国大連理工大学内に「大連理工大学－岩手大学国際連携・技術移転セ
(2)研究 ンター」を開設し中国国内で開催される各種技術展示会等に出展し国際技術
①研究の水準及び研究の成果等 移転を図った。平成19年度には、同センターを核とする「UURR国際共同交流
研究成果に基づいた社会貢献を理念に掲げて 「環境 ・ 生命」をキーワ 事業」が（独）日本貿易振興機構の「地域間交流支援事業」に採択された。、 」「

「 」ードとする重点的研究として21世紀COEプログラム 熱－生命相関学拠点創成
を平成16年度より実施 「機能材料」をキーワードとする重点的研究の拠点と ②附属学校、
して工学研究科博士前期・後期課程に「フロンティア材料機能工学専攻」を 平成16年度に教育学部・保護者・地域社会との一体的運営を推進するため
平成16年度設置した。北東北国立3大学連携推進研究プロジェクトにより北東 に「インクルージョン・プラン」を策定し具体的活動を実施した結果、19年
北３県域の廃棄物不法投棄サイト環境再生の共同研究を平成18年度から実施 度には「子どもの安全に関する情報の効果的な共有システムに関する調査研
している。東京オフィスを開設し、首都圏企業との共同研究を推進した。地 究 （文部科学省 「絵本を活用した国際理解教育教材開発研究 （国際交」 ）、 」
域の金融機関と連携した新産業創出のために いわて産学連携推進協議会 リ 流基金日米センター 「実践的指導力の育成を目指す教員養成改革プロジェ「 （ ）、
エゾン－Ｉ 」を平成16年度立ち上げ、研究シーズ集を作成するとともにシー クト（岩手大学部局戦略経費）等のプロジェクトに取り組んだ。また、附属）
ズニーズマッチングフェアを毎年度開催している。これらの取組により、文 小学校では国際理解教育の一環として中国北京大学附属小学校との相互交流
部科学省、経済産業省、JST、NEDO、JETRO等の各種研究開発プロジェクトを を平成16年度以降継続して実施している。
受託し産学連携の成果を挙げている。

３．特に重点的に取り組んだ事項（成果があがった事項）
②研究実施体制等の整備 （平成19事業年度の状況）
知的財産ポリシー、利益相反マネジメントポリシー、職務発明規則等を整 ・教員所属組織を「学系」に全学一元化し、全教員の学系所属と学部・研究

備した。また 「産学官連携のための利益相反ハンドブック」を作成し学内外 科担当を発令し、学部及び大学院の教育機能を向上させた。、
に頒布した。工学部の金型・鋳造・複合デバイスの技術研究センター応用展 ・現代GPの一環として 国際シンポジウム 持続可能な未来のための教育 E、 「 （
開部門（サテライト）を北上市＜平成15年度＞に続いて、奥州市＜平成17年 SD）－アジアにおける大学の役割と連携－」を開催した。
度＞・花巻市＜平成18年度＞に設置し、さらに３センターを統括する「工学 ・ アイアシスタント」を本格稼働し、教育目標・成績評価基準を含む包括「
部融合化ものづくり研究センター」を 年度設置した。また、企業との共 的シラバスを作成・公表した。19
同研究の拠点施設として「盛岡市産学官連携研究センター」を平成19年度設 ・留学生と企業の橋渡しをする「岩手県外国人留学生就職支援協議会」設立
置した。畜産物の生産・安全、人獣共通感染症に関する研究を推進するため を支援した。
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・新たにAO入試を実施し、個別学力検査を東京会場に加えて札幌会場でも実 支えるエコリーダー・防災リーダー育成プログラム」を実施した。また、
施した。 東京都内の中小企業技術者を対象とした「ものづくり夜間大学」の開設及

・工学部において金型・鋳造・複合デバイス分野の３技術研究センター融合 び民間旅行会社と提携して「岩手大学シニアサマーカレッジ」 を開催し
を図るため 「融合化ものづくり研究センター」を設置した。 た。、

・盛岡市産学官連携研究センターの供用開始に伴い、リエゾン、インキュベ ・平成16年度に学長特命プロジェクト「UURR国際共同交流事業プロジェクト
ーション機能を強化した。 チーム」による調査検討の結果、平成18年度に大連理工大学と協定を締結

、「 」 。・地域社会から卒論・修論のテーマを募集する「地域課題解決プログラム」 し 大連理工大学－岩手大学国際連携・技術移転センター を設置した
を実施した。 平成19年度には本センターを核とする「UURR国際共同交流事業」が（独）

日本貿易振興機構の「地域間交流支援事業」に採択された。
４．学長のリーダーシップの下、機動的・戦略的な大学運営を目指した取組。

国民や社会に対する説明責任を重視した社会に開かれた大学運営を目指し
た取組
・平成19年度から教員組織を、学部・研究科の枠組みを超えた全学教員所属
組織「学系」に組織換えを行い、併せて基盤経費を措置した。

・平成16年度に戦略的に推進する特定の研究分野として、21世紀COEプログラ
ム「熱－生命システム相関学拠点形成」を定め重点配分を行った。また、
特に重点的に推進するプロジェクト経費として「学長特命課題プロジェク
ト等経費 「萌芽的教育研究支援経費 「北東北国立３大学連携研究プロジ」 」
ェクト 「放送大学活用研究プロジェクト」及び「部局戦略経費」等を設け」
重点配分を行った。平成17年度には「地域連携促進事業経費 、平成18年度」
には「教員業績評価（業績評価に基づく研究費の配分 、平成19年度には）」
「学系プロジェクト経費 「サバティカル経費 「優秀授業教員支援経費」」 」
「地域課題解決プロジェクト経費」をそれぞれ新規に措置し重点配分を行
った。

・平成17年度に教員評価指針及び評価実施要領を制定し、平成18年度に評価
を実施した。更に、平成19年１月に業績評価等に基づく研究費の配分を受
ける教員の選考方法を制定し、研究業績の優れた教員10名に研究費の重点
配分を行った。また、平成19年度には、学長裁量経費により措置した、優
秀授業教員支援経費、サバティカル支援経費により、評価結果に基づく支
援を実施した。

・平成17年度に総人件費改革への対応として、教員20名、事務職員等25名の
削減を各部局で負担することとした。また、教員の欠員補充を６ヶ月凍結
することにより、その効果分を教員の欠員の余剰分と合わせて、大学の必
要とする重点事業のための人件費（大学管理教員枠）として設定した。こ
の大学管理教員枠により戦略的な重点課題に対応した。

・大学機関別認証評価を受審するに当たり、平成17年度に学長特命プロジェ
クトを編成するとともに、大学情報データベースシステムを稼働させ、平

。成18年度に大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価を受審した
評価結果は、大学評価基準を満たすとともに、選択的評価事項（Ａ・Ｂ）

。 、 、 （ ）、で良好である旨の評価を受けた また 学長の下に 室長 評価担当理事
専任教員、兼務教員及び各部長を構成員とする「評価室」を設置し、恒常
的評価体制を構築した。

・岩手県、経済同友会と岩手大学とで地域の産学官の新たな連携組織「いわ
て未来づくり機構」の構想を発表し、平成20年4月の設立を決定した。

・平成19年度に「21世紀型ものづくり人材岩手マイスター育成事業 、文部科」
学省社会人学び直しプログラム「アグリフロンティアスクール 「地域を」、



- 7 -

岩 手 大 学
項 目 別 の 状 況

Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

中
学長がリーダーシップを発揮しつつ、全学的な視野に立った機動的な大学運営を遂行できる運営体制を整備する。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）Ⅱ 業務運営の改善及び効率 16 18
Ⅲ ・ 役員会の経営戦略方針に基づき 「財務 決算状況等により、財務計画 １化に関する目標を達成する 、

計画書 「岩手大学における施設の戦略的 の見直しを行う。ためにとるべき措置 」、
整備方針」を策定した。１ 運営体制の改善に関する

・ 岩手大学の国際化に関する基本構想の作目標を達成するための措置
成、いわて産学連携推進協議会（リエゾン１）全学的な経営戦略の確立
－Ⅰ）への参画、学術交流協定、自治体とに関する具体的方策

【 】① の相互友好協力協定などの締結に向け協定1
役員会の経営戦略方針に基 書を作成した。

づいて、具体的方策を策定す 【 】 （平成 年度の実施状況）1-1 19
る。 現状と課題を踏まえた戦略的な大 Ⅲ 【 】 １1-1

学運営を行うため、財務計画の見直 ・ 第Ⅰ期の財務計画について、平成 年18
しを行う。 度までの決算状況を踏まえ、平成 年度19

から平成 年度間の支出・収入の見積額21
を修正した財務計画の改訂を行った。

・ 目的積立金を財源とした平成 年度か20
。ら平成 年度までの事業計画を策定した21

・ 「岩手大学における施設の戦略的整備方
針」を踏まえ施設整備計画を更新した。
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岩 手 大 学
【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）2 16 18
社会のニーズ等に機動的に Ⅳ ・ 学長裁量定員と同様の趣旨で「大学管理 大学管理教員枠を用いて、新 ２

対応するため、学長の下に一 教員枠」を設け、戦略的な重点課題に対応 たな需要に対応する。
定の教員枠を確保する。 した。

・ 学長主導の下に教員組織の全学一本化の
検討を進め、平成 年度から教員所属組19
織を「学系」に全学一元化をすることを決
定し、教員の所属を決定するとともに、関
係規則を整備した。

【 】 （平成 年度の実施状況）2-1 19
学部及び大学院の教育機能の向上 Ⅳ 【 】 ２2-1

のため、教員組織を全学教員所属組 ・ 教員組織を、学部・研究科の枠組みを超
織「学系」に組換えする。 えた全学教員所属組織「学系」に組織換え

した。学系は、全学的視点から 件の教21
員選考審査への参画、６研究プロジェクト
の形成及び教育学研究科、連合農学研究科
等の教育研究指導において機能するなど、
学部及び大学院の教育研究機能の充実を図
った。

・ 大学管理教員枠を使用して、教員養成機
構、農学部附属寒冷バイオフロンティア研
究センター及び地域連携推進センター知的
財産管理部門へそれぞれ教員１名を配置す
ることを決定した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）運営組織の効果的・機動 16 18
Ⅳ ・ 大学としての意思決定と執行を円滑に行 引き続き、学長・副学長会議 １的な運営に関する具体的方

うために、理事及び副学長で構成する学長 の円滑な運営を図る。策
（ ） 、【 】① ・副学長会議を設置 毎週火曜日開催 し3

本学の意思決定と執行を円 大学の重要課題について協議した。
滑に行うために、理事及び副 ・ 平成 年度に 新たに２名の副学長 教18 、 （
学長等で構成する学長・副学 員組織担当及び外部資金担当）を配置し、
長会議を置き、学長補佐体制 学長補佐体制の強化を図った。
の強化を図る。

【 】 （平成 年度の実施状況）3-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 3-1
度は年度計画なし） ・ 学長・副学長会議を年 回開催し、大40

学としての意思決定と執行を円滑に行うた
めに重要課題について協議した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）4 16 18
理事の補佐機関としての理 Ⅳ ・ 学術担当、学務担当及び地域連携担当の 引き続き、理事室会議の円滑 １

事室を教員及び事務職員で構 各理事の下に、教員及び事務職員で構成す な運営を図る。
成し、一体となって企画立案 る理事室を設置し、理事の補佐体制を整備
等に当たり 理事を補佐する し、教育研究組織再編、教育支援体制、大、 。

学教育センターの総合化、スポーツユニオ
ンの構築、 シニアサマーカレッジ事業JTB
等の諸課題について企画・立案した。
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岩 手 大 学
【 】 （平成 年度の実施状況）4-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 4-1
度は年度計画なし） ・ 理事室において、教員養成機構、入試説

明会（札幌会場 、同窓会連合組織、シニ）
アサマーカレッジ、全学教育研究組織改革
等の事項について企画・立案した。

・ 財務・労務担当理事の下に人事労務企画
室を設置し、職員就業規則に係る企画・立
案に当たった。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）5 16 18
教育研究評議会の議題整理 Ⅲ ・ 理事及び学部長等で構成する学部長等連 引き続き、部局長会議の円滑 １

に当たるほか学部等間の関係 絡会を設置し、教育研究評議会の議題整理 な運営を図る。
に係る重要事項について連絡 に当たるほか、学部間の関係に係る連絡調
調整するため、理事及び学部 整を密接に行い、学内意思形成を円滑に行
長等で構成する学部長等連絡 った。
会を置き、学長補佐体制の強 ・ 委員会の再編及び見直しの一環として、
化を図る。 学部長等連絡会を連絡調整を含む審議機関

としての見直しを行った。
【 】 （平成 年度の実施状況）5-1 19
学部長等連絡会の連絡調整機能 Ⅲ 【 】 １5-1

、 、に、他の委員会に属さない事項の審 ・ 学部長等連絡会に 連絡調整機能のほか
議決定機能を加え 「部局長会議」 他の委員会に属さない事項の審議決定機能、
とする。 を加え、名称を「部局長会議」と改め、８

月を除く毎月第二木曜日に定例開催した。
【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）6 16 18
各種委員会を整理・統合し Ⅳ ・ 法人化の際に、 の各種委員会を 委 引き続き、各種委員会の円滑 １43 34

。運営体制の強化を図る。 員会に整理統合し、委員長は役員とするな な運営を図るため見直しを行う
ど責任体制の強化を図るとともに、委員構
成を見直し、審議事項の整理を行った。

・ 委員会再編及び見直しを継続して推し進
め、平成 年度には、学務関係５委員会18
の削減、理事室で代替可能な３専門委員会
を廃止し、会議運営の円滑化を図った。

【 】 （平成 年度の実施状況）6-1 19
各種委員会の委員構成、運営方法 Ⅲ 【 】 １6-1

等を見直し、業務量の軽減を図る。 ・ 環境保全委員会及び人事制度専門委員会
を廃止した。また、放射線安全委員会に安
全衛生管理室員を加える委員構成の見直し
を行った。

・ 委員会の「運営方法について 「時間管」
理について 「会議資料について」を内容」
とした 「会議の運営に関する申合せ」を、
部局長会議で決定し運営した。
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岩 手 大 学
【 】⑤ （平成 ～ 年度の実施状況概略）7 16 18
学内共同教育研究施設を整 Ⅳ ・ 附属図書館・総合情報処理センター・ミ 引き続き、学内外からの要請 １

理・統合し運営体制の強化を ュージアムを再編して「情報メディアセン に応えるべく、各センター機能
図る。 ター」に、地域共同研究センター・生涯学 の見直しを行う。

習教育研究センター・機器分析センターを
再編して「地域連携推進センター」に、留
学生センターを「国際交流センター」に、
大学教育センターを「大学教育総合センタ
」 。ー に再編・統合して運営の強化を図った

・ 評価室を設置し、さらに大学管理教員枠
により専任教員を平成 年度配置するこ19
とを決定した。

【 】 （平成 年度の実施状況）7-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 7-1
度は年度計画なし） ・ 評価室に専任教員を配置し、２年毎の自

己評価、各種の外部評価・第３者評価に対
応する体制を整えた。

・ 大学管理教員枠により、教員養成機構に
専任教員を平成 年度配置することを決20
定した。

【 】⑥ （平成 ～ 年度の実施状況概略）8 16 18
学生に関連する委員会は、 Ⅳ ・ 学生議会と学務担当理事・学生生活支援 学生の意見を汲み上げる機会 １

必要に応じて学生の意見を聞 部門会議教員との懇談会を開催したほか、 として、懇談会 「ガンチョンタ、
く機会を設ける。 学生の意見をくみ上げる機会として、学長 イム」等を継続して実施する。

との懇談会 「ガンチョンタイム （学務担、 」
当理事が学生と一緒に昼食を取りながら意
見を聞く）を長期休業期間を除き毎月開催
した。

【 】 （平成 年度の実施状況）8-1 19
年２回開催される学生議会通常議 Ⅳ 【 】 １8-1

会から大学に出される意見・要望事 ・ 学生議会運営委員会委員と学生生活支援
項について意見交換するため、学生 部門会議委員との懇談会を定期的に開催
議会運営委員会委員と学生生活支援 し、学生からの大学に対する意見・要望等
部門会議委員との懇談会を定期的に に関する意見交換を行った。
開催する。 ・ 「ガンチョンタイム」を前期３回、後期

４回開催し、学生から出された「放置自転
車のリサイクル活用」等の意見について改
善を図った。

・ 学長と、学生、留学生及び卒業・修了予
定者との懇談会を行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）３）教職員による一体的な運 16 18
Ⅲ ・ 各種委員会の委員構成の見直しを行い、 引き続き、教職員一体となっ １営に関する具体的方策

【 】① 組織検討委員会、点検評価委員会等に関係 た委員会運営を図る。9
各種委員会委員に必要に応 事務部の部長等を委員として加えて一体的

じて事務職員を加え委員会の な運営を図った。
運営改善を図る。
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岩 手 大 学
【 】 （平成 年度の実施状況）9-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 9-1
度は年度計画なし） ・ 引き続き、各種委員会に事務系職員が委

員として参画し、教員と一体となった委員
会運営を行った。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）10 16 18
理事及び副学長の指揮の下 Ⅲ ・ 事務組織を再編して、研究交流部（研究 業務の一層の効率化を図るた １

に教職員による一体的な運営 協力課、国際課、情報メディア課）を設置 め、事務組織の見直しを行う。
を行うための事務組織を構築 し、併せてグループ制へ移行した。
する。 ・ 「評価室」の設置に伴い、企画広報課の

広報関係業務を総務課に移行し、総務広報
課及び企画調査課に再編した。

【 -】 （平成 年度の実施状況）10 1 19
財務・労務担当理事のもとに、理 Ⅲ 【 -】 １10 1

事の補佐機関として教員及び事務職 ・ 財務・労務担当理事のもとに、人事労務
員で構成する人事労務企画室 仮称 企画室を設置し 「職員就業規則 「教員（ ） 、 」、
を設置し、一体となって企画立案等 評価 「サバティカル」などの諸課題につ」、
に当たる。 いて、教員及び事務職員一体となって企画

立案等に当たった。
・ 調達管理課の外部資金・経理グループを
研究協力課に移行し、一元的事務処理体制
に編成換えした。

・ 財務部の事務分掌を見直し、平成 年20
度に財務課を財務企画課に、調達管理課を
財務管理課に再編することを決定した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）４）全学的視点からの戦略的 16 18
Ⅳ ・ 学長のリーダーシップの下に、戦略的に 予算の重点配分の検証を基に １な学内資源配分に関する具 、

推進する特定の研究分野を「 世紀 全学的視点から特定の教育研究体的方策 21 COE
【 】① プログラム」に定め、重点配分を行った。 分野やプロジェクトに重点配分11
戦略的な経営方針に基づく ・ 特に重点的に推進するプロジェクト経費 を行う。

特定の教育研究分野やプロジ として 「学長特命課題プロジェクト等経、
ェクトを定め重点配分を行 費 「萌芽的教育研究支援経費 「北東北国」 」
う。 立３大学連携研究プロジェクト 「放送大」

学活用研究プロジェクト」及び「部局戦略
経費」等を設け重点配分を行った。
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岩 手 大 学
【 -】 （平成 年度の実施状況）11 1 19
学長裁量経費を増額し、戦略的な Ⅳ 【 -】 １11 1

経営方針に基づく特定の教育研究分 ・ 学長裁量経費を増額し、従来メニューの
野やプロジェクトへの重点配分を拡 見直し、継続のほか、新規に 「学系」に、
充する。 おける研究活動のより一層の活性化を図る

ことを目的とした学系プロジェクト経費、
、 、サバティカル経費 優秀授業教員支援経費

地域課題解決プログラム経費及び研究環境
整備経費を設けるなど、重点配分の拡充を
図った。

【 】 【 -】11-2 11 2
全学教員所属組織「学系」の運営 Ⅲ ・ 全学教員所属組織「学系」の運営に資す １

に資するため 基盤経費を配分する るため、講演会・シンポジウムの開催や研、 。
究発表会実施等のための基盤経費を配分し
た。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）12 16 18
教員個人の業績評価とそれ Ⅳ ・ 教員評価指針及び実施要領に基づき、平 ２年毎の教員評価の研究業績 ２

に見合った重点的資源配分を 成 年度及び平成 年度の活動状況を平 評価に基づいて研究費の重点配16 17
行う。 成 年度に評価し、その結果を反映した 分を行う。18

研究費の配分を学術推進本部で協議の上、
名に重点配分した。10

【 -】 （平成 年度の実施状況）12 1 19
（ 年度に実施済みのため、 年18 19
度は年度計画なし）

（平成16～18年度の実施状況概略）５）内部監査機能の充実に関
Ⅳ ・ 業務運営の適法性と業務の合理性の観点 コンプライアンス室を設置し ２する具体的方策 、

【 】 から内部監査を実施するため監査室を設け 監査室、監事、監査人との連携13
法律に基づく監事が行う監 た。 を図りながら、研究費等の不正

査とは別に内部監査を実施す ・ 監査室では 岩手大学監査室設置要項 使用の未然防止に努める。、「 」
るための監査室を設ける。 及び「岩手大学監査室内部監査実施要項」

により監査計画書を策定し、年３回の定期
監査に加え随時監査を実施した。

【 -】 （平成19年度の実施状況）13 1
従来の内部監査機能に加え、研究 Ⅳ 【13-1】 ２

費の不正使用防止の内部統制機能充 ・ 納品事実の確認を主業務とする「納品検
実のため 納品検収体制を強化する 収センター」を平成19年４月に設置し、発、 。

注・検収業務のチェック体制を強化した。
・ 研究費等の管理・監査の実行方針及び実
行計画を策定するとともに、コンプライア
ンス室の平成20年４月設置を決定した。

16 11ウェイト小計
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
② 教育研究組織の見直しに関する目標

中
本学の教育研究活動を大幅に強化するために、教育研究組織を全学的視点で見直し、再編する。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２ 教育研究組織の見直しに 16 18
Ⅳ ・ 講座制に代わる責任ある教育研究組織と 学部・大学院改組に向けて、 ２関する目標を達成するため

して、平成19年４月から教育研究組織（学 実施体制を整備する。の措置
部・研究科）と教員の所属組織を分離し、１）教育研究組織の見直しの
教員所属組織については全学一元化を行方向性

【 】① い、教員所属組織「学系」を編成すること14
第Ⅰ期中期計画期間終了時 を決定し、全教員の学系所属及び学部・研

を目途に、学部間の重複を避 究科担当を決定するとともに、関係規則を
けて、現在の教育研究組織を 整備した。
整理し、以下の教育研究理念 ・ 工学研究科にフロンティア材料機能工学
の基に新たな学部・大学院体 専攻を設置した。企業の即戦力の人材養成
制に再編する。 を図るため工学研究科に「金型・鋳造工学
ア大学院修士課程を基軸とす 専攻」を設置した。寒冷圏ゲノム科学教育
る教員運用の組織 研究を推進するため連合農学研究科に「寒

イ学部と大学院の教育機能分 冷圏生命システム学専攻」を設置した。
担 【 】 （平成 年度の実施状況）14-1 19
学部：教養教育、基礎教 全学教員所属組織「学系」を基軸 Ⅳ 【 】 ２14-1

育（共通基礎教育 として教員運用を行う。 ・ 教員研究組織を学部・研究科の枠組みを
及び専門基礎教 超えた全学教員所属組織「学系」に組織換
育）及び基礎的専 えした。この「学系」を基軸として教員運
門教育 用（学系所属の授業担当の兼務発令等）を

大学院：専門教育及び研 行い、特に、教育学研究科及び連合農学研
（修士）究基礎 究科において教育研究指導の充実を図っ
大学院：研究（応用性・ た。
博士 地域性・国際性 ・ 農学部を３学科から５課程に改組した。（ ） ）

ウ学部・大学院の教育目標 ・ 平成21年度全研究科の改組計画において
学部：専門性とともに幅 も 「学系」機能を反映した新専攻を計画、

広く深い教養と総 した。
合的視野を持った
人材の養成

大学院：創造性豊かで高
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岩 手 大 学
（修士）度な専門的知識 【 】 【 】14-2 14-2

や能力を持った 高度専門職業人養成及び知識基盤 Ⅳ ・ 平成 年度概算要求に向けて工学部改 ２21
人材の養成 社会を支える人材を養成するため、 組等及び全研究科の改組案を作成し、文部

エ人文社会科学系・教育学系 大学院の教育研究組織の再編案を作 科学省と協議を行った。
を含む博士養成機能の整備 成する。
を検討

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）15 16 18
連合農学研究科及び連合獣 Ⅳ ・ 連合農学研究科及び連合獣医学研究科に 連合農学研究科において、連 １

医学研究科は、維持・発展・ 係る「協定書」を構成大学間で締結し、連 携大学院を充実させるために、
充実に努める。 合大学院を維持することを確認した。 構成大学が所在する近隣研究機

・ 連合農学研究科において、新専攻「寒冷 関との連携に向けて検討する。
圏生命システム学専攻」の設置 （独）農、
業・食品産業技術総合研究機構等東北農業
研究センターとの連携大学院協定の締結な
どにより、発展・充実に努めた。

【 】 （平成 年度の実施状況）15-1 19
連合農学研究科の更なる発展・充 Ⅳ 【 】 １15-1

実に資するために外部評価を実施す ・ 外部評価の実施に当たって、国際的な視
る。 点を取り入れるためカナダの大学教員にも

委員を委嘱し 「高水準の博士の学位を授、
与する大学として適切である」などの高い
評価を得た。

ウェイト小計 ３ ５
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岩 手 大 学

Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

中
性別、国籍及び障害等による差別を行わず、教職員が能力を遺憾なく発揮し、業績が適切に反映される人事制度を構築する。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）３ 教職員の人事の適正化に 16 18
Ⅳ ・ 教員（附属学校教員を除く ）について 引き続き、教員・事務系職員 ２関する目標を達成するため 。

は、岩手大学教員評価指針及び評価実施要 の評価を実施する。の措置
領を制定し、平成16年度及び17年度の活動１）人事評価システムの整備
状況について、18年度に部局による一次評・活用に関する具体的方策

【 】① 価、全学での二次評価を実施した。16
、 （ ）、全学統一的な人事評価シス ・ 事務職員 専門職員 事務系・技術系

テムを構築する。 技能職員、医療職員及び附属学校教員につ
いては、人事評価実施要領に基づき、人事
評価を平成 年度から毎年実施すること18
とした。

【 】 （平成 年度の実施状況）16-1 19
構築した人事評価システムの問題 Ⅲ 【 】 １16-1

点を整理し、改善する。 ・ 教員評価については、評価領域のうち、
20「 」 、大学運営活動 の見直しを行い 平成

年度評価（平成 ・ 年度実績分）から18 19
全学統一基準による評価の実施を決定し
た。事務系職員評価については、評価シス
テムの問題点を検証し、評価シートを一部
修正するなどの改善を行った。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）17 16 18
各職務に必要とされる「業 Ⅲ ・ 教員の新たな職位に対応するとともに、 評価結果を踏まえ、評価方法 １

。務内容と能力水準」の基準を 本学の新たな教員所属組織「学系」が全学 ・評価基準の更なる改善を図る
策定する。また、多面的・総 的視点で教員選考に関与する「国立大学法
合的な業績評価のため、絶対 人岩手大学教員選考基準」を制定した。
評価、相対評価、自己評価、 ・ 教員及び事務職員等の職位に応じた任用
プレゼンテーション等の基準 基準及び給与基準について、人事院規則等
を策定する。 を準用する運用を改め、当該人事院規則等

を基に本学の基準を策定し、関連して給与
規則を一部改正の上、職員に明示した。
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岩 手 大 学
【 】 （平成 年度の実施状況）17-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】18 19 17-1
度は年度計画なし） ・ 事務系職員の評価において、業務目標調

書（自己及び評価者による評価）並びに業
務行動評価（評価者による評価）により、
絶対評価による評価を実施した。なお、評
価結果の給与上の処遇については、評価上
位の者から優秀者等を選考する相対評価と
なっている。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）18 16 18
職責・業績を適切に反映し Ⅲ ・ 職責・業績を適切に反映するため 「衛 新たな職責給、業績給、諸手 １、

たインセンティブに富んだ給 生管理者手当 「作業主任者手当 「管 当等を検討する。」、 」、
与処遇を実現するため、基本 理職手当（技術部副技術室長 「入試手）」、
給、職責給、業績給及び諸手 当」を導入した。
当からなる給与体系への移行 ・ 「助教」の職務を検討し、講義資格基準
を図る。 を策定した。

【 】 （平成 年度の実施状況）18-1 19
職責・業績を適切に反映したイン Ⅲ 【 】 １18-1

センティブに富んだ職責給 業績給 ・ 管理職員の職務・職責を端的に反映でき、 、
諸手当等の導入を図る。 るよう、管理職手当を定率制から職務の級

別定額制に移行した。
・ 一般職員に係る昇給区分を特定職員と同
様に５段階にし、より的確に業績を給与に
反映させるようにした。また、勤勉手当の
勤務成績上位優秀者に支給する割増分の原
資を引き上げた。

・ 教員については、平成 年度に定めた18
講義資格基準を基に、講義を担当する助教
に対して「助教講義担当手当」の支給や、
外部資金獲得に著しく貢献したと評価を受
けた者について、勤勉手当の勤務成績上位
優良者として処遇できるように取扱いを変
更した。

【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）19 16 18
多様な採用形態に対応でき Ⅲ ・ 年俸制を導入し 知的財産本部整備事業 多様な採用形態に対応できる １、 、

るよう、年俸制、歩合（出来 研究拠点形成費補助金事業費のプロジェク よう、年俸制職員に関する給与
高）制及び採用される者の能 ト等に年俸制の職員を採用した。 関係規定の一本化を検討する。
力に応じた給与制度を策定す
る。

【 】 （平成 年度の実施状況）19-1 19
多様な採用形態の一つとして、年 Ⅲ 【 】 １19-1

俸制によるプロジェクト職員の採用 ・ 「国立大学法人岩手大学民間等退職者雇
に加え、特殊な技能等を有する民間 用職員就業規則」を制定し、就職関係業務
企業退職者等を想定した年俸制によ のキャリアアドバイザーを年俸制により採
る事務系職員の採用を行う。 用した。
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岩 手 大 学
（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）柔軟で多様な採用制度に 16 18

Ⅲ ・ 地域連携推進センターリエゾン担当教 引き続き、教員採用に当たっ １関する具体的方策
【 】① 員、大学教育総合センター入試部門教員の ては、教育研究の双方に従事す20
教員は、教育研究の双方に ほか、農学部において主として研究に従事 る者か、主として研究に従事す

従事する者のほか、主として する教員を採用した。 る者か、又は、その他の特殊な
、研究に従事する者及びその他 ・ 教員の役割分担の多様化に応じた任期付 業務に従事する者かを明示して

の特殊な業務に従事する者と き外国人教員２名を採用した。 公募を行う。
する。 【 】 （平成 年度の実施状況）20-1 19

（ 年度に実施済みのため、 年 【 】18 19 20-1
度は年度計画なし） ・ 工学研究科「金型・鋳造工学専攻」に実

務経験を有する者を教員として採用した。
・ 教員養成に関して、実務家教員１名の採
用を決定した。

・ 知的財産マネジメント体制の構築に向け
て、知的財産移転部門に教員１名の採用を
決定した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）21 16 18
選考に当たっては、業績審 Ⅲ ・ 事務系の職員の採用に当たっては、統一 引き続き、教員選考に当たっ １

査のほか、面接及びプレゼン 試験合格者の中から語学力に力点を置いて ては、業績審査のほか、面接、
テーションを実施するなど、 選考した。 プレゼンテーション等を実施す
多面的な評価により行う。 ・ 教員の採用に当たっては、業績審査のほ る。

か面接及びプレゼンテーション等を実施
し、多面的な評価により選考した。

【 】 （平成 年度の実施状況）21-1 19
学部や大学院教育の担当教員の選 Ⅲ 【 】 １21-1

考に当たって 全学教員所属組織 学 ・ 学系が全学的視点で教員選考に関与する、 「
系」から選考に加わることにより、 「国立大学法人岩手大学教員選考基準」に
透明性と全学的な視点を担保する。 基づき、学部又は研究科の教員選考に係る

委員会に、関係学系から２名の委員を加え
て、教員選考を行った。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）22 16 18
教育研究実績を判断基準とし Ⅳ ・ 各部局において、教員採用審査及び昇任 引き続き、教員選考における １
て、論文実績数のみにとらわ 人事審査に際し、研究活動に対する評価の 教育研究実績を判断するに当た
れない多様な選考を実施す ほか、教育活動、組織運営、社会貢献、人 っては、教育活動、研究活動、
る。 物等に対する評価を行うとともに、前職の 社会貢献活動、大学運営活動等

実績や職務内容に対する抱負等を選考基準 に対する総合的な評価により実
に加えるなど多様な観点で選考を実施し 施する。
た。

【 】 （平成 年度の実施状況）22-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】17 19 22-1
度は年度計画なし） ・ 教育学研究科において、実務家教員の公

募に際し職務内容や応募資格を明示して実
施し、採用を決定した。
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岩 手 大 学
【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）23 16 18
専門性を必要とする事務部 Ⅲ ・ 専門性を必要とする事務部門を強化する 特別選抜制度により事務系職 １

門を強化するため、法律、会 ため、平成 年度に外国語担当職員１名 員採用の公募を行う。16
計、外国語、情報処理等の専 を配置し、平成１９年度に地域連携担当職
門的知識を有する者の特別選 員１名を配置することを決定した。
抜制度による採用等を実施す ・ 特別選抜制度による採用を実施するた
る。 め、岩手大学専門職員（事務系）選考基準

を策定した。
【 】 （平成 年度の実施状況）23-1 19
専門性を必要とする事務部門を強 Ⅲ 【 】 １23-1

化するため、法律、会計、外国語、 ・ 岩手大学専門職員（事務系）選考基準に
情報処理等の専門的知識を有する者 定める者のうち、外国語担当事務系専門職
について、特別選抜制度による採用 員の平成 年度採用計画を策定した。20
を計画する。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）３）任期制の導入など教員の 16 18
Ⅳ ・ 教員の任期に関する規則を制定し、教育 教育研究支援施設等及び大型 １流動性と選考過程の透明性

研究支援施設（大学教育総合センター、情 研究プロジェクト等で採用するの向上に関する具体的方策
【 】① 報メディアセンター、地域連携推進センタ 教員に任期制を導入する。24
任期制は、教育研究支援施 ー、国際交流センター及び保健管理センタ

設及び大型研究プロジェクト ー）で任期制を導入した。
等の教員から導入を図る。 ・ 「 世紀 プログラム」プロジェク21 COE

トにおいて、任期付き教員（助教授）を採
用した。

【 】 （平成 年度の実施状況）24-1 19
新たに設置した評価室の専任教員 Ⅲ 【 】 １24-1

に任期制を導入する。 ・ 「評価室」及び「教員養成機構」に任期
制を導入することとし、岩手大学教員の任
期に関する規則の改正を行った。

・ 評価室において、任期制に基づく専任教
員を７月１日付けで採用した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）25 16 18
本学の教員と行政機関、企 Ⅲ ・ 岩手県及び経済産業省東北経済産業局の 引き続き、行政機関等との人 １

業及び学校等の人材との幅広 職員を地域連携推進センター教員として受 事交流や県内各市町村等からの
い人事交流の実施に努める。 け入れた （東北経済産業局へ 名派遣） 共同研究員の受入を行う。。 1

（ 、 、 、・ 県内各市町村 釜石市 北上市 奥州市
滝沢村、久慈市 、及び岩手医科大学から）
共同研究員を受け入れた。

【 】 （平成 年度の実施状況）25-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 25-1
度は年度計画なし） ・ 引き続き、経済産業省東北経済産業局の

職員を教員として受け入れるとともに、県
内各市町村等から共同研究員を、岩手県生

、 、物工学研究センターから客員教授を また
日本獣医師会から臨床研修獣医師の受入れ
を行った。
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【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）26 16 18
教員の選考過程を公表し客 Ⅲ ・ 学内では学部長等連絡会で、学外に対し 引き続き、客観性・透明性を １

観性・透明性を高める。 ては科学技術振興機構の研究者人材データ 高めるため、教員の選考過程を
ベース 等で選考過程を明示し、 学内外に公表する。JREC-IN
客観性・透明性を高め公募を行った。

【 】 （平成 年度の実施状況）26-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 26-1
度は年度計画なし） ・ 引き続き、教員公募時に選考基準・過程

、 、を明示して公募を行うとともに 学内では
採用した教員の選考過程を部局長会議で公
表し、客観性・透明性を高めた。

【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）27 16 18
教員の公募は国内外に対し Ⅲ ・ 科学技術振興機構の研究者人材データベ 引き続き、教員の公募に当た １

て実施する。 ース の活用のほか、本学のホー っては、電子媒体等を活用してJREC-IN
ムページ等に掲載し、国内外に対し公募を 国内外に対し広く実施する。
行った。

【 】 （平成 年度の実施状況）27-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 27-1
度は年度計画なし） ・ 引き続き、 、本学ホームページJREC-IN

の活用のほか、インターネットを含む公募
を実施した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）４）女性、外国人等の採用の 16 18
Ⅲ ・ 女性の採用・登用の拡大に努め 平成 女性教職員採用の拡大に努め １促進に関する具体的方策 、 18

【 】① 年度末において、教職員総数の約 の るとともに、次世代育成支援対28 19%
男女共同参画に配慮し、女 構成比率となった。 策行動計画に基づき育児短時間

性の採用・登用の拡大を図 ・ 男女共同参画に配慮した雇用環境整備の 勤務制度を施行する。
り、教職員の の構成に ための国立大学法人岩手大学次世代育成支20%
なるよう努める。 援対策行動計画を策定し、女性教職員の採

用拡大に努めた。
【 】 （平成 年度の実施状況）28-1 19
女性教員の採用の拡大に努めると Ⅲ 【 】 １28-1

ともに、次世代育成支援対策行動計 ・ 各部局において、新たに３名の女性教員
画を推進する。 を採用するとともに、次世代育成支援対策

行動計画の推進策として、出産及び育児並
びに配偶者の出産等に関わる休暇制度の概
要等について検討し、ホームページに掲載
し構成員に周知した。

・ 育児時間勤務制度の導入を決定し、平成
。20年度施行に向けて就業規則を改正した
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【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）29 16 18
国際化に配慮し、外国人教 Ⅲ ・ 外国人教員の採用を促進するため「岩手 引き続き、外国人教員の採用 １

員の採用を促進し、大学教員 大学における外国人教員の任用促進に関す に努めるとともに、外国人教師
の３％の構成になるよう努め る特例措置」を定め、これを活用して２名 を外国人教員に職位換えする。
る。 を採用した。

・ 外国人教師制度の廃止を決定し、外国人
教員への職位換えを決定した。

【 】 （平成 年度の実施状況）29-1 19
外国人教員の採用に努めるととも Ⅲ 【 】 １29-1

に、外国人教師を外国人教員へ職位 ・ １名の外国人教員を採用するとともに、
換えする。 外国人教師３名のうち１名を４月１日付け

で外国人教員（准教授）に採用した。
・ 平成20年４月１日付けで１名の職位換え
を決定した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）５）事務職員等の人事交流及 16 18
Ⅲ ・ 文部科学省、日本学術振興会、東北経済 引き続き、文部科学省関係機 １び研修に関する具体的方策

【 】① 産業局等との間で 名（平成 年度）の 関及び地方公共団体等との人事30 28 18
文部科学省関係機関を主と 交流を実施した。 交流を実施する。

した交流に留まらず、民間企 【 】 （平成 年度の実施状況）30-1 19
業、地方公共団体等との交流 （ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 30-1
を実施する。 度は年度計画なし） ・ 引き続き文部科学省、日本学術振興会、

東北経済産業局等との間で 名の交流を25
実施した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）31 16 18
民間派遣研修を活用し、企 Ⅲ ・ 業務運営の手法、コストの軽減策、サー 引き続き、民間企業等に事務 １

業経営の効率化の手法を身に ビス精神等の知識を習得させ 職員の資質 系職員を派遣し、研修を実施す、 、
付けさせるとともに、サービ 能力の向上を図るため、毎年度、事務職員 る。
ス精神を涵養する。 １～２名を市内のホテルに１ヶ月派遣し

た。
・ 知的財産に関する知識習得のため日本知
的財産協会等が主催する講習会に積極的に
参加した。

【 】 （平成 年度の実施状況）31-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 31-1
度は年度計画なし） ・ 引き続き事務職員２名を市内のホテルに

１ヶ月派遣した。
・ 日本知的財産協会等主催の研修会に事務
職員４名を参加させ知識の向上を図った。
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【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）32 16 18
海外派遣研修を実施し、国 Ⅲ ・ 事務職員、技術職員各１名をオーストラ 引き続き、海外の大学に事務 １

際対応能力を身に付けさせる リアモナッシュ大学に 週間派遣した。 系職員を派遣し、研修を実施す10
とともに、語学力を向上させ （平成 年度２名、平成 年度２名） る。17 18
る。 ・ 学術振興会ストックホルム研究連絡セン

ターに事務職員１名を１年間派遣した。
【 】 （平成 年度の実施状況）32-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】17 19 32-1
度は年度計画なし） ・ 引き続き事務職員１名をオーストラリア

モナッシュ大学に 週間派遣し研修を行10
った。

【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）33 16 18
階層別研修制度を整備し、 Ⅲ ・ 新採用職員、中堅係員、係長、課長及び 階層別研修計画に基づき、各 １

他大学との連携を含め実施す 部長の階層別研修制度を整備し実施した。 種の研修を実施する。
る。 実施に当たり、本学主催以外は、他大学、

国立大学協会及び人事院の外部機関による
研修を利用して行った。

・ 新採用職員について事務局各部における
１ヶ月の研修期間を設けた。

【 】 （平成 年度の実施状況）33-1 19
研修についてのアンケートを実施 Ⅲ 【 】 １33-1

し、その調査結果に基づき、中期的 ・ 東北地区中堅係員級研修、東北地区係長
な階層別研修計画を立案する。 級研修等を実施するとともに、アンケート

の結果を踏まえ、中期的な階層別研修計画
及び平成 年度岩手大学研修実施計画を20
策定した。

【 】⑤ （平成 ～ 年度の実施状況概略）34 16 18
簿記、語学等の資格試験の Ⅲ ・ 衛生工学衛生管理者試験及び衛生管理者 実務研修計画に基づき、各種 １

実務研修制度を整備し、業務 試験を受験させ、合格者の中から衛生工学 の研修を実施する。
に反映させる。 衛生管理者に１名 衛生管理者に 名 平、 （21

成 年度末現在）を選任し業務にあたら18
せた。

・ 放送大学を利用した自己啓発研修で簿記
及び語学科目を 名受講させた。21

・ 自前での学内作業環境測定を行うため技
術系職員１名に作業環境測定士免許登録講
習を受講させ資格を取得させた。

【 】 （平成 年度の実施状況）34-1 19
研修についてのアンケートを実施 Ⅲ 【 】 １34-1

し、その調査結果に基づき、中期的 ・ 岩手大学自己啓発研修等を受講させると
な実務研修計画を立案する。 ともに、アンケート調査の結果を踏まえ、

中期的な実務研修計画及び平成 年度岩20
手大学研修実施計画を策定した。

20 10ウェイト小計
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

中
事務処理の簡素化・合理化を図るとともに、事務処理の電子化を推進し、事務組織の機能・編成を見直すなど、管理事務の効率化に努める。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）４ 事務等の効率化・合理化 16 18
Ⅲ ・ 北東北国立３大学合同での入試説明会を 他大学と共同で大学説明会を １に関する目標を達成するた

札幌で開催した。 開催する。めの措置
・ 東北地区国立大学法人事務系職員採用共１）複数大学による共同業務
通試験を実施した。処理に関する具体的方策

【 】35
入試説明会の実施、事務職

員採用面接等、より効率的・ 【 】 （平成 年度の実施状況）35-1 19
効果的な運営が期待できるも 岩手県立大学と合同で入試説明会 Ⅲ 【 】 １35-1
のについて、共同事務処理を 「岩手大学・岩手県立大学ショー ・ 岩手県立大学と合同で入試説明会「岩手in
進める。 札幌」を開催する。 大学・岩手県立大学SHOWin札幌」を開催

し、約1,300人の来場者があった。
（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）業務のアウトソーシング 16 18

Ⅳ ・ 施設管理業務（国際学生宿舎、職員宿舎 管理業務の新たなアウトソー １等に関する具体的方策
【 】① 等 、附属学校給食業務、清掃業務、警備 シングを推進する。36 ）
管理事務で経費節約等が可 業務、運転業務（実習バス等 、専門的事）

能な業務は、アウトソーシン 務系業務（秘書、財務管理、図書館資料管
グする。 理等）などをアウトソーシングした。

【 】 （平成 年度の実施状況）36-1 19
新たにミュージアム本館管理業務 Ⅲ 【 】 １36-1

をアウトソーシングする。 ・ 施設管理業務として、新たにミュージア
ム本館管理業務をアウトソーシングした。

・ アウトソーシング関係業務の検証を行
い、経費については、アウトソーシング導
入前に比して約 万円のコスト削減が3,500
図られたほか、業務の効率化、サービス向
上等の効果が認められた。
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【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）37 16 18
事務処理の電子化を推進 Ⅲ ・ 勤務時間管理の電子化による出勤簿への 電子事務局推進計画により、 １

し、事務処理方法の見直し及 押印廃止や休暇申請手続きの簡略化、諸手 更なる事務の簡素化・合理化に
び事務連絡方法のネットワー 当確認報告システムの導入による確認作業 努める。
ク化の実施等により、事務の の簡素化、迅速化及びペーパーレス化の推
簡素化・合理化に努める。 進を図った。

「 」、・ 工事契約に関する 電子入札システム
図書の「自動貸出・返却装置」及び独自の
「人事給与システム」の導入により事務処
理方法の見直しを図った。

・ 全教職員を対象とした電子掲示板システ
ム、電子スケジュール管理により事務連絡
方法のネットワーク化を行った。

【 】 （平成 年度の実施状況）37-1 19
事務処理の標準化・簡素化を図る Ⅲ 【 】 １37-1

ため、電子事務局推進計画を策定す ・ 事務処理の標準化・簡素化を図るため、
る。 向こう５年間の電子事務局推進計画を策定

、 、し 平成 年度はユーザビリティの向上19
アイアシスタントの本格運用、証明書自動
発行システムの更新、教室管理システムの
廃止及び宿泊施設予約管理システムと

サーバとの統合などを行った。Web
【 】 【 】37-2 37-2
アイアシスタントの活用により、 Ⅲ ・ アイアシスタントを活用し、後期分から １

履修者名簿をペーパーレスで実施す 履修者名簿をシステム上で表示及び取得で
る。また、 による履修申告・ きるようにした。Web
成績報告を行えるよう検討する。 ・ 履修申告を書面とシステムの両方からで

きるようにした。

ウェイト小計 ３ ４

42 30ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
・ ２】学長のリーダーシップの下に教育研究評議会を始めとする全学的な委員会と各学部教授会及び部局説明での議論を積み重ね、構成員へのアンケート【
調査を実施し、教員組織を全学一元的教員組織「学系」に編成換えした。この新たな組織である「学系」の浸透、意識付けのため、制度、関連規則、業務
内容等をまとめた冊子を作成し配布するとともに、学長から教員それぞれに辞令を交付した。

・ 】教員の業績評価に基づき研究費の重点配分を行う教員の決定に当たり、部局長からの推薦、学術推進本部長による審査・決定、学長による最終決定【12
のシステムを確立し、２年毎に実施することとした。

・ 】内部監査機能の充実に当たり、学長直属の監査室を設置し内部監査を実施するとともに、監事監査の結果及び指摘に対する対応・改善策等について【13
19 20ウェブサイトで公開し教職員へ周知を図った 更に 研究費の不正使用防止の内部統制機能充実のため 平成 年４月納品検収センターを設置し 平成。 、 、 、

年４月コンプライアンス室の設置を決定した。
・ 】教育研究組織の見直しに当たり、学長のリーダーシップの下、全学的視点から検討を重ね、学長裁量人件費の活用、部局間協力等により新組織を構【14
築した。平成 年度には全学教員所属組織「学系」機能を反映した全研究科の改組を計画し平成 年度実現に向け文部科学省と協議を行った。19 21

・ 】教員・事務職員の人事評価に当たっては、全員から自己評価（業績）書の提出を受けるべく制度の周知に努めた。また、評価に当たっては、部局間【16
の調整（全学での二次評価）において学長のリーダーシップの下に実施した。その評価結果を勤勉手当及び昇給に反映させた。
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況

【平成 ～ 事業年度】 ○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的な運用が図られているか。16 18
・学長の下に４名の理事を配置し、学術・学務・地域連携担当理事の補佐体 【平成 ～ 事業年度】16 18
制として各理事室を設置し、各理事の下に全学教育研究支援施設を統括し ・役員会、経営協議会及び教育研究評議会に加えて、学長のリーダーシップ
て、大学運営の活性化を図った。また、学術担当理事の下に外部資金担当 による戦略的な法人経営の一環として学長・副学長会議を平成 年度設置16
室を平成 年度設置した。 し、 年度から新たに副学長（教員組織担当及び外部資金担当）を２名配18 18

・地方財政再建促進特別措置法施行令の改正を活用して、工学部の金型・鋳 置し学長補佐体制を強化した。
造・複合デバイスの技術研究センター応用展開部門（サテライト）を北上 ・各理事の下に、学術担当理事室、学務担当理事室及び地域連携担当理事室
市＜平成 年度＞に続いて、奥州市＜平成 年度＞・花巻市＜平成 を平成 年度設置し 「全学一元的組織としての学系 「全学一斉の改組15 17 18 16 、 」、
年度＞に設置した。また、平成 年度盛岡市産学官研究センターの設置が 再編 「大学院教育の充実 「 と共催のシニアサマーカレッジ事業 、19 JTB」、 」、 」
決定した。 「スポーツユニオン事業 「いわて未来づくり機構（仮称）設立」等の諸」、

・学長特命プロジェクト「 （大学・大学と地域・地域）国際共同交流 課題について企画・立案した。また、学術担当理事の下に外部資金担当室UURR
事業」の一環として「大連理工大学－岩手大学国際連携・技術移転センタ を平成 年度設け、研究活動の活性化も含めた外部資金導入方策を協議す18
ー」を平成 年度設置した。 るとともに、情報等を収集した。18

・点検・評価の課題に機動的に対応するために 学長直属で評価室を平成 ・平成 年度に、従来の教育研究支援施設を大学教育センター、情報メディ、 18 16
年度設置し、専任教員１名を配置した。 アセンター、地域連携推進センター及び国際交流センター等に再編し、担

・若手職員から業務改善のアイデア募集を平成 年度より行い、アウトソ 当理事が直接統括することによって運営の強化を図った16
ーシングの推進など 件について業務運営の改善に反映させた。54

・平成 年 月の地震発生時（震度４）の対応を教訓とし、自主判断の参 【平成 事業年度】17 8 19
集及び緊急連絡当番制など 危機管理体制の見直し・改善を不断に図った ・財務・労務担当理事の下に、理事の補佐体制として企画立案を行う人事労、 。

・教育研究水準の維持のため、満 歳に達する教員の過去５年間の評価を 務企画室を設置した。60
実施した。 ・委員会の再編及び会議運営の見直しの一環として、学部長等連絡会を他の

・岩手大学教員評価指針及び評価実施要領を制定し、平成 年度及び 年 委員会に属さない事項の審議決定機能を加えて「部局長会議」とした。16 17
度の活動状況について評価した。また、事務系職員、附属学校教員につい
ては、人事評価実施要領に基づき人事評価を実施した。 ○ 法人としての総合的な観点からの戦略的・効果的な資源配分が行われて

・学長直属の監査室を設置し、内部監査実施要項を制定して内部監査を実施 いるか。
した。 【平成 ～ 事業年度】16 18

21・学長のリーダーシップの下、戦略的に推進する特定の研究分野として、
【平成 事業年度】 世紀 プログラム研究拠点創成事業、 国際交流学長特命プロジェ19 COE UURR
・教員所属組織を「学系」に全学一元化し、全教員の学系所属と学部・研究 クト、獣医学教育充実、萌芽的教育研究支援等に、平成 年度から学長裁16
科担当を発令し、学部及び大学院の教育機能を向上させた。 量経費を措置した。平成 年度には、 世紀 プログラムへの支援を17 21 COE

・財務・労務担当理事の下に、理事の補佐体制として人事労務企画室を設置 増額し、新たに北東北国立３大学連携研究プロジェクト、放送大学活用研
し、企画・立案に当たった。 究プロジェクト等に措置し、 年度には部局戦略経費、研究優秀教員への18

・事務職員の人事交流として、平成 年度現在、文部科学省、東北経済産 研究費重点配分経費を措置した。19
業局 （独）日本学術振興会等へ計 名が出向している。また、岩手医科 ・部局及び大学院重点事項の人的充実に当てるポスト確保等のために「大学、 25

」 、 「 」大学職員を連携協定に基づいて技術移転業務研修のため共同研究員として 管理教員枠 を平成 年度設定し 併せて教員人事の管理を 教員配置数17
一年間受け入れた。 と「人件費（ 」の併用管理とすることで学部長裁量の下に計画的・戦3%）

・民間旅行会社と提携して「岩手大学シニアサマーカレッジ」を開催した。 略的な教員人事を可能とした。
・ 大連理工大学－岩手大学国際連携・技術移転センター」を核とする ・ 助教」の位置付けを検討し、講義を担当する助教に対し 「助教講義担当「 「 、
「 国際共同交流事業」が（独）日本貿易振興機構の「地域間交流支 手当」の平成 年度導入を決定した。UURR 19
援事業」に採択された。

・学生向け電子掲示板の活用に加え、アイアシスタントを本格稼働させるこ
とにより、学務関係業務の効率性を向上させた。
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【平成 事業年度】 ・大学教育センターを大学教育総合センターに平成 年度拡充し学務関係５19 18
・全学一元的教員所属組織「学系」設置に伴う学系基盤経費及び学系プロジ 委員会を削減するとともに、各種委員会の再編及び会議の運営について検
ェクト経費、全学的なサバティカル制度の導入に伴うサバティカル制度経 討を進め、理事室が代替できる３専門委員会を廃止した。
費、卒業論文及び修士論文のテーマを地域社会から公募する地域課題解決 ・岩手大学評価室の平成 年度設置に伴い評価担当事務部門を企画調査課に18
プログラム経費を学長裁量経費から措置した。 再編して事務の効率化を図った。

・事務処理の電子化推進として、平成 年度に電子掲示板システム、電子入16
○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応 札システム、図書館自動貸出・返却装置を導入した。平成 年度には科研18
じて資源配分の修正が行われているか。 費経理システムを財務会計システム内に統合し、加えて人事と給与を統合

【平成 ～ 事業年度】 した独自の人事給与システムを導入した。業務・システム最適化推進室を16 18
・ 世紀 プログラム支援経費については、同委員会が行った中間評価 平成 年度設置し、現有業務・システムの問題点・要改善点等について検21 COE 18
を踏まえ学内資源配分について平成 年度見直しを行った。 討した。18

・学内公募型経費（学長裁量経費のうち萌芽的教育研究支援経費、海外調査 ・平成 年度から旅費支給業務、農学部学生実習用バス等について業務委託17
18 18 SE旅費及び地域連携促進事業経費並びに部局戦略経費）について、平成 し、 年度から学務系情報システムの管理メンテナンス等のため常駐

年度から事業実施報告書の提出を義務付け、査定の上次年度の配分に反映 を委託するとともに、秘書業務、附属学校給食業務、知財事務、図書館業
させた。 務、国際交流会館業務等の一部を派遣職員や業務委託に切り替えた。

・農学部附属動物医学食品安全教育研究センター（ 設置 、工学部附18.4.1 ）
属複合デバイス技術研究センター（ 設置）及び工学部附属地域防 【平成 事業年度】18.10.1 19
災研究センター（ 設置）への時限( 年）を設定し､５年後に中間評 ・工学系技術室を再編し新たに情報技術室を設置した。事務処理の標準化・19.2.1 10
価を行うこととした。 簡素化のために向こう５年間の電子事務局推進計画を策定した。また、ミ

・教員評価指針及び実施要領に基づき平成 及び 年度の活動状況を評価 ュージアム本館管理員を派遣職員とした。16 17
し、その結果を反映した研究費の重点配分を平成 年度に実施した。 ・学生向け電子掲示板の活用のほか、平成 年度の「アイアシスタント」の18 19

本格運用により、学務関係業務の効率性を向上させた。
【平成 事業年度】19
・農学部附属寒冷バイオシステム研究センターの時限 年 到来に伴い ○ 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。（ ） 、10
外部評価を踏まえ附属寒冷バイオシステムフロンティア研究センターに改 【平成 ～ 事業年度】16 18
組（ 設置）を決定した （時限 年を設定、５年後に中間評価を実 ・全ての学士・修士・博士課程ごとに収容定員の 以上を充足させた。20.4.1 10 85%。
施） 【平成 事業年度】19

・工学部附属金型技術研究センター、附属鋳造技術研究センター及び附属複 ・全ての学士・修士・博士課程ごとに収容定員の 以上を充足させた。90%
合デバイス技術研究センターを統合し、附属融合化ものづくり研究センタ
ーを設置した （時限 年を設定、５年後に中間評価を実施） ○ 外部有識者の積極的な活用を行っているか。。 10

【平成 ～ 事業年度】16 18
○ 業務運営の効率化を図っているか。 ・岩手県高等学校長協会教育懇談会や、いわて５大学シンポジウム等を通じ
【平成 ～ 事業年度】 て業務運営についてのニーズを把握した。16 18
・事務職員組織をグループ制（フラット化）に平成 年度移行し、技術職 ＜経営協議会意見の活用＞17
員組織についても 年度に移行した。 ・決算に当たっては、予算執行の総括・評価を加え、次の課題にどのように17

、・事務組織及び委員会の再編・見直しの一環として、研究協力課・国際課・ 対処するかなどの方向性又は経営計画を立てる必要があるとの指摘に対し
情報メディア課の一体的・機動的な運営を行うため３課を統括する研究交 予算・決算に係る説明資料を工夫・改善するとともに、施設整備において
流部を平成 年度設置した。 は平成 年度に戦略的整備方針を作成した。17 18

・裁量労働制適用教員の勤務状況等報告システムの導入により平成 年度 ・教員評価の評価項目について、職位に見合った合理的な評価項目に留意し17
から出勤簿への押印を廃止し、それ以外の職員についての勤務時間管理の てインセンティブに富んだ処遇が求められたことに対し、評価結果を賞与
電子化を 年度から実施した。 ・特別昇給に反映させた。18

・諸手当現況報告システムの導入により、平成 年度から確認作業の簡素 ・地域の産業活性化に大いに貢献している実績を踏まえ、人材育成面での外17
化、迅速化及びペーパーレス化を図った。 部資金の獲得を積極的に進める必要があるとの指摘に対し、科学技術振興

・会議運営の円滑化を図るため、会議の定例開催、時間の設定、資料の電子 調整費「地域再生人材創出拠点の形成プログラム」等に平成 年度申請し18
化・減量化を平成 年度から進めた。 た。18
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・受験生確保に向けての広報活動の強化が求められたことに対し、高校訪問 ○ 法人全体としての学術研究活動推進のための戦略的取組が行われてい
を拡充するとともに平成 年度に「岩手大学・岩手県立大学 札 るか。19 SHOW in
幌」の開催及び入学試験の札幌会場新設並びに人文社会科学部に平成 【平成 ～ 事業年度】20 16 18
年度入試から 入試を導入した。 ・学長裁量経費から 世紀 プログラム等の重点領域に支援経費を措置AO 21 COE

するとともに、平成 年度から「萌芽的教育研究支援費」を設けて将来性16
【平成 事業年度】 に富んだ研究課題の推進を支援した。19
＜経営協議会意見の活用＞ ・地域連携推進センターにおいて、異なる学部の若手研究者が連携して学際

「 」 、・いわて５大学の連携について、これまで以上に教育・研究を高度な結びつ 領域を研究する 融合研究・教育プロジェクト を平成 年度から実施し16
きで連携強化を図るべきであるとの指摘に対し、いわて５大学が連携を強 新たな研究シーズの創出を図っている。
化し地域の中核を担う人材育成を目指す「いわて高等教育コンソーシアム ・平成 年度に実施した教員評価において、研究業績が優秀な教員に研究費18
：イーハトーブキャンパス」を設立し 「平成２０年度戦略的大学連携支 を重点配分した。、
援事業」に取り組むことを決定した。

【平成 事業年度】19
・全学一元的教員所属組織「学系」設置に伴い、学系プロジェクト経費を措

○ 監査機能の充実が図られているか。 置し研究テーマを公募して、全学的研究グループの形成に努めた。
【平成 ～ 事業年度】16 18
・監事業務を執行するための監事補佐機能を持つ監事室を平成 年度設置16
した。併せて内部監査を実施するため監査室を設け内部監査実施要項を作 ○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
成し、 年度以降毎年度内部監査を実施し、内部監査結果を教職員へ周 【平成 ～ 事業年度】17 16 18
知した。 ○ 女性や外国人の登用促進について、平成 年度は年度計画の設定がなく16

・監事監査結果及び監事の指摘に対する対応・改善策等については 平成 年度から実施とされているが、中期目標・中期計画の計画的達成を図る、 17 20
、 。年度以降ホームページで公開して教職員への周知を図った。 ため 適切な年度計画の設定による計画的な取り組みの強化が必要で ある

（平成 年度評価委員会の指摘事項）16
【平成 事業年度】 ＜対応状況＞19
・従来の内部監査機能に加え、研究費不正使用防止の内部統制機能充実のた ・次世代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする職員に対する
め 「納品検収センター」を設置した。さらに、研究費の管理・監査の実 支援等を行うため、国立大学法人岩手大学次世代育成支援対策行動計画を、
行方針及び実行計画を策定するとともに、コンプライアンス室の設置を決 平成 年度策定し雇用環境の整備を図った。また、出産及び育児並びに配18
定した。 偶者の出産等に関わる休暇制度の概要について、ホームページに掲載して

構成員に通知した。
○ 教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等が行われているか。 女性教職員の割合（平成 年３月現在 ： 名（ ％）19 158 19.4）
【平成 ～ 事業年度】 ・外国人教師制度の平成 年度末廃止に伴い、外国人教員への職位換えを平16 18 20
・平成 年度に工学研究科にフロンティア材料機能工学専攻を設置、 年 成 年度決定した。併せて 「岩手大学における外国人教員の任用促進に16 18 17 、
度に工学研究科金型・鋳造専攻、連合農学研究科寒冷圏生命システム学専 関する特例措置」を活用して、外国人教員の採用拡大を図った。
攻及び人文社会科学研究科１年制コース 社会人対象 を設置した また 外国人教員の割合（平成 年３月現在 ：９名（ ％）（ ） 。 、 ）19 2.0
連合農学研究科において（独）農業・食品産業技術総合研究機構東北農業
研究センターとの連携大学院協定を締結した。併せて、教育目的・内容を ○ 平成 年度の業務実績報告書において「年度計画を十分に実施できてい16
より明確にするため農学部を３学科から５課程に改組した。 ない」と自己評定した事項「教員個人の業績評価とそれに見合った重点的

資源配分を行う （中期計画）について、 年度における年度計画の設定」 17
【平成 事業年度】 がなく、取組についても教員評価指針及び実施要領の策定にとどまってお19
・平成 年度には、全学一元的教員所属組織「学系」を編成し、全教員の り、より一層の取組が求められる （平成 年度評価委員会の指摘事項）19 17。
学系所属と学部・研究科担当を発令し、併せて 年度概算要求に向けて ＜対応状況＞21
全研究科の改組案を策定し文部科学省と協議した。 ・平成 年度に教員評価を実施し、その評価結果に基づき給与に反映させる18

とともに、研究活動が特に顕著な教員に対し研究費を重点配分した。
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【平成 事業年度】19
○ 教員及び職員に対する人事評価については、平成 年度に策定した評17
価指針及び実施要領に基づいて 年度より本格実施し、その評価結果を18
勤勉手当及び昇級に反映している 今後は 中期計画で目指している 多。 、 「
面的・総合的な業績評価」の確立に向けて、評価方法・評価基準のさら
なる改善を図っていくことが期待される。

＜対応状況＞
・次回の平成 年度教員評価に向けて、評価領域のうち「大学運営活動」20
の評価基準の全学統一化を決定した。事務系職員評価については、評価
システムの問題点を検証し、評価シートを一部修正するなどの改善を行
った。
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岩 手 大 学

Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

中
本学の教育研究及び社会貢献の事業を一層発展させるため、自己収入の一層の確保に努めるとともに、本学にふさわしい新たな収入方策についても積極期

的に取り組む。目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）Ⅲ 財務内容の改善に関する 16 18
Ⅳ ・ 外部資金獲得の業績評価を含む教員評価 発明補償金、インセンティブ １目標を達成するためにとる

を実施し、給与に反映させた。 経費の配分及び勤勉手当優良者べき措置
・ 岩手大学知的財産ポリシーに基づき、特 としての処遇を実施する。１ 外部研究資金その他の自
許等の実施料収入に見合う発明者個人への 「岩手大学基金（仮称 」設立己収入の増加に関する目標 ）
実施補償金及び研究室への研究費還元を行 に向け検討する。を達成するための措置
った。１）科学研究費補助金、受託

・ 科学研究費補助金の申請状況に応じたイ研究、奨学寄附金等外部資
ンセンティブ経費の配分を行った。金増加に関する具体的方策

【 】① 【 】 （平成 年度の実施状況）38 38-1 19
競争力の源泉である知財を 知財を生み出す研究者のモチベー Ⅲ 【 】 １38-1

生み出す研究者の更なるモチ ションを高めるため、透明性のある ・ 教員評価指針等による研究活動領域の評
ベーションを高めるため、透 評価を基にした報酬・報奨制度を実 価項目のうち、特に、外部資金獲得に貢献
明性のある評価と報酬・報奨 施する。 したと評価を受けた場合は、勤勉手当の勤
制度を整備する。 務成績上位優良者として別枠推薦できるこ

ととし実施した。
【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）39 16 18
大学の研究活動や推進体制 Ⅳ ・ ホームページの研究者紹介欄の充実を図 本学の研究活動等を積極的に １

を積極的に公開するととも るとともに、地域連携フォーラム、人文・ 公開するとともに、科学研究費
に、競争的研究資金を獲得す 教育系の共同研究推進のための事業説明会 補助金申請拡充に向けて説明会
るための講習等を実施する。 の開催や、産業界の会議等に参加すること を実施する。

により、大学の研究活動・成果等を積極的
に した。PR

・ ホームページに競争的外部資金獲得情報
を掲載し、最新情報の更新・充実を図った
ほか、科研費説明会を開催した。
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岩 手 大 学
【 】 （平成 年度の実施状況）39-1 19
リエゾン－Ｉ（いわて産学連携推 Ⅳ 【 】 １39-1

進協議会）や科学技術振興機構、地 ・ 「リエゾン－Ｉ（いわて産学連携推進協
方自治体等と連携して、大学の研究 議会）マッチングフェア」を開催するに当
成果を発表するセミナー等を開催す たり 全学から集めた理工農系シーズを リ、 「
るとともに、研究成果をまとめて エゾン－Ｉ研究シーズ集 」として発2007

、 。 、Web上で公開する。 行し 自治体及び企業等へ配布した また
地域連携推進センターホームページに公開

、 （ ）するとともに 科学技術振興機構 e-seeds
にも登録した。

・ 大学等研究機関の研究成果説明会、大学
・企業等シーズ・製品展示会を開催した。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）40 16 18
明確な目標や製品化の目処 Ⅳ ・ 若手研究者等による学際的な共同研究を 地域連携推進センターを中心 １

があり外部資金獲得の可能性 進めるため 「融合研究・教育プロジェク とした全学的なマネジメントに、
が高い研究は、全学的なマネ ト」を立ち上げ推進した。 より、大型研究開発制度による
ジメントにより支援する。 【 】 （平成 年度の実施状況） 資金の獲得を目指す。40-1 19

（ 年度に実施済みのため、 年 【 】17 19 40-1
度は年度計画なし） ・ 地域連携推進センターの支援により、以

下のプロジェクトに採択された。
・ 独）科学技術振興機構（ ）が実施（ JST
する重点領域研究開発推進プログラム
（シーズ発掘試験）に 件提案し 件86 16
採択

・文部科学省都市エリア産学官連携促進事
業（発展型）

・科学技術振興調整費「地域再生人材育成
創出拠点の形成（ 世紀型ものづくり21
人材岩手マイスター育成）事業」

・経済産業省戦略的基盤技術高度化支援事
業「小型成型機に対応した小型インサー
ト金型及び成形技術開発」

・経済産業省地域資源活用型研究開発事業
「岩手県南産桑を用いた新機能成分の抽
出方法及び商品化の研究開発」

・ 地域間交流（ ）支援事業「岩JETRO RIT
手地域－中国大連地域（ものづくり基盤
技術 」）
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岩 手 大 学
（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）収入を伴う事業の実施に 16 18

Ⅲ ・ 確実な学生確保を図るため 岩手県内 印刷物、ホームページ等を活 １関する具体的方策 、 21
【 】① 校及び岩手県外（北海道等） 校の高等 用して、学生へ授業料納入の周41 118
授業料や入学料等の安定的 学校を訪問し、本学の理念、教育目標等に 知を図る。

な収納を図るため、確実な学 ついて 活動を行った。 また、入試会場の複数化によPR
生確保を図るとともに、早期 ・ 学生の休・退学を減らす方策の一つとし る受験者数の拡大を図る。
収納等の収納方策を検討し実 て、転学部・転学科・転課程制度の導入を
施する。 行った。

・ 早期収納方策として、入学検定料、入学
料の窓口納付を「郵便振込」へ変更し、授

「 」 「 」業料は 代行納付 から 口座引き落とし
へ変更した。

【 】 （平成 年度の実施状況）41-1 19
受験者数の拡大を図るため、東京 Ⅲ 【 】 １41-1

会場に加え札幌会場での入試を実施 ・ 受験者数の拡大を図るため、東京会場に
する。 加え札幌会場での入試を実施した （志願。

者 名）115
・ 本学で初めて人文社会科学部で 入試AO
を実施し、９名の募集に対して 名の志71
願者があった。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）42 16 18
教育研究への関連度、地域 Ⅳ ・ 地域連携推進センターに新たにインキュ 「ものづく夜間大学 、いわて ２」

社会の要請等を考慮し、既存 ベーション機能 知的財産本部機能を加え マイスター（科学技術振興調整、 、
事業を見直し、新規事業の導 既存事業の見直しを図った。 費 、アグリフロンティアスクー）
入を図る。 ・ 平成 年度において、技術移転に伴う ル、エコリーダー及び防災リー17

千円の実施料収入があった。 ダー（社会人学び直しニーズ対52,308
・ 新規に社会人を対象とした「岩手大学公 応教育推進プログラム）を継続
開授業講座」の実施、地域社会のニーズを して実施する。
受けた英会話を中心とした一般・学生向け
英語講座（公開講座）を開講した。

【 】 （平成 年度の実施状況）42-1 19
東京都内の中小ものづくり企業と Ⅳ 【 】 ２42-1
の連携を強化するため、東京都北 ・ 東京都北区・板橋区と協定を締結し、東
区・板橋区と協同し、中小企業技 京都内の中小ものづくり企業の技術力向上
術者を対象とした「ものづくり夜 を図るため 「ものづくり夜間大学」を新、
間大学」を開設する。 規に開講した （定員 名に対し受講者。 80

名 。また、希望する受講企業 社を120 19）
訪問して技術相談を行うなど、首都圏のも
のづくり中小企業との連携強化に努めた。
これを契機として、東京都内の企業と関連
する岩手県内の企業との技術交流にも発展
した。

ウェイト小計 ６ ５
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
② 経費の抑制に関する目標

中
管理業務における一層の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うことなどにより、固定的経費の節減と財務内容の管理・運営の適正化を図る。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２ 経費の抑制に関する目標 16 18
Ⅳ ・ コピー用紙の再利用（裏面使用 、昼食 施設拡充の現状を踏まえて省 ２を達成するための措置 ）

時の消灯、退勤時のパソコンの電源切り、 エネ・省資源の観点から節減対１）管理的経費の抑制に関す
全学一斉休業日の設定、電話回線及び携帯 策の見直しを図る。る具体的方策

【 】① 電話の契約の見直し変更、定期刊行物等の43
省エネ・省資源意識を涵養 契約の見直し、各研究室等での節電、啓発

し、毎年度 ％の経費の節減 ポスターの掲示などを実施し、節約に努め1
を図る。 た。

・ 複写機台数及び機種の見直し、省エネ型
家電製品への切り替えを図るとともに、暖
房運転の短縮による重油等の節減を図っ
た。

・ 節電対応電気機器の導入を全ての契約に
おいて仕様書に明記した。

・ これらを実施することにより、毎年度１
％を超える経費を削減した。

【 】 （平成 年度の実施状況）43-1 19
引き続き省エネ・省資源意識を高 Ⅳ 【 】 ２43-1

め、前年比 ％の経費の節約を図る ・ 毎月水道使用量の監視を行い漏水の発見1
ため、部局毎の取組みを推進する仕 に努めた結果、使用料を前年度比約６％削
組みを構築する。 減した。

・ 光熱水使用状況を大学ホームページ学内
限定ページに掲示し、タイムリーな情報提
供を行うことにより省エネ意識の啓発を行
った。

・ 暖房運転開始時期を例年より 週間遅ら1
せるなど燃料の節減を図り、重油使用量を
前年度比４％削減した。

・ これらを実施することにより、建物新営
等による新規増加分を除き、平成 年度19
計画を達成した。
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岩 手 大 学
【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）44 16 18
電子化の促進及びシステム Ⅲ ・ 授業料収納及び各種支払いにファームバ 届出等の 化の拡大による １Web

の統合等を進め管理的サービ ンキングを利用し経費を節減した。 ペーパレス化及び業務・システ
スのコストを抑制する。 ・ 電子掲示板システムの導入、各種開催通 ム最適化による業務の縮減を図

知の電子メールの活用 大学広報誌の る。、 Web
掲載など学内業務のペーパレス化を進め、
管理的サービスのコストを抑制した。

【 】 （平成 年度の実施状況）44-1 19
諸通知・連絡、会議資料、統計資 Ⅲ 【 】 １44-1

料等の更なる電子化に努めるととも ・ 諸通知・連絡、会議資料、統計資料等に
に、教室管理、宿泊施設予約システ ついて、グループウェア、電子掲示板、メ
ム等の統合を推進する。 ールの活用により、更なる推進を図った。

・ システムの見直しを行い、教室管理シス
Webテムの廃止 宿泊施設予約システムと、

サーバーとの統合によりコストの縮減を図
った。

ウェイト小計 ３ ３
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
③ 人件費の削減に関する目標

中
行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取り組みを行う。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）３ 人件費の削減に関する目 16 18
Ⅳ ・ 事務系職員を５名削減するとともに教員 総人件費改革に係る実行計画 ２標を達成するための措置

【 】 の欠員後補充を６ヶ月凍結するなどして、 の着実な実行を図りつつ、教育45
総人件費改革の実行計画を 平成 年度人件費予算相当額に対して 研究の重点課題に対して、人的17

踏まえ、平成 年度までに 百万円（ ）削減する計画を上回る 資源を充当する。21 237 3.5%
概ね４％の人件費の削減を図 削減を行った。
る。 【 】 （平成 年度の実施状況）45-1 19

人的資源を教育研究の高度化のた Ⅳ 【 】 ２45-1
めの戦略的な重点課題に振り向けつ ・ 教員５名及び事務系職員 名削減すると4
つ、退職教職員の不補充や業務の効 ともに教員の欠員後補充を６ヶ月凍結する
率化により、平成 年度人件費予 などして、 百万円（ ）削減する計17 270 4.0%
算相当額に対して 百万円 画を上回る削減を行った。270
（ ）の削減を図る。4.0%

ウェイト小計 ２ ２
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
④ 資産の運用管理の改善に関する目標

中
研究資源の効率的利用及び施設設備の有効利用を一層推進するとともに、金融資産の運用と活用にも取り組む。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）４ 資産の運用管理の改善に 16 18
Ⅲ ・ 施設開放活用の窓口を財務部財務課資産 引き続き、地域や社会からの １関する目標を達成するため

管理係に一本化し、地域住民の利便性の向 施設・設備等利用の要請に応えの措置
上に努めた。 る。１）資産の効率的・効果的運

・ 地域連携推進センターの試験研究機器を また、資産運用計画により、用を図るための具体的方策
【 】① 外部利用者に開放するための規則の制定、 大口定期預金や利付国債などを46
地域や社会の施設、設備等 料金体系の設定を行った。 活用した効果的な運用を行う。

利用の要請に一層積極的に応 【 】 （平成 年度の実施状況）46-1 19
えるため、資産活用マネジメ （ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 46-1
ント体制を整備し、有効的な 度は年度計画なし） ・ 町内会からの要請に応え、ゴミ集積所の
利用を図る。 設置及びゴミ用ネットのフェンス取り付け

場所を提供した。
・ 平成 年度資金運用計画として、大口19
定期預金及び利付国債を効率的に運用し

千円の利息収入を得た （平成 年11,407 18。
度 千円）3,600

ウェイト小計 １

12 10ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
・ 】東京都北区・板橋区の中小ものづくり企業の事業主及び従業員を対象に、技術の高度化や効率化、課題解決など実務に役立つ体系的な要素技術に関【42
する講義や、現場でのフィールドワークを行う「ものづくり夜間大学」の実施に当たり、平成 年７月から 月まで毎週水曜日、北区・板橋区の会場に19 11
教員を派遣し講義を行うとともに、翌日には希望する受講企業を訪問し具体的課題について検討を行った。これを契機として、東京都内企業と関連する岩
手県内企業との技術交流に発展した。

・ 】経費の抑制に関し、毎年度１％の経費の節減を図るという数値目標達成のため、月次報告により取組状況を確認するとともに、全部局構成員にデマ【43
ンド（藍需要電力量抑制装置）による節電の協力を求め、また、暖房運転の短縮等による重油使用量の節減などに努めた結果、目標の１％を上回る経費節
減（建物新営等による新規増加分を除く）の成果を上げることができた。

・ 】人件費削減の実施に当たり、教員 名、事務系職員 名の削減を計画し各部局で負担することとした。また、教員の欠員後補充を６ヶ月凍結する【45 20 25
ことなどにより、その人件費を戦略的な重点課題に振り向けるほか、技能職員の退職後の欠員不補充や事務組織の見直しを行った。
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 また、汎用システムの人事システムと給与システムを統合した独自の人事
給与システムを導入した。

【平成 ～ 事業年度】 ・随意契約に係る情報公開の取り組みとして、ホームページに公表基準に基16 18
・萌芽的教育研究支援経費、 世紀 プログラム支援経費、北東北国立 づき随意契約一覧を平成 年度掲載し、公表した。21 COE 18
３大学連携推進プロジェクト経費等に重点的な予算配分を行った。 ・平成 年度に、科学研究費補助金の申請状況に応じた、また光熱水費の節17

・地域連携推進センターに全学一元配置した大型試験研究機器を、規則を制 減部局に応じたインセンティブ経費を配分した。平成 年度には科学研究18
定の上、平成 年度以降学外開放した。 費補助金の申請状況に応じたインセンティブ経費を拡充を図った。16

・ 世紀 プログラムでポスドクを採用している （平成 年度現在 ・平成 年度まで毎年度光熱水費等経費の前年度比 ％削減を達成した。21 COE 19 24 18 1。
名 。また、同プログラム研究員２名が の産業技術研究助成事業に） NEDO
平成 年度採択された際に、その人件費を支援した。 【平成 事業年度】18 19

・ 地域研究開発資源活用促進プログラム事業が平成 年度採択され、 ・光熱水費等経費の削減については、建物新営等による新規増加分を除き、JST 18
その地域負担金を支援した。 当該年度削減目標金額を達成した。

・ 化学系汎用機器相互利用ネットワークプロジェクト」に参加し、全学の「
機器設備マスタープランに基づき装置の要求を行った。 ○ 人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策

・平成 年度の外部資金総額が前年度比で約２億円、 ％増となる等、共 定等を通じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。18 15
同研究、受託研究等を活発に行った。 【平成 ～ 事業年度】16 18

・５年間で教員 名、事務系職員 名削減する５％人件費削減計画に基づ20 25
【平成 事業年度】 き、平成 年度は事務系職員５名を削減するとともに、教員の欠員後補充19 18
・学系プロジェクト経費、サバティカル経費、地域課題解決プログラム経費 の６ヶ月凍結を継続して実施した。
等を新規に計上する等、学長裁量経費を増額し、より重点的・効果的な予 ・学長裁量定員を使用して、地域連携推進センター地域司法部門、大学教育
算配分を行った。 総合センター入試部門に、それぞれ教員１名を配置した。

・研究協力課に外部資金管理グループを新設した。 ・総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成 年度は平成 年度人件費予算18 17
・東京都北区・板橋区と協定を締結し、東京都内の中小企業の技術力向上の 相当額に対して 百万円（ ％）削減する計画を上回る削減を行った。237 3.5
ために「ものづくり夜間大学」を新規開講し 名の参加者を得るととも 【平成 事業年度】120 19
に 企業への訪問技術相談等の連携強化により 共同研究の増加を図った ・平成 年度人件費予算相当額に対して 百万円（ ％）削減する計画、 、 。 17 270 4.0

を上回る削減を行った。
２．共通事項に係る取組状況 ・大学管理教員枠を使用して、外国人教員（外国人教師からの職位換え）１

名、評価室専任教員１名を採用するとともに、平成 年度に、外国人教員20
（外国人教師からの職員換え 、教員養成機構、農学部附属寒冷バイオフロ）

○ 財務内容の改善・充実が図られているか。 ンティア研究センター、地域連携推進センター知的財産移転部門にそれぞ
【平成 ～ 事業年度】 れ教員１名を配置することを決定した。16 18
・学術担当理事の下に、副学長（外部資金担当）と地域連携担当理事の強力 ・企業との共同研究を推進するために、岩手大学の研究成果・技術シーズを
な連携により競争的研究資金の獲得に向けた外部資金担当室を平成 年 データベース化して、地域連携推進センターのホームページで公開した。18
度に設置した。 ・地域連携推進センターにおいて、 コーディネーターによる競争的外部JST

・複写機の契約機種、機能、台数等の見直し、節電対応電気機器への切り替 資金獲得のための講習会を実施した。
え、随時の漏水修理、暖房運転の短縮等による重油使用量の節減（前年度
比 ％減）の取り組みにより、目標の「 ％の経費削減」を達成した。 ○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。9 1

・コピー用紙等の再利用、節電等を実施するとともに、新たに全学会議で資 【平成 ～ 事業年度】16 18
料のペーパーレス化を図るためプロジェクターの使用を平成 年度から ○ 科学研究費補助金等の外部資金の獲得のための取り組みについて、平成16
実施した。また、平成 年度に複写機の機種の見直しを行い、機器を更 年度は年度計画が立てられていないが、法人の財務内容の改善のために18 16
新した。 重要な課題であるため、前倒しの取り組みが必要である （平成 年度評。 16

・平成 年度に科学研究費補助金経理システムを汎用システムから財務会 価委員会の指摘事項）18
計システムの「科研費オプション」に移行し、システムの統合を行った。
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＜対応状況＞
・科学研究費補助金に関する説明会を継続して開催するとともに、科学研究

。費補助金の申請状況に応じたインセンティブ経費を平成 年度拡充した18
・新たに副学長（外部資金担当）を平成 年度配置し、外部資金担当室を18
設置して科学研究費補助金の申請奨励に努めた （平成 年度科研費申請。 20
率が向上した ）。

・企業との共同研究を推進するため、大学の新技術説明会、シーズニーズマ
ッチングフェア等を平成 年以降積極的に開催した。16
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Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供
① 評価の充実に関する目標

中
教育研究活動等の評価結果（外部評価及び第三者評価）を広く社会に公表し、社会からの評価を教育研究活動の一層の改善に反映させる。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）Ⅳ 自己点検・評価及び当該 16 18
Ⅳ ・ 大学情報データベースシステムに教員評 引き続き、大学情報データベ ２状況に係る情報の提供に関

価システムを組み込んだデータベースを構 ースの各種情報データを更新すする目標を達成するための
築し稼働させた。 る。措置

・ 大学評価・学位授与機構の大学機関別認１ 評価の充実に関する目標
証評価において、大学評価基準を満たすとを達成するための措置

、 。１）自己点検・評価の改善に ともに 選択的評価では高い評価を受けた
【 】 （平成 年度の実施状況）関する具体的方策 47-1 19

【 】① 大学情報データベース・システム Ⅲ 【 】 １47 47-1
点検・評価用のデータベー を点検・見直しする。 ・ 大学情報データベースシステムのデータ

スを構築する。 構築に関して点検・見直しを進め、大学評
価・学位授与機構のシステムとの整合性を
図るようにシステム修正を行った。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）評価結果を大学運営の改 16 18
Ⅳ ・ 評価領域として 教育活動 研究活動 引き続き、教員評価結果に基 ２善に活用するための具体的 「 」「 」

「社会貢献活動」及び「大学運営活動」を づき各種支援経費を配分するほ方策
【 】① 定めた教員評価指針及び評価実施要領を制 か、外部資金獲得に著しく貢献48
教員の教育研究、社会貢献 定し、大学情報データベースシステムに教 した者に対する勤勉手当優良者

及び管理運営の評価項目を重 員評価システムを組み込み、教員評価を実 としての処遇を実施する。
視し、教員への支援策を構築 施した。
する。 ・ その評価に基づき研究活動が特に顕著な

教員に対し研究費を重点配分した。
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【 】 （平成 年度の実施状況）48-1 19
教員の教育、研究、社会貢献及び Ⅳ 【 】 １48-1

大学運営の各項目の評価結果を基 ・ 評価結果に基づく評価領域毎の支援策と
に、それぞれの項目に応じた教員へ して、学長裁量経費により、教育面につい
の支援策等を実施する。 ては、優秀授業教員支援経費、研究面につ

いては、サバティカル支援経費を措置し支
援を実施した。

・ 大学運営面については、勤勉手当などの
給与面への配慮の措置を講じた。

【 】 （平成 年度の実施状況）48-2 19
大学評価・学位授与機構の平成 Ⅲ 【 】 ２48-2
年度大学機関別認証評価の結果 ・ 平成 年度大学機関別認証評価で受け18 18

を検証し、必要な改善を図る。 た定員超過・未充足の指摘について、学部
・大学院改組の検討を行い、平成 年度21
概算要求に向けて文部科学省協議を行うと
ともに、自己評価書において改善を要する
点とした事項、特に、専門教育に係る成績
評価基準の策定について改善を図った。

【 】 （平成 年度の実施状況）48-3 19
「評価室」に専任教員の配置を計 Ⅲ 【 】 １48-3

画し、評価体制の強化を図る。 ・ 「評価室」に専任教員を配置し、評価室
の組織が、室長（評価担当の理事 、専任）
教員、学部からの兼務教員及び各部長とな
り評価体制の強化を図った。

【 】 （平成 年度の実施状況）48-4 19
連合農学研究科の更なる発展・充 Ⅳ 【 】 １48-4

実に資するために外部評価を実施す ・ 外部評価の実施に当たって、国際的な視
る。 点を取り入れるためカナダの大学教員にも

委員を委嘱し 「高水準の博士の学位を授、
与する大学として適切である」などの高い
評価を得た。

ウェイト小計 ４ ６
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報提供
② 情報公開等の推進に関する目標

中
大学の理念・目標、大学への入学や学習機会に関する情報、卒業生の進路状況に関する情報、教育研究活動の状況等を社会に対して公表する。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２ 情報公開等の推進に関す 16 18
Ⅳ ・ 定例記者会見を３～４ヶ月に１回開催 引き続き 学長定例記者会見 １る目標を達成するための措 、 、

し、大学情報の積極的な公開・提供を行っ 「ガンダイニング」等により効置
た。 果的な広報を実施する。１）大学情報の積極的な公開

・ 民間テレビ局との共同制作による本学情・提供及び広報に関する具
報発信番組「ガンダイニング」を放映し積体的方策

【 】① 極的に地域社会に情報発信した。49
学長記者会見を定期的に開

催する。
【 】 （平成 年度の実施状況）49-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】16 19 49-1
度は年度計画なし） ・ 定例記者会見を３回開催し、次期学長の

選考決定当日には同人の記者会見を行っ
た。

・ ３年目となる「ガンダイニング」を放送
（ 回）し、積極的に地域社会に情報発13
信した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）50 16 18
大学入試情報、修学上の情 Ⅳ ・ ホームページ等を活用して、入試情報・ ホームページの充実により、 １

報、就職情報等及び教員の研 入試結果、教員個々の最新の研究活動等を 情報を積極的に提供する。
究活動、教育活動、社会貢献 掲載した研究者総覧、研究シーズ、競争的
活動等の公開情報を多様な情 外部資金情報及び技術移転事例紹介等を提
報メディアを活用し充実す 供した。
る。 ・ 岩手大学の研究成果をデータベース化す

るとともに、大学の活動・情報等について
その都度報道各社に提供するなど情報メデ
ィアを積極的に活用した。
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【 】 （平成 年度の実施状況）50-1 19
ホームページ上の研究者総覧を基 Ⅲ 【 】 １50-1

に概略版の研究者プロフィールを作 ・ 研究者総覧の個々の教員の表示内容の見
成し 見やすい情報として公開する 直しを行い、個々の教員のトップページに、 。

概略版１ページを表示、更に選択すること
により詳細な情報を表示できるように改め
て、見やすい情報として公開した。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）51 16 18
ホームページは、日本語の Ⅳ ・ ホームページをリニューアルし、日本語 利用者の意見をホームページ １

他、英語（国際交流センター の他英語でも検索できるようにした。 上で書き込めるフォームを活用
は 英語 中国語及び韓国語 ・ 国際交流センターでは中国語、韓国語な し、利便性の向上等について広、 、 ）
でも検索できるようにする。 ど８カ国語による情報提供を行った。 く意見を集め、ホームページの

・ 平成 年度には、入試情報ページのリ 更なる改善を図る。18
ニューアル、環境への取り組みページの新
設など掲載内容の充実を図り、日経ＢＰコ
ンサルティングの全国大学サイト・ユーザ
ビリティ調査 （全国 大学2006/2007 200

サイトランキング で上位の評価 全Web ） （
国 位）を受けた。35

【 】 （平成 年度の実施状況）51-1 19
ホームページ上での学生生活に関 Ⅲ 【 】 １51-1

する情報を整理し内容の充実を図 ・ ユーザビリティ調査の結果に基づき、評
る。また、ホームページの見やすさ 価の低かった点について改善を図り、７項
や利活用に関して学生や学外者のア 目で評価が上がった （全国大学サイト・。
ンケート調査を実施し、これを基に ユーザビリティ調査 ランキング2007/2008
改善を図る。 全国 位 。23 ）

・ 学生や学外者のアンケート調査を実施
し、ホームページの見やすさや利活用に関
して改善を図った。

ウェイト小計 ３ ２

ウェイト総計 ７ ８

〔ウェイト付けの理由〕
・ 】大学機関別認証評価を受審するに当たり、学長特命プロジェクトを編成し全学及び部局点検評価委員会との協働作業により自己評価書を作成し、初【47
期の目的を達成した。

・ 】大学機関別認証評価で受けた定員超過・未充足の指摘について、学長リーダーシップの下、全学的視点から検討を重ね、全研究科の改組を計画し、【48
平成 年度実現に向けて文部科学省と重ねて協議を行った。21
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岩 手 大 学
（３） 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項 【平成 事業年度】19
・研究者総覧の概略版を作成し、ホームページに掲示した。

【平成 ～ 事業年度】 ・日経ＢＰコンサルティング社による前年度ユーザビリティー調査結果で評16 18
16 7 23・学長定例記者会見を平成 年度から四半期ごとに開催し、それを契機と 価の低かった点について改善を図った結果 項目の評価が上がって全国、

して積極的に地域社会に情報発信するとともに、民間放送局との共同制作 位となった。
により県民に向けて岩手大学を様々な側面から多面的に紹介する番組「ガ
ンダイニング （年 回）を平成 年度から放映し、併せてホームペー ○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。」 13 17
ジ上でストリーミング配信し広報に努めた。 国立大学法人評価委員会の評価結果を点検評価委員会、教育研究評議会

・大学評価・学位授与機構による平成 年度実施大学機関別認証評価を受 に報告し、指摘事項について検証を行い、対応が不十分な項目について適18
審し、大学評価基準を満たしているとの評価を受けた。また、同時に受審 切な対応を検討し、改善を図った。また、実績報告書及び評価結果をホー
した選択的評価事項Ａ「研究活動の状況」においては「目的の達成状況が ムページに掲載し、全構成員に周知した。
良好である」と、及び選択的評価事項Ｂ「正規課程の学生以外に対する教
育サービスの状況」においては「目的の達成状況が非常に優れている」と 【平成 ～ 事業年度】16 18
の評価を受けた。 ○ 自己点検・評価について、平成 年度には年度計画がないが、全学的な16

・学長の下に「評価室」を平成 年度設置し、２年ごとに全学的な自己評 取り組みを継続的に行うような計画の設定を行う必要がある。平成 年度18 16
価を実施する恒常的評価体制を構築した。 は大学情報データベースの平成 年度末稼働に向けてシステム仕様等の準17

備を行ったほか、教員評価指針の検討を行ったところであるが、個人評価
【平成 事業年度】 の充実を図るとともに、大学の組織評価について全学的取組を推進する必19
・平成 年度大学機関別認証評価で受けた定員超過・未充足の指摘への対 要がある （平成 年度評価委員会の指摘事項）18 16。
応を図り、さらに時代の要請を踏まえ大学・大学院改組の検討を行い、平 ＜対応状況＞
成 年度概算要求に向けて文部科学省協議を行った。 ・大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価及び選択的評価事項Ａ21

・ 評価室 に専任教員を配置し 評価室の組織が 室長 評価担当の理事 ・Ｂを平成 年度受審した。また、教員評価を実施し、評価結果を給与に「 」 、 、 （ ）、 18
、 。 。専任教員 学部からの兼務教員及び各部長となり評価体制の強化を図った 反映するとともに研究活動が特に顕著な教員に対し研究費を重点配分した

なお、恒常的評価体制構築のため学長の下に「評価室」を平成 年度設置18
２．共通事項に係る取組状況 した。

○ 情報公開の促進が図られているか。
【平成 ～ 事業年度】16 18
・点検・評価用の大学情報データベースシステムを平成 年度稼働させる17
とともに、ホームページ上の「研究者総覧」に連動させて情報発信した。

・大学評価・学位授与機構による大学機関別認証評価及び選択的評価事項
（Ａ・Ｂ）の評価結果をホームページ上に公開した。

・地域連携推進センターでは、中期計画・年度計画に基づく各事業や取組内
、 、容進捗等を明らかにするため 平成 年度より外部評価委員会を開催し16

事業計画の評価及び事業実績の評価を受け、自己評価書及び外部評価結果
をホームページ上で公開した。

・本学のウエブサイトの使いやすさについて、平成 年度「全国大学サイ18
ト・ユーザビリティ調査 （日経ＢＰコンサルティング社 」にお2006/2007 ）
いて、全国国公立大学 大学中で第 位、東北地区では第 位に評価100 35 1
された。

・アイアシスタントを平成 年度試行し、授業科目に関する情報を学外に18
公開した。

・科学研究費補助金実績状況及び申請状況をホームページ上に公開（学内限
定）した。
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岩 手 大 学

Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中
教育研究環境の改善を進めるため、全学的視点に立ったスペースの配分を行い、また、施設設備の安全性を考慮した有効活用を図る。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）Ⅴ その他業務運営に関する 16 18
Ⅲ ・ 施設の安全対策について改善計画を策定 施設整備計画に基づき、校舎 １重要目標を達成するために

した。 等の耐震改修を行う。とるべき措置
・ 附属小学校校舎及び附属中学校体育館の１ 施設設備の整備等に関す
耐震改修を実施するとともに、既存建物のる目標を達成するための措
耐震診断を実施した。置

１）施設等の整備に関する具
体的方策

【 】① 【 】 （平成 年度の実施状況）52 52-1 19
老朽化した施設設備等は、 「岩手大学における施設の戦略的 Ⅲ 【 】 １52-1

安全対策をとるとともに、改 整備方針 役員会方針 に基づき ・ 施設整備計画に基づき、総合研究棟（農」（ ） 、
善計画を策定する。 計画的な整備を推進する。 学系）及び共用教育研究棟の改修工事を実

施し、計画的な施設整備を推進した。
・ 教育学部１号館及び附属小学校改修工事
の実施を決定した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）53 16 18
社会のニーズに応える教育 Ⅲ ・ 施設整備計画の見直しを行い、地域連携 人文社会科学部３号館の改修 １

研究を一層促進するため、必 推進センター磁場活用ラボの新設や、企業 計画を策定する。
要とする施設の整備計画を策 の研究開発拠点が入居して共同研究を進め
定する。 る「盛岡市産学官連携研究センター （コ」

ラボ ）の設置を決定した。MIU



- 43 -

岩 手 大 学
【 】 （平成 年度の実施状況）53-1 19
総合研究棟（農学系）の改修及び Ⅲ 【 】 １53-1

盛岡市産学官連携研究センター（仮 ・ 総合研究棟（農学系）の改修において、
称）の新営に際しては、全学的な視 全学共通スペースを確保し整備した。
点から整備を進める。 ・ コラボ の新営に伴い、地域連携推MIU

進センターの研究施設改修、周辺駐車場の
整備などを行った。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）54 16 18
学生のための快適な空間と Ⅳ ・ 学生用駐輪場の整備、駐車場の整備、講 学寮の改修計画を策定する。 １

美しいキャンパス作りに取り 義室改修、排水設備改修、外灯の増設等を
組むとともに、学生の利便を 行うとともに、教職員一体となって構内清
重視した施設設備の整備計画 掃を行うなど美しいキャンパス作りに取り
を策定する。 組んだ。

・ 身障者対応整備計画を策定し、エレベー
ター、トイレ、自動ドア、スロープなどを
整備した。

【 】 （平成 年度の実施状況）54-1 19
安全快適で美しいキャンパス確保 Ⅳ 【 】 １54-1

のため、駐輪問題について改善計画 ・ 駐輪場改善計画を策定し、駐輪場の区画
を策定し、実施する。 線、路面表示、案内看板、標識等の整備及

び放置自転車の整理を行った。また、全学
の自治組織である学生議会と協働で駐輪指
導を行うシステムを作り、実施した。

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）施設等の有効活用及び維 16 18
Ⅲ ・ 「既存施設の使用実態調査」調査票及び 既存施設の共通スペースの有 １持管理に関する具体的方策

【 】① 安全点検項目（土木工作物、建築物、電気 効活用を図るとともに、新たな55
既存施設の点検・評価を行 ・機械設備）一覧表を策定した。 改修においては、施設が有効活

う体制を再構築し、スペース ・ 施設の有効利用に関する基本方針を策定 用できるよう全学的視点に立っ
の再配分を行うこと等により し、共通スペースの確保などの具体案を作 て整備する。
快適な教育研究環境を整え、 成した。
施設を有効活用する。

【 】 （平成 年度の実施状況）55-1 19
総合研究棟（農学系）の改修にお Ⅲ 【 】 １55-1

いて、全学的な視点に立ち全学共通 ・ 施設の有効活用を図るため、総合研究棟
スペースを確保するなど、施設の有 農学系 を改修し 全学共通スペース ７（ ） 、 （

500 20効活用を図る。 室 ㎡ を確保した そのうち 平成、 ） 。 、
年４月に２室の入居が決定した。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）56 16 18
施設設備等のプリメンテナ Ⅳ ・ 省電力設備機器設置５カ年計画を策定 体育施設等を改修するなど、 １

ンス（予防的な施設の点検・ し、工学部・農学部構内に省電力設備機器 教育環境を整備する。
保守・修繕等）計画を早期に を設置した。
策定する。 ・ 施設設備の劣化等の状況把握と安全性確

保のため、巡回点検、部位別調査を実施し
た。
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【 】 （平成 年度の実施状況）56-1 19
大学会館等の便所及び人文社会科 Ⅲ 【 】 １56-1

学部 号館の暖房用ボイラの改修な ・ 大学会館等の便所改修及び人文社会科学1
ど、学生のための環境整備を推進す 部１号館の暖房用ボイラの改修を実施し、
る。 学生のための環境整備を進めた。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）57 16 18
環境マネジメント規格 Ⅲ ・ 平成 年度の認証取得を目指して資料 環 境 マ ネ ジ メ ン ト 規 格 １20

（ ）の認証取得を 収集を行った。 （ ）の認証取得を目指ISO14001 ISO14001
目指して検討する。 して、全学的に検討を進める。

【 】 （平成 年度の実施状況）57-1 19
環 境 マ ネ ジ メ ン ト 規 格 Ⅲ 【 】 １57-1

（ ）の認証取得を目指し ・ 環境マネジメント規格（ ）等ISO14001 ISO14001
て 先進事例を参考に検討を進める 認証取得準備ワーキング・グループを設置、 。

し、認証取得のための体制などの検討を進
め 「環境マネジメントシステム認証取得、

」 。推進室 の平成 年４月設置を決定した20

ウェイト小計 ６ ６
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岩 手 大 学
Ｉ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
② 安全管理に関する目標

中
環境と安全に配慮した人にやさしい教育研究環境を目指して、社会も安心できる責任ある管理体制を構築する。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成１９年度計画 状況

中 年 平成１９年度までの実施状況 平成２０～２１年度の実施予定 中 年
期 度 期 度

（平成 ～ 年度の実施状況概略）２ 安全管理に関する目標を 16 18
Ⅳ ・ 局所排気装置取扱者、実験機械等取扱者 引き続き、 講習会等を開 １達成するための措置 AED

などに対して、安全教育を実施した。 催する。１）学生等の安全確保等に関
・ 高圧ガス保安法に基づき液体窒素・液体する具体的方策

【 】① ヘリウムを使用する教職員・学生等を対象58
定期的に安全教育を行う。 に、寒剤の安全な取扱いに関する講習会を

実施した。
・ 「実験・実習中の事故を防ぐために」の
冊子を配布し安全確保に関する啓発を行っ
た。

【 】 （平成 年度の実施状況）58-1 19
講習会、寒剤の安全な取り Ⅲ 【 】 １AED 58-1

扱いに関する講習会を開催するなど ・ 教職員を対象に消防署員を講師とした
定期的に安全教育を実施する。 講習会を３回開催した。AED

・ 寒剤の安全な取扱いに関する講習会、装
置の技術講習会を開催し、教職員及び学生
等に対し安全教育を行った。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）59 16 18
毒物、劇物等の取扱と管理 Ⅳ ・ 毒物及び劇物取扱いマニュアルに基づく 化学薬品管理支援システムの １

体制を徹底する。 定期的点検・検査の実施 「適正な管理」 運用実績を踏まえて改善事項の、
の周知徹底のほか、安全衛生管理要綱を定 検討を行い、毒物、劇物等の取
めるなど管理体制を整備した。 扱指導を強化する。

・ 放射線の管理区域を見直し安全管理の徹
底を図った。
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【 】 （平成 年度の実施状況）59-1 19
化学薬品管理支援システムを導入 Ⅳ 【 】 １59-1

し、毒物、劇物等を含む化学薬品の ・ 安全衛生管理室において、薬品の発注・
全学的一元管理の徹底を図る。 検収・登録・廃棄までの流れを全学一元管

理するために 「化学薬品購入・廃棄シス、
テム」を導入した。

・ 廃液回収を毎月定期回収とし、不用な試
薬類の回収も行った。

・ 未登録核燃料物質の徹底調査と適正管理
の周知徹底を行った。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）60 16 18
防犯上の点から総合的な施 Ⅲ ・ 警備業務の委託内容を見直しセキュリテ 引き続き、施設内入出管理シ １

設内入出管理セキュリティシ ィーの充実を図った。 ステム、学内情報機器巡回管理
ステムと学内情報機器巡回管 ・ 学内情報機器巡回管理システムとして、 システムを運用する。
理システム等の導入を検討す 「 利用ログ収集・解析ソフトウェア」PC
る。 を導入した。

【 】 （平成 年度の実施状況）60-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年 【 】17 19 60-1
度は年度計画なし） ・ 施設内入出管理システム、学内情報機器

巡回管理システムを運用した。
【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）61 16 18
社会の趨勢と学内関係者の Ⅲ ・ 平成20年４月から大学構内を全面禁煙す 大学内全面禁煙を実施する。 １

健康と教育の観点から学内禁 ることを決定した。平成18年度までの取組
煙化を促進する。 みとして、完全分煙の実施、歩行禁煙の呼

、 「 」びかけ ホームページに 禁煙支援ページ
の開設、禁煙キャンペーンの実施、ニコチ
ン補充療法等による禁煙支援等を実施し
た。

・ 附属校園については平成 年度から敷16
地内全面禁煙を実施した。

【 】 （平成 年度の実施状況）61-1 19
平成 年度から実施予定の大学 Ⅲ 【 】 １20 61-1

内全面禁煙に向けて啓発活動を推進 ・ 安全衛生委員会において、喫煙者、非喫
するとともに、当該措置の課題と対 煙者及び学生議会議員を構成メンバーとし
応策を検討する。 た喫煙対策小委員会を設置し喫煙対策の検

討を行い、ポケット灰皿による禁煙推奨の
取組などを実施した。

・ 「何故平成 年度から全面禁煙になる20
のか」を記載したポスターの各喫煙所への
掲示、シンポジウムの開催などの啓発活動
を行った。
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（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）危機管理等に関する具体 16 18

Ⅳ ・ 危機管理対策本部シミュレーションに基 大学構成員の危機管理意識の １的方策
【 】 づき演習を実施した結果を踏まえ 「岩手 啓発を図るため、研修会及び訓62 、
「危機管理対策本部」を設 大学危機対策要項」及び「岩手大学危機対 練を実施する。

」 、 。置し、有事に即応できる体制 策マニュアル を作成し 全学に周知した
の整備を図る。 ・ 危機への速やかな対応を図るため、役員

の当番により休日の緊急事態発生時に対応
する体制を取るとともに 「地震対策初動、
マニュアル」及び「岩手大学防災マップポ
スター」を作成し、有事に即応できる体制
を整備した。

（平成 年度の実施状況）19
【 】 Ⅲ 【 】 １62-1 62-1
想定される危機管理に関するマニ ・ 岩手大学危機対策マニュアルに「情報シ

ュアルの内容を向上させるととも ステム危機対応」として、対応班及び対応
に、引き続き大学構成員の危機管理 班の任務を追加し、マニュアルの充実を図
意識の啓発を図るため、研修会及び り構成員に周知を図るとともに、前年度に
訓練を実施する。 作成した「岩手大学防災マップ」を構内掲

示板として常設した。
・ 地震災害対応として防災訓練を実施し、
その後、地域住民も参加した防災（地震）
講話を実施した。

【 】 【 】62-2 62-2
不適切な事象に係る事後的対応に Ⅳ ・ 不適切な事象に係る事後的対応を検討す １

ついて迅速な処理を図るため、常置 る審議機関として、これまでの各学部教授
の人事審査委員会（仮称）を設置す 会に変わる新たな全学的なシステムとし
るなど、全学的なシステムを構築す て、常置の懲戒審査委員会を設置した。ま
る。 た、透明性・客観性を図るために、労働者

の過半数代表者及び学外の有識者を委員会
構成員に加えた。

ウェイト小計 ５ ５

11 11ウェイト総計
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（４） その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

１．特記事項 連携推進センター内部改修などの整備を行った。
・化学系研究設備有効活用ネットワークプロジェクトを通し他大学との間で

【平成 ～ 事業年度】 機器の相互活用が始まった。16 18
・大学周辺の小・中・高計 校の校長と本学学長等との交流会議「小中高大4
連携サミット」を平成 年度開催し、学校周辺の安全管理について連携 ○ 危機管理への対応策が適切にとられているか18
して取り組むことを合意した。 【平成 ～ 事業年度】16 18

・受動喫煙防止のために、附属学校では平成 年度に全面禁煙措置を実施 ・平成 年度に安全衛生管理室を設置し、高圧ガス保安法に基づき、液体窒16 18
し、 年度からの大学構内全面禁煙措置に備えて、禁煙キャンペーン及 素・液化ヘリウムを使用する教職員・学生等を対象に寒剤の安全な取扱い20
び喫煙室の環境調査等、禁煙に向けての支援・啓発活動を実施した。 に関する講習会を実施した。併せて 「実験・実習中の事故を防ぐために－、

写真で見る事故事例集－を配布し、安全確保に関する啓発を図った。
【平成 事業年度】 ・岩手大学危機対策要項及び危機対策マニュアルに基づき、平成 年度から19 16
・岩手県、経済同友会と岩手大学とで地域の産学官の新たな連携組織「いわ 防災訓練を実施した。また 「地震対策初動マニュアル」及び「岩手大学防、

（ ） 」 。て未来づくり機構」の構想を発表し、平成 年 月の設立を決定した。 災マップ 上田地区 ポスター を平成 年度作成し全教職員に配布した20 4 18
・環境マネジメント規格（ )の認証取得を目指して 「環境マネジ ・岩手大学における研究活動に係る不正行為の防止等のためのガイドラインISO14001 、
メントシステム認証取得推進室」の平成 年４月設置を決定した。 を検討した。20

２．共通事項に係る取組状況 【平成 事業年度】19
・教職員を対象に消防署員を講師とした 講習会を３回実施したAED

○ 施設マネージメント等が適切に行われているか。 ・安全衛生管理室において薬品の発注・検収・登録・廃棄までの流れを全学
【平成 ～ 事業年度】 一元管理するために 「化学薬品購入・廃棄システム」を導入した。16 18 、
・平成 年度に構築した施設マネジメントの下に施設整備計画を 年度策 ・物品の適正な検収体制として納品検収センターを平成 年度設置し、教職16 17 19
定し、さらに全学的施設の有効活用の観点から教育研究活動の一層の活性 員に対し説明会を実施した。また 「岩手大学における研究者行動規範」及、
化を図るため「岩手大学における施設の戦略的整備方針」を定め、該当部 び「国立大学法人岩手大学における研究活動に係る不正行為の防止等に関
局の取組を督励した。 する規則」を制定し公表した。

・学長を始めとする教育研究評議会構成員による学内教育研究施設の視察を
平成 年度から行い、施設・設備の実情把握に努めるとともに緊急性に ○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。17
配慮した重点的整備を行った。 【平成 ～ 事業年度】16 18

・附属小学校校舎及び附属中学校体育館の耐震改修を平成 年度実施し、 ○ 施設の有効利用に関する規則は制定されており、スペースの実際の再配18
併せて全学の既存建物の耐震診断を実施した。 分や施設設備のプリメンテナンスについても実施を進めていくことが望ま

・省電力設備機器設置５カ年計画を平成 年度に策定し、キャンパス全体 れる （平成 年度評価委員会の指摘事項）16 16。
にわたって計画的に省電力設備機器を設置・更新した。 ＜対応状況＞

・施設マネジメントに基づき、盛岡市産学官連携研究センター新営に伴って ・総合研究棟（農学系）の平成 年度整備に際し施設の有効利用の観点から18
関連する整備計画を平成 年度策定した。 共用スペースを確保した。併せて、共用教育研究棟（工学部新校舎）の整18

、 、・環境負荷の軽減と環境汚染の防止やキャンパス環境の改善に努め、その取 備により 工学部福祉システム工学科に係る必要面積を確保するとともに
組状況を環境報告書として取りまとめホームページに平成 年度から公 学内の要望に応じ共用スペースを確保した。18
表した。 ・人文社会科学部５号館の講義室、教育学部の実験室、工学部の講義室及び

・暖房運転の短縮等により重油使用量の節減等に取り組んだ。 職員宿舎のアスベスト除去、人文社会科学部３号館の講義室改修、構内グ
、 、 。ラウンド排水設備改修 漏水修理等を 平成 年度以降計画的に実施した17

【平成 事業年度】 ・省電力設備機器設置５カ年計画を平成 年度に策定し、キャンパス全体に19 16
・ 岩手大学における施設の戦略的整備方針」に基づき、総合研究棟（農学 わたって計画的に省電力設備機器を設置・更新した。「
系）及び共用教育研究棟の改修工事を実施し、計画的な施設整備を推進し
た。また、教育学部１号館及び附属小学校改修工事の実施を決定した。 ○ 平成 年度の業務実績報告書において「年度計画を十分に実施できてい16

・盛岡市産学官連携研究センター新営に伴い、周辺駐車施設や連接する地域 ない」と自己評定した事項「防犯上の観点から総合的な施設内入出管理セ



- 49 -

岩 手 大 学

キュリティシステムと学内情報機器巡回管理システム等の導入を検討す
る （中期計画）について、平成 年度における年度計画の設定がなく、」 17
取組についても学内情報機器管理システムの選定にとどまっており、より
一層の取組が求められる （平成 年度評価委員会の指摘事項）。 17

＜対応状況＞
・平成 年度までに整備済みであった全学の各建物のカードキーによる入17
出管理システム及び地域連携推進センターにおける監視カメラによる施設
内入出管理セキュリティシステムに加え、学内情報機器巡回管理システム
を 年度導入し、情報機器による情報漏洩の未然防止体制を整備した。18
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

学士課程と大学院課程の教育機能を高めるため、教員組織の再編を行い、両課程における以下の目標達成を目指す。中
①学士課程においては、教育目標を実現すべく転換教育、教養教育、基礎教育及び専門教育にカテゴライズして、本学のいずれの学部学生にも必要な教
養的基盤と基礎学力を備えさせる。さらに、学士課程における学習到達度を達成させるための厳格な成績評価に基づいて、学部毎の目標に沿った人材期
養成を目指す。

②大学院の修士課程（博士課程前期）においては、基礎学力を備えた広い視野を持ち、高度の専門性を要する職業等に寄与できる人材養成を中心に、専目
攻分野における研究の基礎力をも養う。また、博士課程（博士課程後期）においては、創造的で専門的な課題探求・解決能力に優れた研究者・高度専
門技術者の要請を行う。標

③教員養成系学生に対しての教育のレベルアップを図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関
する目標を達成するためにとるべき
措置

１ 教育に関する目標を達成するため
の措置

【 】 【 】 大学の理念・目標等を大学概要、ホームページに掲載したほか、教授会等会議0 0
幅広く深い教養と基礎学力を有し高 （ 年度に実施済みのため、 年度 で構成員に周知を図るとともに、新入生オリエンテーション等を通じて学生へ周16 19
い専門性を備えた人材育成が本学の最 は年度計画なし） 知した。
大の責務であることを構成員に周知徹
底する。
(１)教育の成果に関する目標を達成
するための措置

［学士課程］
１）教養教育と基礎教育の成果に関す
る具体的目標の設定

【 】① 【 】 学生には履修の手引きや新入生オリエンテーションを通じて、教員には 合1 1-1 FD
全学共通教育（教養教育と共通基礎 （ 年度に実施済みのため、 年度 宿や講習会を通じて周知した。学生アンケートにおいて、周知状況を半期毎に確16 19

教育）の理念・目標を周知徹底する。 は年度計画なし） 認している。
「 」 、 「 」【 】② 【 】 高年次課題科目 として をコアとする 男女共同参画の実践を学ぶ2 2-1 ESD

広範な学問諸分野の授業科目及び学 教養科目に「高年次課題科目」区分 及び「高年次課題科目特別講義Ⅰ」を開講するとともに、放送大学活用プロジェ
際的・総合的な授業科目を開設すると を新設し、 を中核にした学際的 クト科目では「現代思想の地平」など９科目を開講した （受講者 人 。ESD 145。 ）
ともに、放送大学を積極的に活用する ・総合的授業科目を開設する。また、
ことにより、多様な授業の選択肢を提 放送大学活用プロジェクト科目を増や
供する。 す。
【 】③ 【 】 基礎ゼミナール研究会による『大学における「学び」のはじめ』をテキストと3 3-1
基礎ゼミ等の転換教育を全学的に実 全学共通教育と専門教育の有機的連 し、全学共通教育と専門教育に資する転換教育科目「基礎ゼミナール」を全学必

施する。 携を前提に構想された転換教育科目 修（１単位）で開講した。
「基礎ゼミナール」を実施する。
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【 】④ 【 】 全学の英語教育の成果を明確にするために、１年次の終わりに実施していた4 4-1
「国際的コミュニケーション能力」 「国際的コミュニケーション能力」 を、入学時に新入生全員を対象として受験（ テスト）TOEFL-ITP Pre-TOEFL-ITP

充実のため 等の外部評価テス 充実の一貫として、全学の英語教育の させた。そのことにより、新入生の英語力の起点を確定し、習熟度別のクラス編TOEFL
トを利用する。 成果を明確にするために、新入生全員 成を行うことができた。

に テストを受験させPre-TOEFL-ITP
る。

【 】⑤ 【 】 ３年次以上を対象とした「高年次課題科目」を教養科目群に位置付けて制度化5 5-1
高年次教養教育にも配慮しながら授 高年次教養科目を制度化し開講科目 し、４授業科目設定した。その中から「男女共同参画の実践を学ぶ」及び「高年

業科目の履修年次を適切に配当する。 数を増やす。 次課題科目特別講義Ⅰ」を開講した。
【 】⑥ 【 】 情報科目「情報基礎」において、人文社会科学部で９名、農学部で１名の早期6 6-1
新学習指導要領による教育を受けた （ 年度に実施済みのため、 年度 認定を行った。16 19

学生に合う情報リテラシー教育の体制 は年度計画なし）
を検討し整備する。
【 】⑦ 【 】 全学教員所属組織「教育学系」の協力を得ながら、平成 年度の教育学部改7 7-1 21
教員養成系のカリキュラムにおいて 全学教員所属組織「学系」及び全学 組に合わせ、改革委員会で教員養成カリキュラムを検討した。その中で、専門性

は、全学的支援の下に専門性とリベラ 共通教育分科会の協力を得ながら、専 とリベラルアーツ分野の強化を図る方策についても検討し、改組計画案に反映さ
ルアーツ分野の強化を図る。 門性とリベラルアーツ分野の強化を図 せた。

る教員養成カリキュラムを策定する。
【 】⑧ 【 】 全学共通教育の改革（全教員体制に基づく分科会の設置、転換教育の全学的導8 8-1
上記の計画を効率よく進め継続的に （ 年度に実施済みのため、 年度 入、外国語の強化、高年次課題科目の設置、 を取り入れた「学びの銀河」16 19 ESD

教養教育の質を維持するための中心的 は年度計画なし） の構築など）を実施し、全学共通教育（教養教育）の質の向上に努めた。
役割を大学教育センターが担う。
２）卒業後の進路等に関する具体的目
標の設定

【 】① 【 】 農学部改組に伴い、学部の特色や専門性を生かした多様なコースカリキュラム9 9-1
学部の専門性を生かした多様なコー 学部の特色や専門性を生かした多様 を設定し、実施した。

スカリキュラムを設定する。 なコースカリキュラムを設定する。
、 、 、 、【 】② 【 】 就職支援課との連携・協力の下に 就職ガイダンス 相談会 教員採用説明会10 10-1

就職及び進学等の進路指導につい 各学部において、就職支援課と連携 企業懇談会、企業合同説明会等を実施するとともに、父母との連携・協力（第８
て、指導教員と協力する支援体制を整 して、父母対象の進路相談会、首都圏 回教育懇談会及び第５回進路相談会の実施）を図り、就職支援体制を強化した。
備する。 教員の採用説明会、首都圏の先輩教員

の話を聴く会等を実施し、就職支援体
制を強化する。
【 】 地元定着のための産学官連携キャリア支援として岩手大学と岩手県立大学、岩10-2
学生の地元企業への就職と定着を促 手県、岩手経済同友会との間で「岩手県雇用促進産学官連携協議会」を設立し、

20進するため、岩手県立大学と実践的な 地場産業の魅力を伝え 社会人基礎力を養成する 地場産業・企業論 を平成、 「 」
キャリア教育に関する協働の取組みを 年度から開講することを決定した。
立ち上げる。
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３）教育の成果・効果の検証に関する
具体的方策

【 】① 【 】 アイアシスタントのシラバス機能において、全ての授業科目について詳細な成11 11-1
ユニバーサル化に対応して学力を保 ユニバーサル化に対応して学力を保 績評価基準を明記し、単位の実質化を踏まえたキャップ制の下で、半期 単位24

証するため 全ての授業科目について 証するため 全ての授業科目について に履修を制限し、授業の進行に応じて学生の学習到達度を把握できる学習支援機、 、 、 、
成績評価基準（レベル）を明示すると シラバス上に成績評価基準を明示する 能を実装した。
ともに、厳正な成績評価に基づくレベ とともに、厳正な成績評価に基づくキ また、成績評価基準をより厳密にするため「秀」を追加し 「秀 「優 「良」、 」 」
ル制（４年一貫教育の下での学習到達 ャップ制を実施し、授業の進行に応じ 「可 「不可」の５段階とした。」
度）を実施し、授業の進行に応じた学 た学生の学習到達度を把握できるシス
生の学習到達度を把握できるシステム テムを導入する。
を導入する。
【 】② 【 】 大学教育総合センターで、学生による授業アンケートを継続して実施するとと12 12-1
教育の改善を図るため 「学生によ 教育内容の改善を図るため 「学生 もに、企業及び卒業生からの意見を聴取するための全学統一フォーマットのコア、 、

る授業評価」を定期的に実施するとと による授業評価」を定期的に実施する 部分を作成した。各学部では、これを基に独自の項目を加えるなどしてアンケー
もに、企業及び卒業生からも意見を聞 とともに、企業及び卒業生からも意見 ト調査を実施した。
く。 を聴取する。
［大学院課程］
１）修了後の進路等に関する具体的目
標の設定

【 】① 【 】 大学院修士課程カリキュラムの見直しとして、農学研究科において「ベンチャ13 13-1
OB新産業・ベンチャービジネスの創出 新産業・ベンチャービジネスの創出 ー企業論」を共通科目として開講した。工学研究科においては、企業経営者

を含む就職及び進路指導について、指 に関する授業科目として、大学院修士 やインキュベーションマネージャーによる実践的な講義になるように努めた。
導教員と協力する支援体制を整備す 課程カリキュラムの見直しの中で、工
る。 学研究科及び農学研究科において「ベ

ンチャー企業論」を共通科目として開
講する。

【 】② 【 】 博士後期課程への進学率向上のため、 経費を拡充するとともに、進学者確14 14-1 RA
博士課程への進学率向上（定員増） 博士課程への進学率向上のため 保に向けて、前期課程の各専攻の や共同研究企業等に対して募集活動を行っ、RA OB

を図る。 経費を拡充するとともに、大学院修士 た。また、高度専門教育重点科目と研究教育重点科目を設置し、博士課程進学に
課程カリキュラムに研究重点教育プロ 向けて充実した指導体制とした。
グラムと高度専門教育重点プログラム
の つのプログラムを設置し、研究教2
育重点プログラムでは最先端の専門知
識の習得と発表能力の向上に重点をお
いて、博士課程進学を目標とした指導
体制をとる。

２）教育の成果・効果の検証に関する
具体的方策

【 】 【 】 各研究科において 「学生による授業評価」及び企業合同説明会での「全学統15 15-1 、
教育の改善を図るため 「学生によ 教育の改善を図るため 「学生によ 一アンケート」を実施するとともに、企業や修了生との懇談会等において意見聴、 、

る授業評価」を定期的に実施するとと る授業評価」を定期的に実施するとと 取の機会を設け、教育内容の改善に向け取り組んだ。
もに、企業及び修了生からも意見を聞 もに、企業及び修了生からも意見を聴
く。 取する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

［学士課程］
１）アドミッション・ポリシーに関する基本方針
本学の理念と教育目標に共感し、
①基礎的な学力を踏まえて、主体的に真理を探究し課題を解決しようとする学生、
②豊かな学識とリーダーシップを身に付けて、地域社会や国際社会に貢献しようとする学生、
③自然と人間を愛し、自らの人生に高い倫理性と使命感をもって臨もうとする学生、中
を積極的に受け入れる。

２）教育課程に関する基本方針
専門教育中心のシステムから教養教育を中心とし専門分野の基礎教育を充実させるシステムへの移行を図る。

３）教育方法に関する基本方針
知的関心の喚起につながる授業、分かりやすい授業及び授業参加が実感できる授業の実施に努める。期

４）成績評価に関する基本方針
学習活動全てにわたっての多様な評価を基に成績評価を行う。特に教室外での学習の評価にも重きを置く。
［大学院課程］

１）アドミッション・ポリシーに関する基本方針
本学の理念と教育目標に共感し、目
①明確な目的意識、倫理性及び旺盛な探求心を持つ学生、
②高度な専門教育に対応できる幅広い教養と基礎学力を有する学生、
③優秀な留学生や問題意識のしっかりした社会人、
を積極的に受け入れる。

２）教育課程に関する基本方針標
地域性や国際性を深め、基礎学力に裏付けられた高度な専門性及び理論的で実践的な思考能力を養い、高度な専門職業人としての資質を高め、さらに、
総合性・学際性を重視して、研究開発能力及び課題探求・解決能力に優れ、独創的で倫理観のしっかりした研究者・高度専門技術者を養成するための課
程編成を行う。

３）教育方法に関する基本方針
演習等を中心とした少人数クラスの講義及び論文研究における個人指導を基本とし、関係機関との連携により強化する。

４）成績評価に関する基本方針
高度な専門・技術の修得、倫理性、独創性及び課題探究・解決能力を中心とした評価を行う。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

(２)教育内容等に関する目標を達成す
るための措置

[学士課程]
１）アドミッション・ポリシーに応じ
た入学者選抜を実現するための具体

引き続き、高等学校の進路指導教員を対象に、全学入試説明会及び各学部ガイ的方策
【 】① 【 】① ダンスを行うとともに、研究室公開を実施した。また、岩手県内 校及び北海16 16-1 21
ホームページ及び高等学校訪問等に （ 年度に実施済みのため、 年度 道等の岩手県外 校の高等学校を訪問し、教育研究活動に関する広報活動を行16 19 118

。 、 、よる広報活動を充実し、アドミッショ は年度計画なし） った 更に 公開説明会をオープンキャンパスと名称変更し８月に開催した結果
ン・ポリシーの周知に努め、また、大 前年度より約 名増の 名の参加者となった。1,471 4,946
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学開放等を通じて本学の特色の周知に
努める。
【 】② 【 】 人文社会科学部で 入試を実施し、９名の募集に対し 名の志願者があっ17 17-1 AO 71
入学後の追跡調査結果を分析し、選 新たに 入試を実施する。また、 た。また、個別学力試験会場として東京会場に加えて札幌会場を設置し、 名AO 115

抜方式毎の募集人員の割合を検討する 個別学力検査を東京会場に加えて札幌 の志願者があり、入学志願者の利便性を図った。
など、入学者選抜方法の継続的改善に 会場で実施する。
努める。
【 】③ 【 】 引き続き、留学生入試については、工学部で日本留学試験を利用した出願書類18 18-1
社会人及び留学生を幅広く受け入れ （ 年度に実施済みのため、 年度 により選抜を行う渡日前入学許可制度を実施し、１名の志願者があった。17 19

るために入学者選抜方法を多様化す は年度計画なし）
る。

【 】④ 【 】 引き続き、個別学力検査の試験問題について、高校教諭による各教科・科目ご19 19-1
個別学力検査試験問題についての外 （ 年度に実施済みのため、 年度 との検査問題の内容・範囲・難易度等について外部評価を実施し、次年度問題の16 19

部評価を実施する。 は年度計画なし） 作題に反映させた。
【 】⑤ 【 】 岩手県立大学と合同で、７月 日に札幌で入試説明会「岩手大学・岩手県立20 20-1 21
弘前大学 秋田大学及び岩手大学 以 入試説明会「岩手大学・岩手県立大 大学 札幌 」を開催し、約 名の来場者があった。、 （ SHOW in 2007 1,300

下「北東北国立３大学」という ）が 学ショー 札幌」を開催する。。 in
協力して首都圏等で入試説明会を開催
する。
【 】⑥ 【 】 平成 年度は転学部３名、転学科・転課程５名を許可し、退学者・休学者が21 21-1 19
転学科・転課程を可能とし、転学部 （ 年度に実施済みのため、 年度 減少した。17 19

制度を検討する。 は年度計画なし）
２）教育理念等に応じた教育課程を編
成するための具体的方策

【 】① 【 】 全学共通教育については、教育理念と科目区分毎の教育目標を整備し、それぞ22 22-1
教育目標に見合った教育課程と授業 教育目標に見合った教育課程と授業 れの区分毎の教育目標に基づいた授業科目を開講した。専門教育についても、教

科目の内容的な一貫性の実現に努め 科目の内容的な一貫性を持ったカリキ 育理念と教育目標を策定し、学士課程における教育目標と授業内容の一貫性を持
る。 ュラムを策定する。 ったカリキュラムの整備を図った。
【 】② 【 】 全学共通教育として転換教育（基礎ゼミナール）を全学部必修で導入した。ま23 23-1
転換教育、教養教育、基礎教育及び 全学共通教育として転換教育（基礎 た、 科目をさらに増やし、 履修ガイドを作成するとともに、全学共通ESD ESD

専門教育の特質を踏まえて教育課程を ゼミナール）を実施する。また、 教育と専門教育とを関連付ける 副専攻制度の検討を開始した。ESD ESD
有機的に編成する。 を中核にした全学共通教育と専門教育

との有機的連携を視野に入れた履修ガ
イドを策定する。

【 】③ 【 】24 24-1
セメスター制を導入する。 （ 年度に実施済みのため、 年度18 19

は年度計画なし）
【 】④ 【 】 人文社会科学部では、知の総合化を補完する読書・表現・コミュニケーション25 25-1
基礎的な専門教育のカリキュラムを （ 年度に実施済みのため、 年度 教育プログラム（イーハトーブ・ミニマム）の策定、教育学部では、授業検討カ18 19

体系化することにより大学院教育との は年度計画なし） ンファレンス及び模擬授業の実施、工学部では、専門基礎科目と工学基礎科目を
連携も図る。 整理し体系化された統一的なカリキュラムの策定、農学部では、専門基礎科目と

専門科目の体系化を行い、大学院教育との連携を図った。
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３）授業形態、学習指導法等に関する
具体的方策

【 】① 【 】 授業改善・成績評価の基盤であるアイアシスタントを用いて、これに授業記録26 26-1
システムを充実させ教育方法の （ 年度に実施済みのため、 年度 をつけることで、シラバス上の授業計画と実際の授業との比較・検討を恒常的にFD 16 19

継続的改善を図る。 は年度計画なし） 行う日常型 活動をシステム化した。FD
【 】② 【 】 アイアシスタントの活用に係る教員への講習会等を実施した。また、アイアシ27 27-1
履修目的・目標に見合ったシラバス アイアシスタント（ 全学統一拡張 スタントのシラバス登録は、平成 年度の全開講科目数（大学院科目や集中講「 19

を作成する。 シラバス」システム）の入力状 義科目、非常勤講師担当課目等全て含む ） 科目中 科目で、登録率はWeb 4,037 3,399。
況を検証するとともに、同システムの であった。83.5%
効果的な活用について周知徹底する。

【 】③ 【 】 アイアシスタントの本格稼働に伴い、 カードや課題・レポートなどの学習支28 28-1 i
教室外の学習をも重視した学習指導 アイアシスタントの教室外学習機能 援機能を活用し、教室外学習を効果的に行った。

を実施する。 の活用を促進する。
【 】④ 【 】 全学共通教育のオムニバス科目について、コーディネータの役割を明文化した29 29-1
オムニバス方式の学際的な授業科目 オムニバス方式の学際的な授業科目 ガイドラインを作成し、授業担当教員間の密接な連携により授業方法の改善を図

における講義間の密接な連携を図る。 における講義間の密接な連携を図るた った。
め、全学共通教育についての新たなガ
イドラインを作成する。

【 】⑤ 【 】 適正規模のクラス編成となるように教養科目の開講数及び開講曜日を調整し30 30-1
適正規模の講義クラスを実現すると 適正規模のクラス編成を実現し双方 た。また、授業の双方向性を高めるため、レスポンスカードやアイアシスタント

ともに、双方向的な授業を工夫する。 向的な授業を可能にする方策の一つと の カードの利用を促進した。i
、 、して 教養科目の時間数を増やすほか

レスポンスカードやアイアシスタント
の活用を促進する。

【 】⑥ 【 】 を前・後期延べ 名採用した（前年度比 名増 。31 31 TA 734 223 ）
実験・実習・演習等で を積極的 （ 年度に実施済みのため、 年度TA 16 19

に活用する。 は年度計画なし）
４）適切な成績評価等の実施に関する
具体的方策

【 】① 【 】 全学共通教育企画・実施部門の各分科会が策定した教室外学習の評価方法も含32 32-1
大学教育センターを中心に厳格な成 厳格な成績評価のために、全学共通 めた成績評価のガイドラインについて、その有効性に関する検証を行い、概ね有

績評価のための方法及び教室外学習の 教育各分科会が策定した成績評価のガ 効性が確認された。
評価方法を構築する。 イドラインを検証する。
【 】② 【 】 本学の教育理念・目標と全学共通教育及び専門教育の目標との関係を再確認33 33-1
教育目標の徹底とそれに基づいた履 本学の教育理念・目標、全学共通教 し、各授業科目の位置づけを明確にした上で、同一授業科目を複数教員が行う場

修目標による成績評価基準を作成し、 育及び専門教育の目標、各授業科目の 合であっても一定の評価が担保されるなど、教育課程における評価の一貫性を実
成績評価の一貫性を実現する。 位置づけ等について再確認し、更に体 現した。

系的な成績評価基準となるよう、分科
会等の単位で基準の改善に努める。

【 】③ 【 】 大学教育総合センターにおいて、アイアシスタントを利用して、全学共通教育34 34-1
授業科目区分毎の成績評価結果のバ 全学共通教育に係る全ての授業科目 に係る授業科目の「科目別成績評価比較データ」を全教員に配布するとともに、

ランスに配慮した成績評価基準を作成 の成績評価結果を分科会に公表し、そ 全学共通教育の各分科会で成績評価のガイドラインの改善案を策定した。
し、適切かつ有効な成績評価を実施す れを踏まえて分科会単位で成績評価の
る。 改善案を策定する。



- 56 -

岩 手 大 学
【 】④ 【 】 平成 年度は、ピアサポート（学生による学生のための相談体制 、図書館サ35 35-1 19 ）
ボランティア等課外活動の単位化を ボランティア等課外活動を全学共通 ポーターズのボランティア活動に対して、サポート活動時間等の要件を満たした

検討する。 教育課外科目「コミュニティーサポー 名について 「コミュニティサポート実習」の単位を認定した。10 、
ト実習」として単位認定する。

【 】⑤ 【 】 「学生何でも相談室」を継続して開設し相談を受け付けるとともに 「成績評36 36 、
学生からの成績評価に対する苦情・ （ 年度に実施済みのため、 年度 価についての申立書」による受付を新たに設け、掲示等で周知し、学生が気軽に16 19

意見を受ける窓口を整備する。 は年度計画なし） 照会できるシステムを構築した。
［大学院課程］
１）アドミッション・ポリシーに応じ
た入学者選抜を実現するための具体
的方策

【 】① 【 】 引き続き、ホームページ、パンフレットでアドミッション・ポリシーの周知を37 37
広報活動を充実し、各研究科専攻の （ 年度に実施済みのため、 年度 図り、教育研究分野に関する興味や関心を喚起した。16 19

アドミッション・ポリシーの周知に努 は年度計画なし）
め、教育研究分野に関する興味や関心
を喚起する。
【 】② 【 】 外国人留学生の海外出願特別選抜渡日前入学制度を整え、募集を行った。38 38
学部学生、社会人及び留学生を意識 工学研究科博士課程において、渡日

した多様な選抜方法を採用する。 前入試を実施する。
39 39 30 25【 】③ 【 】 工学研究科 農学研究科及び連合農学研究科において 名の志願者があり、 、
可能な研究科では 月入学を行う （ 年度に実施済みのため、 年度 名入学した。10 18 19。

は年度計画なし）
２）教育理念等に応じた教育課程を編
成するための具体的方策

【 】① 【 】 大学院特別演習における授業検討カンファレンスを実施した。40 40-1
地域ニーズ及び最先端科学技術を考 教育学研究科において、院生を含め

慮し、実践的力量及び現代的課題への たカンファレンスを実施し、実践的力
対応力の強化並びにグローバル化の視 量及び現代的課題への対応力の向上を
点の修得を実現できる教育内容とす 図る。
る。
【 】② 【 】 高度な専門職業人を目指す高度専門教育重点科目（開講科目数３４科目）と、41 41-1
高度な専門職業人又は研究者を目指 農学研究科において、高度専門教 研究者を目指す研究教育重点科目（開講科目数６０科目）の２つのカリキュラム

せるようなカリキュラムを工夫する。 育重点プログラムと研究教育重点プロ を実施した。
グラムによって、高度な専門職業人又
は研究者を目指す２つのカリキュラム
を実施する。

【 】③ 【 】 社会人対象の１年制コースを実施した。他の研究科では社会人学生のために、42 42-1
社会人及び留学生のための特別履修 人文社会科学研究科において、社会 教育方法の特例により、夜間等の特別な時間帯又は夏期休業等の特別な時期に履

コースを工夫する。 人対象の１年制コースを実施するとと 修できることを募集要項に明示した。
もに、他の可能な研究科においても社
会人入学に配慮した受け入れシステム
を構築する。

【 】④ 【 】 時代の要請を踏まえ教育組織の再編計画を作成し、平成 年度概算要求に向43 43-1 21
博士課程にあっては時代の要請にあ 工学研究科において、時代の要請に けて文部科学省協議を行った。

った講座再編を行う。 あった教育組織の再編計画を作成す
る。
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３）授業形態、学習指導法に関する具
体的方策

【 】① 【 】 更なる大学院教育の実質化を図るために、学生の教育方法をゼミナール制から44 44-1
指導教員と国内外の関係機関の研究 連合農学研究科において、学生の教 単位制へ移行した。また、カナダの大学教員を招聘し、大学連携の在り方を協議

者との連携を強化するとともに、 育方法をゼミナール制から単位制へ移 し、カナダ・サスカチュワン大学と合同講義の開講を含む学術交流協定を締結しRA
を積極的に活用する。 行し、大学院教育の実質化を図る。 た。
【 】② 【 】 （独）東北農業研究センターとの連携分野の拡大を図り、同機関を受入先とし45 45-1
連携大学院を拡充し、地域との連携 連合農学研究科において、授業科目 て研究インターンシップを実施した。

を推進する。 として研究インターンシップを行う。
【 】③ 【 】 連合農学研究科構成大学に遠隔教育システム（ＴＶ会議システム）を導入し、46 46-1
他大学の学生及び教員と交流を図 連合農学研究科において、遠隔教育 他大学の教員による「科学英語」等の教育や代議員会の開催等に活用した。

り、遠隔教育等の体制を整備する。 システムを導入し、教育方法の改善を
図る。

【 】④ 【 】 引き続き、全国の連合農学研究科の合同ゼミナールや第二指導教員の指導を受47 47-1
連合大学院においては、学生の大学 （ 年度に実施済みのため、 年度 けるための交通費等の支援を継続した。18 19

間派遣や全国的規模でのゼミナールを は年度計画なし）
推進する。
４）適切な成績評価等の実施に関する
具体的方策

【 】① 【 】 履修基準、履修方法及び授業科目の概要等を記載した平成 年度用簡易シラ48 48-1 19
多様な評価方法（学会発表も対象と 履修目的・目標を示した簡易なシラ バス（ 履修案内 ）及び成績判定基準を含む「アイアシスタント」を作成し、「 」

する ）を取り入れるとともに、成績 バスを冊子として作成するとともに、 公表した。。
判定基準を明確にし、シラバス等に公 アイアシスタントで成績判定基準を含

、 。表する。 む包括的シラバスを作成し 公表する
【 】② 【 】 引き続き、各研究科で公開発表会を実施し、図書館で閲覧できるようにした。49 49-1
修士論文の発表を一般公開とする。 （ 年度に実施済みのため、 年度16 19

は年度計画なし）
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

①教育目標の実現を図るために必要な教育体制及び教育支援体制を整備する。中
②学士課程教育の企画・実施体制、評価・改善の機能及び教育方法・内容の研究機能を整備する。

１）教職員の配置に関する基本方針期
①教員配置に関しては、大学院（修士課程）を中心とした運営へ移行し、学士教育は全学協力体制で対応する。
②事務職員等配置に関しては、教育研究への技術的支援の強化、学生へのサービスの向上及び業務の効率化のため一層の組織化を図る。目

２）教育環境の整備に関する基本方針
講義室をはじめ周囲のキャンパス環境整備を進める。特に、少人数教育、メディア教育等に適した施設設備を計画的に整備する。標

３）教育の質の改善のためのシステムに関する基本方針
教員の教育活動について適切な評価方法を検討し、評価結果を教育の質の向上に結び付けるシステムを整備する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【 】 教養教育と共通基礎教育の全教員担当体制を、平成 年度完全実施した。ま(３)教育の実施体制等に関する目標を 50-1 19
教養教育と共通基礎教育は全学共通 た、専門基礎教育の充実に向けて、数学、物理、化学、生物の各科目別懇談会を達成するための措置

【 】① 教育として全教員担当体制の下に実施 開催し、当該学部と担当教員の間で協議し、教育目的と内容方法の意思統一を図50
教養教育と共通基礎教育は全学共通 し、専門基礎教育と専門教育は各学部 った。

教育として全教員担当体制の下に実施 の責任の下に実施する。
し、専門基礎教育と専門教育は各学部
開設科目で実施する。

「 」 「 」【 】② 【 】 平成 年度に大学教育総合センター 就職支援部門 を キャリア支援部門51 51-1 20
大学教育センターに教職員を配置 （ 年度に実施済みのため、 年度 に組織換えを行うことを決定した。18 19

し、全学共通教育企画・実施部門、教 は年度計画なし）
育評価・改善部門及び専門教育関係連
絡調整部門を設ける。
１）適切な教職員の配置等に関する具
体的方策

【 】① 【 】 教員組織を学部・研究科の枠組みを超えた全学教員所属組織「学系」に組織換52 52-1
学士課程と大学院課程における教育 学部及び大学院の教育機能の向上の えした。これにより、 件の教員選考審査への参画（延べ 名 、６研究プロ21 38 ）

機能の向上のため、修士課程を基軸と ため 教員組織を全学教員所属組織 学 ジェクト形成など、学部・研究科の教育研究機能の充実を図った。、 「
した教員運用のシステムを構築する。 系」に組織換えする。

【 】② 【 】 大学管理教員枠を用いて評価室、外国人教員、教員養成機構、知的財産本部事53 53-1
教員の配置については、全学的視点 大学管理教員枠を用いて、学長主導 業及び農学部附属寒冷バイオフロンティア研究センターに教員定数を配置した。

で行う。 の下に全学課題に係る教員配置を行
う。

【 】③ 【 】 工学系技術室を再編し、新たに情報技術室を設置し、教育支援体制業務の効率54 54-1
技術支援組織を全学一本化し、及び （ 年度に実施済みのため、 年度 化を図った。18 19

事務職員を集約して業務の効率化を図 は年度計画なし）
る。
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２）教育に必要な設備、図書館、情報
ネットワーク等の活用・整備の具体
的方策

【 】① 【 】 共用教育研究棟の共通スペースを活用し教室を整備した。また、工学部におい55 55-1
少人数教育用の演習室等を整備す 共通スペースを活用して少人数教育 て平成 年度にリフレッシュルーム・自習室を増設することとした。20

る。 のための演習室等を整備する。
【 】② 【 】 教育学部研究年報及び教育学部附属教育実践総合センター紀要等を 化し、56 56-1 pdf
情報メディアセンターの部門間の連 本学の教育、研究及び社会貢献に関 岩手大学リポジトリとして公開した。

携を強化し、本学の教育、研究及び社 する学術情報の流通基盤と発信機能の
会貢献に関する学術情報の流通基盤と 整備を図るため、学術機関リポジトリ
発信機能の整備を図る。 としての取組みを推進する。
【 】③ 【 】 図書館内にコースリザーブ図書を集中配架し、アイアシスタントからの検索を57 57-1
図書館を講義と一体的に利用できる 大学教育総合センターと図書館が連 可能とし、学生の利便性を高めた。

ようコースリザーブ的サービスの電子 携し、アイアシスタント上でコースリ
化を進める。 ザーブの指定や、指定された参考図書

を容易に検索できる環境を整備する。
【 】④ 【 】 総合研究棟（農学系）の改修に伴い、メディア教育用機器の更新を行った。58 58-1
メディア教育用機器の整備を行う。 （ 年度に実施済みのため、 年度17 19

は年度計画なし）
【 】⑤ 【 】 システムを備えたマルチメディア教室１室を整備し、 学習環境の充59 59-1 CALL IT
自主学習のための施設設備の整備や システムを備えたマルチメデ 実を図った。 システムは、講義外の時間にも利用可能とし、自主学習に大CALL CALL
学習環境を整備する。 ィア教室を整備し、 学習環境の充 いに活用されている。また、平成 年度以降についても、マルメディア教室２IT IT 20

実を図る。 室を増設し、更なる充実を図ることとした。
【 】⑥ 【 】60 60-1
遠隔授業、単位互換等に資するため （ 年度に実施済みのため、 年度17 19

ネットワークの充実を図る。 は年度計画なし）
【 】⑦ 【 】 ミュージアムで破砕転圧工法、 の展示を液晶モニターで解説できるよう61 61-1 BSE
ミュージアム部門においては、資料 （ 年度に実施済みのため、 年度 にしたり、博物館にふさわしい照明に改善した。また 「岩手の里地に生きる昆16 19 、

の収集・整理・展示を充実し、教育活 は年度計画なし） 虫たち」の企画展等を開催した。
動への活用を図る。
３）教育活動の評価及び評価結果を質
の改善につなげるための具体的方策

【 】① 【 】 大学教育総合センターにおいて、学生による授業アンケートを引き続き実施す62 62-1
教育活動の評価基準、評価方法及び 教育活動の評価の指針の一つとし るとともに、 活動に関する中期的な「岩手大学 プラン」を策定した。FD FD

評価結果の改善策の検討は、大学教育 て、学生によるアンケートを引き続き
センターが中心になって行う。 実施するとともに、授業改善のための

活動に関する計画を策定する。FD
【 】② 【 】 引き続き、保護者や一般市民を対象にした授業公開の際に、学生による授業評63 63-1
学生による授業評価結果の上位者の （ 年度に実施済みのため、 年度 価の高い講義を教員にも公開し、授業の改善につなげた。16 19

公開講義を行い、授業の改善につなげ は年度計画なし）
る。
４）教材、学習指導法等に関する研究
開発及びＦＤに関する具体的方策

【 】 【 】 大学教育総合センターにおいて、大学院教育も視野に入れた 活動に関する64 64-1 FD
大学教育センターの教育改善・評価 大学院教育に係る プログラムを 中期的な「岩手大学 プラン」を策定した。FD FD

部門が中心となり 活動をはじめ 開発する。、 、FD
教材、学習指導法等に関する研究開発
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を進める。
５）他大学との共同教育、学内共同教
育等に関する具体的方策

【 】① 【 】 岩手医科大学から岩手大学及び岩手県立大学に配信された遠隔講義の支援を岩65 65-1
盛岡大学 岩手県立大学 岩手大学 いわて５大学（盛岡大学、岩手県立 手大学が行った。また、秋田大学と岩手大学との間で、テレビ会議を用いた遠隔、 、 、

岩手医科大学及び富士大学（以下「い 大学、岩手大学、岩手医科大学及び富 講義の実証実験を実施し、質の高い遠隔講義を実施するために必要となる事項を
わて５大学」という ）並びに北東北 士大学）並びに北東北国立３大学にお 明らかにした。。
国立３大学による単位互換制度を充実 けるネットワーク設備や遠隔教育に携
するとともに、ネットワークを利用し わる技術的な問題について、実証的な
た遠隔教育による質の向上を図る。 調査を行う。

「 」 、 、【 】② 【 】 これからの健康科学 において 農学部の教員も授業を担当することとなり66 66-1
総合科目を中心とした学内共同教育 学内共同教育を促進するために 岩 学部横断的な開講形態となった。、「

を積極的に進める。 手大学ミュージアム学 「岩手大学」、
論」に加えて、オムニバス形式の授業
科目に学部横断的な授業担当者の配置
を進める。

６）学部・研究科等の教育実施体制等
に関する特記事項

【 】① 【 】67 67-1
法科大学院、福祉システム工学専攻 （ 年度は年度計画なし）19

（博士後期課程）の設置等、高度専門
職業人の養成を推進するための教育実
施体制の整備に努める。
【 】② 【 】 卒後教育の一環として、部門間研修会を２回実施した。また、 を基軸68 68-1 HACCP
東北地域の特色を生かした国際水準 （ 年度に実施済みのため、 年度 とする獣医学教育のプログラムを展開した。18 19

規模の獣医学教育の体制を整備する。 は年度計画なし）
【 】③ 【 】 人文社会科学研究科において、臨床心理士受験資格の第１種格上げに向けて、69 69-1
「臨床心理士養成に関わる指定大学 臨床心理士受験資格について、第２ 「こころの相談センター」の設備の充実を図った。

院」としての機能の充実を図る。 種から第１種への格上げに向けて相談
室等の拡充を図る。

【 】④ 【 】 平成 年度の学部・大学院改組に合わせ、実践的指導力の充実・育成を目指70 70-1 21
教員養成・研修機能のパワーアップ 教員養成及び現職教員の研修機能の したカリキュラムを策定した。また 「実践的指導力の育成をめざす教員養成改、

のために、教員養成のための新たなカ 充実のために、新たなカリキュラムを 革プロジェクト」運営協議会に、岩手県教育委員会及び岩手県立総合教育センタ
リキュラムの実現、及び岩手県教育委 策定するとともに、岩手県教育委員会 ーから委員として参加を得て、実践的指導力の育成について協議した。
員会等との連携の基に教育学研究科を 等との連携を更に強化する。 教員研修センター「平成 年度教員研修モデルカリキュラムの開発プログラ20
中心とした現職教員研修機能の強化を ム」に申請し採択された。
図る。
【 】⑤ 【 】 引き続き、社会体験学習（インターンシップ）の受入について、東北の大学で71 71-1
各種関連試験場や研究所との連携を （ 年度に実施済みのため、 年度 唯一受入を行っている岩手大学地域連携推進センターで実践教育を推進した。16 19

通して実践教育の充実を推進する。 は年度計画なし）
【 】⑥ 【 】 平成 年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムとして 「いわて72 72-1 19 、
寒冷地におけるフィールドを活用し 社会人を対象としたスキルアッププ アグリフロンティアスクール」が採択され開校した。コース修了者には 「アグ、

て、応用的・実践的研究に基づいた公 ログラムを拡充し、地域貢献のために リ管理士」資格の付与制度を作り資格を授与した。
開講座等により地域貢献を図る。 パワーアップ事業を行う。



- 61 -

岩 手 大 学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

個性化・多様化に対応したきめ細かな指導・支援体制を整備する。中
１）学生の学習支援に関する基本方針
①学内施設を開放するなどして、主体的に学習できる学習環境及び多様な学習機会を提供できる体制を整備する。期
②自主的な活動を支援し、課外活動等を適切に評価できる仕組みを整備する。

２）学生の生活支援に関する基本方針目
①学生が安全かつ快適に生活できる学習環境を整備する。
②就職や進学に関する相談・支援体制を整備する。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【 】 保健管理センターカウンセラーと担任教員の連絡会を開催し、情報の共有を図(４)学生への支援に関する目標を達成 73-1
保健管理センターカウンセラーと担 った。また、ピア・サポート（学生による学生のための相談体制）の充実を図っするための措置

73 19 25 SOS【 】① 任教員の連絡会、ピア・サポート体制 た 名から 名に増員 履修相談時間の増など 新たに がんちゃん。（ 、 ）。 、「
修学 生活 就職等全般にわたって の充実及び がんちゃん カード カード」を新入生全員に配布した。、 、 、 「 」SOS

教員、カウンセラー及び専門職員によ の新入生への配布を行う。
73-2 20る学生支援体制を整備する。 【 】 内科 心療内科 または精神科医師の採用に向け公募し 内科医の採用 平成（ ） 、 （
精神疾患の予防、医療相談への対応 年 月）を決定した。12

等の充実を図るため、精神科医師の平
成 年度からの雇用に向けて公募・20
人選を行う。

【 】② 【 】 サークルリーダー（１回目）及び卒業・修了予定者（２回目）を対象に、学長74 74-1
学長と学生の懇談会を定期的に開催 学長と学生の懇談会を年２回以上継 との懇談会を開催し意見を募集した。

する。 続して開催するとともに、対象学生や
懇談テーマについて、学生から意見を
募集する。

【 】③ 【 】 学生指導の充実及び休退学者への対応の統一化を図るため、既存の「クラス担75 75-1
不登校学生等の相談・支援体制を整 学生指導のために活用している「ク 任教員による学生指導のためのガイドライン」の内容を大幅に見直して「クラス

備する。 ラス担任教員による学生指導のための 担任教員ハンドブック」を作成し、全教員に配布した。
ガイドライン」の内容を見直し 「ク、
ラス担任教員ハンドブック（仮称 」）

、 。として改訂し 学生指導の充実を図る
【 】 アンケート集計結果を分析し、保健管理センター教員と担任教員の連絡会等で75-2

年度実施の学生の休退学や不登 情報提供した。また、大学教育総合センターで休・退学学生へのアンケートを継18
校に関するアンケート集計結果を分析 続的に実施するとともに、各学部で具体的な削減対策として、クラスミーティン
し、休退学や不登校の削減対策を検討 グの実施、学生と学部長の懇談会の実施、学生指導チェックリストに基づく指導
する。 の強化、クラス担任を中心としての随時相談、個別面談などを行った。
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１）学習相談・助言・支援の組織的対
応に関する具体的方策

【 】① 【 】 システムを備えたマルチメディア教室を設置し、授業以外の時間は学生76 76-1 CALL
教室を開放するとともに、図書 マルチメディア教室を整備し、学生 に開放して自主学習の支援を行った。IT

館、自習室等を整備し、自主学習を支 に開放することで自主学習の支援を行
援する。 う。
【 】② 【 】 募集要項にテーマ例を記載するとともに、入学段階から意識を高めるため、平77 77-1

びぎんプロジェクト（学生の びぎんプロジェクト応募拡大 成 年度プロジェクトの中から２件を新入生オリエンテーションで実践発表さLet's Let's 18
創造的グループ活動）の推進を図る。 のために、募集要項に具体的事例を盛 せた。その結果、前年度より多い応募があり、そのうち１年生からの応募も２件

り込むとともに、入学式後のオリエン あった。
テーションにおいて実践事例を学生か
ら直接発表させ、入学段階から意識を
高める取組みを推進する。

【 】③ 【 】 アイアシスタントを活用したオフィスアワー登録と学生への周知を徹底した。78 78-1
オフィスアワーの導入、チュートリ アイアシスタントを活用したオフィス また、現役高校教員との連携に基づくチュートリアル教育を通年開講とし充実を

アル教育の充実及び ・ の利活 アワー登録を徹底し、学生への周知を 図った。TA RA
用を図る。 図る。また、現役高校教員との連携に

基づくチュートリアル教育の更なる充
実を実現する。

【 】④ 【 】 前年度に引き続き、嘱託職員を３名委嘱し、体制を維持した。79 79-1
退職した教職員による学習、生活相 （ 年度に実施済みのため、 年度17 19

談等の支援体制を整備する。 は年度計画なし）
２）生活相談・就職支援等に関する具
体的方策

【 】① 【 】 学生のボランティア活動のピアサポート及び図書館サポーターズの活動につい80 80-1
課外活動、インターンシップ、ボラ インターンシップやボランティア活 て、サポート活動時間等の要件を満たした場合 「コミュニティサポート実習」、

。 、 、ンティア活動等を奨励する。 動を奨励するためこれらの活動の単位 の単位を認定することとした また 図書館サポーターズのスキルアップのため
化を図る。また、学生による先進大学 岩手県立図書館等での研修を実施した。
への視察を実施し、具体的方策の改善
を図る。

【 】② 【 】 保健管理センター「健康クラブ」では新たにリラックスマッサージ教室を開設81 81-1
保健管理センターと医療機関との連 （ 年度に実施済みのため、 年度 し、ストレス解消の機会を提供した。更に 「太極拳教室」では学生や地域住民16 19 、

携を強化し、積極的な心身の健康づく は年度計画なし） が指導者として参加する機会を設けた。
り、疾病やけがの応急処置等の支援体
制の充実を図るとともに、様々な健康
講座を開催し、健康的な生活習慣を学
ぶ機会を提供する。
【 】③ 【 】 企業合同説明会の回数を年１回から３回に、各種就職ガイダンスについても年82 82-1
企業の合同セミナー及び就職説明会 企業合同説明会の回数を増やすとと 回から 回に充実を図った。また、オープンキャンパスでの受験生への説明40 72

を充実する。 もに、受験生や新入生並びにその保護 会や、新入生及び保護者対象の就職説明会を実施するとともに、専任の「キャリ
者を対象とした就職説明会を実施す ア・アドバイザー」の配置による各種相談スポットの充実を図った。
る。
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３）経済的支援に関する具体的方策

【 】① 【 】 検定料・入学料・授業料は現状の水準（標準額）を維持した。83 83-1
検定料・入学料・授業料は現状の水 （ 年度に実施済みのため、 年度16 19

準（標準額）を維持する。 は年度計画なし）
【 】② 【 】 従前の授業料減免制度を保持するとともに、社会人入学者を対象とした「学び84 84-1
入学料・授業料減免制度を保持す 従前の授業料減免制度を保持すると 直し」支援のため、新たな授業料減免措置を行った。また、新潟県中越沖地震で

る。 ともに、新たに社会人経験を有し、か 被災した学生を対象に後期授業料免除特別措置を行った。
つ、経済的に就学困難な学生を対象と
した「学び直し」の支援のための授業
料減免措置を行う。

【 】③ 【 】 学生組織共同体の活動充実のため、手狭となった学生議会室を共用教育研究棟85 85-1
課外活動支援体制を充実 後援団体 （ 年度に実施済みのため、 年度 に確保した。また、学外者による監督・コーチ等の在り方を検討するための調査（ 、 17 19

支援基金等の創設）する。 は年度計画なし） を行った。
【 】④ 【 】 上田寮改修ワーキンググループを設置し、寮生との意見交換や他大学の視察を86 86-1
高松地区に引き続き上田地区の学生 （ 年度に実施済みのため、 年度 行い、借入金による学寮改修計画案の検討を行った。16 19

寮の整備を推進するよう努める。 は年度計画なし）
４）社会人・留学生等に対する配慮

【 】① 【 】 遠隔地連携システムのマニュアルを作成し発行した。また、社会人の多様87 87-1 IT
社会人の多様な学習スタイルに適合 社会人の多様な学習スタイルに適合 な学習スタイルに適合する学習環境を提供するため、学外からもアクセス可能な

する学習環境（例えば、ネットワーク する学習環境を整備するため、情報メ 教育用ネットワークシステムを新たに開発し、その運用を開始した。
を利用しての遠隔教育）を整備する。 ディアセンターが技術部等と協力しな

がら支援要員の充実を図るとともに、
熟練者以外の職員でも支援が可能とな
るよう「マニュアル」を作成する。

【 】② 【 】 チューターの効果的な配置について検討を行い、ボランティアチューターとの88 88-1
チュータ制を充実し相談体制を整備 （ 年度に実施済みのため、 年度 併用による新制度を平成 年度より導入することとした。16 19 20

するとともに、留学生後援会を充実し は年度計画なし）
生活面の支援等を行う。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

①教育活動の基盤となる自主・自立型研究の推進を図る。中
②産学官民の連携を強化し、共同研究を推進するとともに、地域貢献を目指す受託・請負型研究及び共同研究を通じて研究成果の社会還元を図る。期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【 】 岩手大学など県内研究機関と金融機関との連携により、シーズとニーズのマッ２ 研究に関する目標を達成するため 89-1
（ 年度に実施済みのため、 年度 チングを図る「いわて産学連携推進協議会（リエゾン－Ｉ 」を新たに岩手医科の措置 16 19 ）

【 】 は年度計画なし） 大学を加えて拡充するとともに 「リエゾン－Ｉマッチングフェア」を開催し、89 、
地域の研究拠点として科学・文化の 研究シーズの普及を図った。また、社会貢献が岩手大学の大きな責務であること

、 、 。継承・発展に寄与する研究活動に取り を 教授会・研究科教授会等において 構成員に機会ある毎に周知徹底を図った
、 、組み その成果に基づいた社会貢献は

本学の大きな責務であることを構成員
に周知徹底する。
(１)研究水準及び研究の成果等に関す
る目標を達成するための措置

１）目指すべき研究の方向性
【 】① 【 】 北東北国立３大学連携推進プロジェクト新規課題４件を立ち上げた。また、岩90 90-1
自主・自律型研究に加えて、受託・ 大学間でのプロジェクト研究、他大 手県立大学及び神戸大学との共同研究を各１件立ち上げた。また、 シーズ発JST

請負型研究は期間を限った研究とし、 学の研究者との共同研究を行うなど、 掘試験に 件採択され、更に、文部科学省都市エリア事業、科学技術振興調整16
特に競争的外部研究費を投入した学学 学学連携や産学連携に発展する可能性 費、経済産業省地域資源活用型研究開発事業等に採択され、研究シーズの発掘に
連携や産学連携によるプロジェクト型 のある研究シーズを発掘する。 努めた。
研究を行う。
【 】② 【 】 将来性のある若手研究者及び萌芽的研究に対して、学長裁量経費により財政支91 91-1
基礎研究に配慮しつつ、若手研究者 学長裁量経費による支援体制を継続 援を行った （前年度比 千円１件当の増額）。 84 /

及び萌芽的研究への財政的支援体制を し、若手研究者及び萌芽的研究へ財政
整備する。 支援（増額）を行う。
２）大学として重点的に取り組む領域
【 】 【 】 グローバル への申請を目指し、フロンティア材料機能工学専攻の教員を92 92 COE
これまでの学内研究や共同研究の実 「機能材料 「環境」をキーワー 中心に 「機能材料 「環境」をキーワードに「ソフトパスエンジニアに関する」、 、 」、

施状況、地域社会・地域産業の期待等 ドとして設置したフロンティア材料機 拠点創成」について検討しプロジェクトを編成した。
COEを考慮し 当面 環境 生命 機 能工学専攻を中心にグローバル、 、「 」、「 」、「

能材料」等をキーワードとする人文・ を視野に入れた拠点形成について検討
社会・自然の諸科学による研究を重点 する。
的に行う。
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３）成果の社会への還元に関する具体
的方策
93 93-1 MIU MIU【 】① 【 】 盛岡市産学官連携研究センター コラボ の指定管理者として コラボ（ ） 、
地域連携推進センターのリエゾン、 盛岡市産学官連携研究センター（仮 入居者のニーズを把握し、地域企業及び教員との連携を進めるため、インキュベ

インキュベーション等の機能を強化す 称）の供用開始に伴うリエゾン、イン ーションマネージャーが随時ヒアリングを行い、リエゾン、インキュベーション
る。 キュベーション等の機能を強化する。 等の機能を強化した。

、 、【 】 研究協力課の産学官連携・地域連携機能をコラボ に集約させ リエゾン93-2 MIU
事務部門の研究協力機能を地域連携 コーディネーター等との連携を密にし、学内外に対するワンストップサービスの

推進センターに集約することにより、 強化を図った。
リエゾン、コーディネーター等との連
携を密にし、学内外に対するワンスト
ップサービスを強化する。
【 】 農学部地域連携室を設置し、地域連携推進センターと連携を図りながら、研究93-3
農学関係のリエゾン活動の強化を図 シーズの調査・発信を進め、学部教育システムや研究成果を活用した食品産業ク

るため、農学部地域連携推進室を設置 ラスター等の構築を図り、地域の産業振興に貢献した。
し、地域連携推進センターと連携して
取り組む。

【 】② 【 】 地域連携推進センターが 「 法人学生ビジニティいわて（ 」と連携し94 94-1 NPO SBI、 ）
岩手ネットワークシステムと協力 法人学生ビジニティいわて て、コラボ 入居企業の各種パンフレットやホームページの作成支援を行っ「 」NPO MIU

し、ベンチャー支援事業を立ち上げ、 と連携して、ビジネスプラン発表会を た。また、大学生とコラボ 入居企業や大学発ベンチャー等との出会いの場MIU
研究成果を社会に還元する。 開催し その事業化を支援する また を提供するため、地元企業との交流サロンを開催した。、 。 、

ベンチャー企業への中長期・実践型イ
ンターンシップを促進し、起業家人材
の育成及びベンチャー企業への人材面
の支援等を実施する。

【 】③ 【 】 リエゾン－Ｉ（いわて産学連携推進協議会）マッチングフェアのため全学から95 95-1
研究成果集のデータベースを作成 リエゾン－Ｉ（いわて産学連携推進 集めた理工農系シーズを 「リエゾン－Ｉ研究シーズ集 」として発行し、自、 2007

。 、 、し、ホームページへの掲載により研究 協議会）マッチングフェアのため全学 治体及び企業等へ配布した また 地域連携推進センターホームページで公開し
成果の普及を図る。 から集めた理工農系シーズを、地域連 科学技術振興機構（ ）にも登録した。更に、新たな技術シーズを掲載するe-seeds

携推進センターホームページ及び科学 データベースとして 「特許流通データベース 、科学技術振興機構「 」に、 」 J-store
技術振興機構（ ）に公開すると 掲載した。e-seeds
ともに、新たに野村證券イノベーショ
ンクラブ等のデータベースへの登録を
行う。

４）研究の水準・成果の検証に関する
具体的方策

【 】① 【 】 中期目標期間評価の一環として、教員の発表論文数、発明届出件数、競争的外96 96-1
教員の発表論文数、発明届出件数、 （ 年度に実施済みのため、 年度 部研究費等の研究活動の取りまとめを行い、研究の水準成果の検証を行った。18 19

競争的外部研究費等により研究活動の は年度計画なし）
検証を行う。
【 】② 【 】 岩手大学リポジトリホームページに 「岩手大学の優れた研究業績」のぺージ97 97-1 、
国際的サイテーションの頻度等を、 リポジトリサーバーに、優れた学術 を設け、公開した。

分野の特徴に配慮してまとめ、学内外 研究成果・活動をまとめた総合的な学
に対して公表する。 術評価の紹介ぺージを設ける。
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【 】③ 【 】 （財）日本経済研究所が、知的財産本部整備事業の「 世紀型産学官連携手98 98-1 21
本学の知的資産を社会的効果の側面 本学の知的資産について、他の教育 法の構築に係るモデルプログラムの委託研究」として、岩手大学をモデルとして

から検証する。 機関や自治体等との共同研究への活用 分析した「産学官連携の経済効果について」の調査に協力し、地域に対する経済
状況など、社会的効果の側面から検証 効果を検証した。
する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
② 研究実績体制等の整備に関する目標

①社会的ニーズに対応できるよう教員組織の弾力化・柔軟化を図る。中
②戦略的研究資金の配分に努める。期
③教育研究の知的資源の全学的な組織的活用を展開する。目
④教員の研究専念制度を設け、研究活動の活性化を図る。標
⑤研究に必要な施設設備の整備を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

(２)研究実施体制等の整備に関する目
標を達成するための措置

１）適切な研究者等の配置に関する具
体的方策

【 】① 【 】 教員組織を学部・研究科の枠組みを超えた全学教員所属組織「学系」に組織換99 99-1
学長の下に一定の教員枠を確保し、 学部及び大学院の教育機能の向上を えした。これにより、学部及び大学院の教育研究機能の向上を図った。新しい研

新しい研究組織を構築する。 図るため、教員組織を全学教員所属組 究組織として、平成 年度大学院改組において、工学研究科コミュニケーショ21
織「学系」に組織換えする。 ンデザイン専攻の新設を計画した。

【 】② 【 】 ポスドク 名を研究員として採用した。100 100-1 24
ポストドクトラル制度の活用を促進 （ 年度に実施済みのため、 年度18 19

する。 は年度計画なし）
【 】③ 【 】 外部資金担当室が、地域連携推進センターと連携して全学的な研究グループの101 101-1
全学的な研究グループの形成に努め 外部資金の拡大を図るため、外部資 形成を行い （独）科学技術振興機構（ ）が実施する重点領域研究開発推進、 JST

る。 金担当室が中心となって全学的なグル プログラム（シーズ発掘試験）に 件提案し 件が採択された 。86 16 。
ープを形成する。

２）研究資金の配分システムに関する
具体的方策

【 】 【 】 学長裁量経費により 「学系プロジェクト 「サバティカル制度（旅費 、卒102 102-1 、 」、 ）」
学長主導の下に計画的・戦略的な経 学長裁量経費（増額）により、教育 論・修論テーマを地域から募集する「地域課題解決プログラム」等の重要施策に

営方針（特定の研究分野を定める等） ・研究・学生支援等の重要施策に対し 対する重点的な予算配分を行った。
を策定し、重点的に予算を配分する。 重点的な予算配分を行う。
３）研究に必要な施設設備等の活用・
整備に関する具体的方策

【 】 【 】 総合研究棟（農学系）の改修において、全学共通スペースを確保し整備した。103 103-1
教育研究及び大学間連携や産学連携 総合研究棟（農学系）の改修及び盛 また、コラボ の新営に伴い、地域連携推進センターの研究施設改修及び周MIU

によるプロジェクト型受託・請負型研 岡市産学官連携研究センター（仮称） 辺駐車場の整備などを行った。
究のための施設設備の活用・整備は、 の新営に際しては、全学的な視点から
戦略的・重点的に行う。 整備を進める。

【 】 地域との連携による研究開発機能を強化するため、北上市、奥州市及び花巻市103-2
地域との連携による研究開発機能を と連携して設置した「金型技術研究センター 「鋳造技術研究センター」及び」、

強化するため、北上市、奥州市及び花 「複合デバイス技術研究センター」を「融合化ものづくり研究センター （時限」
巻市と設置した「金型技術研究センタ 年）として発展的に統合・整備した。10
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ー 「鋳造技術研究センター」及び」、
「複合デバイス技術研究センター」を
「融合化ものづくり研究開発センター
（仮称 」として発展的に統合・整備）
する。

４）知的財産の創出、取得、管理及び
活用に関する具体的方策

【 】① 【 】 恒常的な知的財産マネジメント体制の構築に向けて、大学管理教員枠を活用し104 104-1
地域連携推進センターが中心となっ 知的財産マネジメント体制を恒常的 地域連携推進センター知的財産移転部門に専任教員として教授１名の採用を決定

て知的財産の創出、取得、管理及び活 な組織に整備するため見直しを行う。 した。
用を図る。
【 】② 【 】 リエゾン－Ｉが主催して 大学のシーズと企業のニーズをマッチングさせる リ105 105-1 、 「
民間企業等への技術移転契約件数の 魅力ある知財創出を研究者自ら行え エゾン－Ｉマッチングフェア」及び と共催で「岩手大学新技術説明会」をJST

増加を図る。 るように、研究分野毎の知財セミナー 開催するなど、民間企業等への技術移転の機会を推進する取り組みを行った。更
や特許セミナーを開催し、パテントマ に 「食」や「ものづくり」分野に関する知的財産セミナー及び農学・工学分野、
ッピングの手法も取り入れた情報を提 に関する特許セミナーを開催した。
供する。また、重複研究、市場ニーズ
等に関する情報を研究者に提供するこ
とで、民間企業等への技術移転の機会
を促進する。

５）研究活動の評価及び評価結果を質
の向上につなげるための具体的方策

【 】① 【 】 教員評価は、教員評価指針に基づき、２年に１度、過去２年分について行うこ106 106-1
研究における評価は、著書、論文、 （ 年度に実施済みのため、 年度 ととしており、平成 ・ 年度の実績を平成 年度に評価を行うこととしてい18 19 18 19 20

。 、「 」 、 、 、 、 、サイテーション数、特許、外部研究費 は年度計画なし） る その際 研究 に係る評価は 著書 論文 インパクトファクター 特許
等に関する実績等で行う。 外部研究費に関する実績等で行うことを決定した。

【 】② 【 】 前年度に引き続き「 世紀 プログラム」に 万円を、 の地域研107 107-1 21 COE 6,520 JST
研究活動の評価が優れている分野の （ 年度に実施済みのため、 年度 究開発資源活用促進プログラム事業に、地域負担金（設備費、材料費、人件費、18 19

支援体制を強化する。 は年度計画なし） 旅費等）として 万円を支援した。4,200

【 】③ 【 】 平成 年度に制定した「岩手大学サバティカル研修に関する要項」の実施の108 108-1 18
「 」 、若手教員の積極的な研修の機会を増 教育研究活動が優秀な教員を対象と ための具体的手続きを定めた サバティカル研修に関する申し合わせ を策定し

やすとともに、学内サバティカル制度 した全学的なサバティカル制度を導入 平成 年度以降実施のためのルールを確立した。なお、平成 年度においては20 19
を設け、①における上位評価者につい する。 ２名、平成 年度においては４名の実施を決定した。20
ては、教育活動の評価結果を考慮し、
優先してサバティカルを与える。
【 】④ 【 】 「岩手大学における研究者行動規範」及び「国立大学法人岩手大学における研109 109-1
研究活動における倫理規定の整備と 知的財産ポリシーに加え研究活動に 究活動に係る不正行為の防止等に関する規則」を定め公表した。

公表を行う。 おける倫理規定を整備し公表する。

【 】⑤ 【 】 科学研究費補助金申請状況の指摘について、副学長（外部資金担当）及び外部110 110-1
自己評価・評価結果に基づき、研究 大学評価・学位授与機構の平成 資金担当室において申請奨励に努め、申請率の向上を図った。18

活動の質の向上・改善を図るととも 年度大学機関別認証評価の結果を検証
に、定期的な外部評価を実施する。 し、必要な改善を図る。
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６）学部・研究科等の研究実施体制等
に関する特記事項

【 】① 【 】 今日的教育課題に対処するため「岩手の教員に望まれる資質」シンポジウム、111 111-1
地域に密着した今日的教育課題に関 （ 年度に実施済みのため、 年度 特別支援教育フォーラム 「学力・学習力を育む授業と評価を考える」教育講演16 19 、

わる研究を推進するため、教育学部附 は年度計画なし） 会などを開催した。
属教育実践総合センターを強化し、教
育学部・附属学校共同研究会及び岩手
県教育研究ネットワークとの連携を深
める。
【 】② 【 】 北東北国立３大学連携推進プロジェクトとして「青森・岩手県境及び秋田県能112 112-1
岩手・青森両県にまたがる廃棄物不 （ 年度に実施済みのため、 年度 代地区不法産業廃棄物の処理とリサイクルに関する研究」を継続して実施した。16 19

法投棄サイトの環境修復・再生事業等 は年度計画なし）
の地域課題を研究する。
【 】③ 【 】 金型・鋳造・デバイスの融合を図り、機能材料の研究を更に推進するため、既113 113-1
重点研究領域「機能材料」の具体化 金型・鋳造・デバイスの融合を図 設の３センターを発展的に統合した「融合化ものづくり研究センター」を設置し

として「表面界面工学分野」及び「材 り、機能材料の研究を更に推進するた た。
料制御分野」の研究を推進する。 め、既設の３センターを発展的に統合

した「融合化ものづくり研究開発セン
ター（仮称 」を設置する。）

【 】④ 【 】 平成 年度社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラムで採択された い114 114-1 19 「
自治体との連携による地域農林業の 体系的な実践教育プログラム「農業 わてアグリフロンティアスクール」を開設し、岩手大学における研究成果を普及

活性化、寒冷バイオシステム機構の解 者ビジネスカレッジ の実績を踏まえ することにより、地域農林業の活性化を図った。併せて、履修証明制度の制度化」 、
明と寒冷遺伝子資源の活用、さらに、 社会人対象の実践的教育プログラム履 を図った。
畜産物の生産・安全性と人獣共通感染 修者に対する履修証明の制度化を図
症に関する研究を推進する。 る。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
① 社会との連携、国際交流等に関する目標

①教育・研究面での社会貢献を推進するとともに、地方公共団体等における政策決定等に積極的に参画する。中
②産学官民連携、地域の公私立大学等との連携及び高大連携を推進する。期
③国際交流の目標・基本方針を定める。目
④北東北国立３大学間の連携を強化する。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

３ その他の目標を達成するための措
置

(１)社会との連携、国際交流等に関す
る目標を達成するための措置

１）地域社会等との連携・協力、社会
サービス等に係る具体的方策

【 】① 【 】 公開説明会の実施時期を６月から８月に変更するとともに、名称を「オープン115 115-1
16 2,547図書館等の施設も含めたオープンキ 県内高等学校の要望を受けて、公開 キャンパス と変更した ６月に実施していた過去の参加者は 平成 年度」 。 、

17 2,870 18 3,475 19 4,946ャンパスの内容を充実する。 説明会の実施時期を見直し８月に実施 名 平成 年度 名 平成 年度 名であったが 平成 年度は、 、 、
するとともに、名称を「オープンキャ 名となり、見直しの成果が顕著に表れた。
ンパス」と変更する。

【 】② 【 】 ㈱ジェイティビー（ ）との共同事業「 年度岩手大学シニアサマーカレ116 116-1 JTB 2007
地域や社会のニーズにマッチした公 旅行会社と連携して岩手県の特色を ッジ」を、 の都府県から延べ 名の参加を得て実施した。また、地域の児童22 68

開講座、公開シンポジウム及び出張・ 生かした滞在型地域学習講座を企画す 等を対象とした運動能力向上セミナーの開催や、地域のラグビー指導者を対象と
出前講義等の質の向上を図る。 る。また、地域のスポーツ少年団等の した「スポーツクリニック」などを開催した。

競技力向上等のための講習会を行う。
【 】③ 【 】 人文社会科学研究科では、社会人を対象とした１年制コースカリキュラムを設117 117-1
大学院における社会人再教育（リカ 社会人にとって魅力あるカリキュラ 置した。工学研究科では、社会人再教育のための金型、鋳造、デバイスの短期コ

レント教育）にも重点を置いたカリキ ムや受講しやすい時間割上の工夫をす ースの開講（岩手マイスター）や、地域の環境や安全を支えるエコリーダー、防
ュラムを工夫する。 るなど、社会人の再教育（リカレント 災リーダーを養成するプログラムを開講した。

教育）にも配慮したカリキュラムの改
善に努める。

【 】④ 【 】 高大連携事業に関する協定に基づき、黒沢尻工業高校の専攻科生に対して工学118 118-1
高大連携事業の一環として高校生を 高大連携事業に関する協定に基づき 部の授業を聴講させた（前後期各５科目、各 名聴講 。12 ）

受け入れるための授業科目を開設す 工業高校の専攻科生に対して工学部の
る。 授業を聴講させる。
【 】⑤ 【 】 地域産学官の新たな組織となる「いわて未来づくり機構」の設立に向けて、岩119 119-1
大学による地域貢献の実施体制の強 岩手県や県内経済団体等との連携に 手県知事、いわて経済同友会代表幹事、岩手大学長の３者の呼びかけにより、県

20化を図るため 「地域連携推進協議会 より、新たな地域の産学官の組織化を 内の産学官を代表する有識者７名によるラウンドテーブルで協議を行い 平成、 、
（仮称 」を新たに設立する。 図る。 年４月設立を決定した。）
【 】⑥ 【 】120 120-1
友好協力協定市を中心にサテライト （ 年度に実施済みのため、 年度18 19

キャンパスの設置を推進する。 は年度計画なし）
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【 】⑦ 【 】 国や県、市町村など、公的機関の委員会・審議会等の委員に積極的に参画し、121 121-1
地域の公的機関の委員会・審議会等 （ 年度に実施済みのため、 年度 平成 年度の行政・教育機関への兼業人数は延べ 人となっている。16 19 19 420

の委員に教員を積極的に参画させる。 は年度計画なし）
２）産学官連携の推進に関する具体的
方策

【 】① 【 】 引き続き （財）岩手生物工学センター （独）農業・食品産業技術総合研究122 122-1 、 、
民間企業及び地域研究機関等との共 各研究機関からの客員教授等の受け 機構、地方独立行政法人岩手県工業技術センターから客員教授を、また、県内５

同研究及び人的交流を推進する。 入れ、県内自治体からの職員の受け入 自治体から共同研究員５名を受け入れた。
れに加えて、大型プロジェクトでは企
業からの研究員も受け入れ、地元企業
との共同研究及び人的交流を促進す
る。

【 】② 【 】 岩手ネットワークシステムと連携し、岩手大学スポーツユニオンが岩手県から123 123-1
岩手ネットワークシステム、岩手農 岩手ネットワークシステム等と連携 「総合型スポーツクラブ創設支援事業」を受託し、総合型スポーツクラブの創設

林研究協議会、岩手県教育研究ネット し、地域住民が主体となって創る総合 に係る指導や助言を行うなど必要な支援を行った。また （財）岩手県体育協会、
ワーク等との連携による研究会活動を 型地域スポーツクラブの育成を支援す から「いわてスーパーキッズ発掘・育成関連事業」を受託し、運動能力の測定・
強化する。 る。また、地域の子どもや高齢者の体 分析及びトレーニングアドバイス等の取り組みを進めた。

力向上のためのシステムの構築につい
て検討する。

【 】③ 【 】 地域連携推進センター貸し実験室を整備し、主に、プロジェクト型研究（酸化124 124-1
民間企業との共同研究と競争的研究 民間企業との連携による「地域研究 亜鉛産業クラスター形成事業、リモートセンシング応用研究開発事業、都市エリ

21開発資金による研究を中心に地域連携 開発資源活用プログラム事業」や「酸 ア産学官連携促進事業（発展型 、経済産業省地域資源活用型研究開発事業、）
推進センターの研究室の活用を図る。 化亜鉛産業クラスター形成事業」等の 世紀 等）の研究スペースとして貸し出し、その研究活動を支援した。またCOE

研究促進のため、地域連携推進センタ コラボ の完成により、盛岡市から岩手大学が指定管理者として管理・運営MIU
ー研究室の活用を図る。また 「盛岡 を委託され、大学発ベンチャー企業及び岩手大学教員と共同研究する企業を対象、
市産学官連携研究センター（仮称 」 に、研究開発室を貸し出し、施設の効率的な活用を図った。）
と地域連携推進センターとの機能分担
等についての調整を進め、施設のより
効率的な活用を図る。

125 125-1 11【 】④ 【 】 卒論・修論テーマを地域から募集する 地域課題解決プログラム を募集し「 」 、
地域社会から卒論・修論のテーマを 地域が抱える様々な問題の解決と学 件のテーマを採択し実施した。なお、３月に公開成果発表会を開催した。

募集する。 生の地域への関心を高めることを目的
に、地域社会から卒論・修論のテーマ

「 」を募集する 地域課題解決プログラム
を実施する。

３）地域の公私立大学等との連携・支
援に関する具体的方策

【 】 【 】 地域のための知的財産本部機能として、岩手医科大学知的財産本部の業務支援126 126-1
いわて５大学学長会議が実施してい 岩手医科大学知的財産本部 平成 （ライセンス契約締結、発明相談、利益相反マネジメント、共同研究契約締結等（ 19

るシンポジウム開催、図書館相互利用 年度立ち上げ）を同大学から受け入れ の支援）を実施した。
及び単位互換を促進する。 ている共同研究員を通じて支援する。
４）留学生交流その他諸外国の大学等
との教育研究上の交流及び国際貢献
に関する具体的方策

【 】① 【 】127 127-1
外国の大学・研究機関との連携・交 （ 年度に実施済みのため、 年度16 19

流、留学生の受入、本学在学生の外国 は年度計画なし）
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の大学への派遣、国際性を重視した教
育及び地域社会の国際化に貢献等の基
本計画を策定する。
【 】② 【 】 「国際交流科目」を学内横断的な協力体制によるカリキュラム編成とし、現在128 128-1
学士課程、大学院課程とも、外国の 外国大学との単位互換を促進する単 ある「短期推進プログラム」を単位認定制度として整備した。また、単位互換制

大学との単位互換を促進するためのカ 位認定制度を定め実施する。 度により、モナッシュ大学で研修を行った 名の単位を認定した。更に、３年13
リキュラムの整備を進める。 前期又は後期から交換留学する学生について、４年次開始時の卒業論文着手条件

についての特例を設けた。
【 】③ 【 】 国際交流協定大学との交換留学を推進するため、新たに「海外留学支援」事業129 129-1
国際交流協定大学との交換留学を促 （ 年度に実施済みのため、 年度 による支援金制度を制定した。17 19

進する。 は年度計画なし）
【 】④ 【 】 の （地域間交流支援事業）の一環として、大連理工大学及び大連130 130-1 JETRO RIT
共同研究及び国際貢献事業に重点を 中国大連理工大学内に設置した「大 地域企業を訪問し交流を行ったほか、鋳造分野の産学官のメンバーを大連市に派

置いた、中国清華大学との （大 連理工大学－岩手大学国際連携・技術 遣し、岩手大学の鋳造技術を中国企業に技術移転する契約と、奥州市の企業と中UURR
学・大学と地域・地域）連携事業及び 移転センター」を拠点に両大学の研究 国企業との相互友好協定を締結した。
中国北京大学との西部大開発事業など 交流や技術移転を活発化する。
の国際交流を推進する。
【 】⑤ 【 】 人文社会科学部でフランスボルドー第３大学から２名の留学生を受け入れた。131 131-1
高等教育を通じて国際貢献に寄与す （ 年度に実施済みのため、 年度 また、教育学部でホンジュラスから１名の留学生を受け入れるとともに、イタリ18 19

るため アジア・アフリカはもとより は年度計画なし） アのカッラーラアカデミア、中国山東工芸美術学院と学生交流協定を締結した。、 、
広く世界から留学生を受け入れる。 更に、連合農学研究科でカナダ・サスカチュワン大学と教育、研究、技術移転の

全般にわたる連携を推進するため、交流協定を締結した。
５）国際性を重視した教育を行う具体
的方策

【 】① 【 】 外国語８単位を集中的に１年次で履修することとした。また、外国人留学生と132 132-1
「 」 「 」外国語教育を発展させ多文化共生教 国際性を重視した教育の一環とし 日本人学生の共修科目として 多文化コミュニケーション 及び 日本語事情 A

育の比重を高める。 て、外国語教育の改善を図るカリキュ を開講した。
ラムを実施する。また、外国人留学生
と日本人学生の共修科目「多文化コミ
ュニケーション」を開設する。

【 】② 【 】 ４単位が上限であった「英語」を、最大８単位まで履修可能とした。また、シ133 133-1
英語による授業科目を増加するな 全ての授業科目名に英文表記を付け ラバスにおいて、すべての科目名に英語名を表記した。更に、連合農学研究科に

ど、カリキュラムを国際化する。 る。また、国際交流科目の他にも英語 おいては 「科学英語」を新たに開講した。、
による授業科目を増やす。

【 】③ 【 】 コンピュータによる「日本語学習システム」のバージョンアップを図った。134 134-1
外国人留学生に対しては、多様なレ （ 年度に実施済みのため、 年度17 19

ベルと需要に応えられる日本語教育を は年度計画なし）
充実する。
６）地域社会の国際化に貢献する具体
的方策

【 】① 【 】 岩手大学、岩手県立大学、 盛岡事務所、岩手県 国際課等 機関135 135-1 JETRO NPO 10
地方自治体やボランティア団体との 岩手県留学生推進協議会のネットワ の構成による「岩手県外国人留学生就職支援協議会」を設置し、外国人留学生の

連携を強化し、情報収集・提供が行え ーク、 盛岡事務所及び岩手県 就職支援を中心とした貢献事業の体制を整備し活動した。JETRO
る体制を整備する。 国際課との連携により、外国人NPO

留学生の就職支援を中心とした国際貢
献のための事業を推進する体制を整備
する。
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【 】② 【 】136 136-1
留学生を地域の小・中学校等に派遣 （ 年度に実施済みのため、 年度16 19

し国際理解教育に貢献する。 は年度計画なし）
【 】③ 【 】 日本語学習支援者の人材バンク登録事業、研修・交流事業等の積極的な取組を137 137-1
地域在住の外国人に対する日本語教 国際交流センターが中心となって、 行うため 「いわて多文化の子どもの学習支援連絡協議会」を岩手大学が呼びか、

育の事業化を進める。 教育委員会、国際交流協会、民間団体 け人となり、教育委員会、国際交流協会、民間団体と連携して設置し、継続的な
及び教育学部と連携し、日本語学習支 事業実施体制を構築し、マニュアルの作成等事業を開始した。
援ネットワークを組織化し、日本語学
習支援者の人材バンク登録事業、研修
・交流事業等の積極的な取組みを推進
する。

７）北東北国立３大学との連携推進に
かかる措置

【 】 【 】 秋田大学において連携推進協議会を開催し、平成 ・ 年度の実績報告書作138 138-1 17 18
「北東北国立３大学連携推進会議」 「北東北国立３大学連携推進会議」 成及び北東北に係る研究プロジェクトの活動方針等について協議した。また、弘

において、連携強化の具体的方策等に において、再編・統合に関する検討結 前大学において３大学学長による連携推進協議会を開催し、協議会報告書及び平
ついて検討し、３大学間の強い連携を 果を踏まえ、３大学間の強い連携を推 成 年度連携研究プロジェクト等について協議した。20
進めるとともに、再編・統合に関する 進するとともに、連携強化の具体的方
検討結果をまとめる。 策をさらに継続して実施する。

【 】 引き続き「北東北国立３大学連携推進プロジェクト」を実施するとともに、北138-2
平成 年度に創設した「北東北国 東北３大学が連携して取り組んだ、共同研究プロジェクトの第１回成果発表会を17

立３大学連携推進研究プロジェクト」 弘前大学で開催した。
を継続実施し、３大学の相互の発展を
期し、それぞれの特徴が十分発揮でき
る共同研究の活性化を推進する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
② 附属学校に関する目標

①大学・学部（大学院を含む）の教育研究目標に適合した学校運営を推進する。中
②地域連携と国際化を視野に入れた学校運営を推進する。期

目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪ
中期計画 平成 年度計画 ｲﾄ19

状況 平成 年度までの実施状況 平成 ～ 年度の実施予定19 20 21

（平成 ～ 年度の実施状況概略）(２)附属学校に関する目標を達成する 16 18
Ⅳ ・ 「教育学部と附属学校との有機的 「インクルージョン・プラ １ための措置

な一体化 「四つの附属学校間の有機 ン」に基づき、学部教員・保１）大学・学部（大学院を含む）との 」
的な一体化 「教育学部・附属学校と 護者・地域と連携しながら、連携・協力の強化に関する具体的方 」
地域社会との有機的な連携」を柱と 教育・交流活動を推進する。策

【 】① したインクルージョン・プランの実139
「インクルージョン・プラン（教育 行計画を作成し、学部・附属学校共

学部・附属学校・地域社会・保護者の 同研究などの事業を実施した。
連携プラン 」の具体的活動計画を作 ・ 平成 年度には、インクルージョ） 18
成し、実施する。 ン・プランの内容の一部を改正した

冊子を作成し、学部・附属学校の全
教員に周知した。

・ ４校園 連絡協議会を結成し、PTA
PTA学長・理事・学部長と附属学校

との懇談会を開催した。
（平成 年度の進捗状況）19

【 】 【 】139-1 139-1
（ 年度に実施済みのため、 年度 ・ 「子どもの安全に関する情報の効16 19
は年度計画なし） 果的な共有システムに関する調査研

究」等の各種プロジェクトに取り組
んだ。

・ 学部と附属学校の教員相互での授
業交流等を行った。

【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）140 16 18
「地域連携特別委員会」を組織し、 Ⅲ ・ 地域連携特別委員会 を設置し 引き続き 「地域連携特別 １「 」 、 、

地域貢献のための活動を推進する。 教員研修、学生派遣、生涯学習支援 委員会」の下に、地域の学校
事業等の地域連携事業を行った。 や社会に対する貢献活動を推

・ 養護学校（現 特別支援学校）に 進する。
特別支援教育センターを、幼稚園に
地域幼児教育センターをそれぞれ開
設した。
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【 】 （平成 年度の進捗状況）140-1 19
（ 年度に実施済みのため、 年度 【 】16 19 140-1
は年度計画なし） ・ 委員会に附属学校代表委員を参画

させ、市内の学習会や公開研究会等
に講師・司会者として派遣し、地域
貢献活動を推進した。

【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）141 16 18
教育学部・附属学校共同研究会の組 Ⅲ ・ 「学部・附属学校共同研究会」の 学部・附属学校共同研究会 １

織の充実と活動の活性化を図る。 あり方についてのアンケート調査を において、学部教員の教育に
反映し、学部・附属学校共同研究会 関する研究に協力する。

、 。を再編し 研究会の活性化を図った
（平成 年度の進捗状況）19

【 】 【 】141-1 141-1
（ 年度に実施済みのため、 年度 ・ 学部教員が附属小学校の共同研究16 19
は年度計画なし） 者として参画し授業研究会を実施し

た。
・ 学校公開研究会で学部教員が助言
指導やポスター発表会を行った。

【 】④ （平成 ～ 年度の実施状況概略）142 16 18
附属学校の年間教育計画を教育学部 Ⅳ ・ 年度末に、学部と附属学校の合同 引き続き、教育実習日程及 １

と連携して作成する。 委員会により次年度の教育実習の日 び附属学校の年間教育計画
程を決定し、それに合わせて附属学 を、学部と附属学校が連携し
校の次年度の年間教育計画を作成し て作成する。
た。

（平成 年度の進捗状況）19
【 】 【 】142-1 142-1
（ 年度に実施済みのため、 年度 ・ 引き続き、年度末に合同委員会を16 19
は年度計画なし） 開催して次年度の教育実習日程を決

定し、それに合わせて附属学校の年
間教育計画を作成した。

・ 教員養成プロジェクトとして附属
小学校でインターンシップを実施し
た。

・ 附属小学校の「総合的な学習 、」
附属中学校の「選択教科」で学部教
員による授業の実施、附属幼稚園長
による年長組親子への活動指導等を
行った。
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【 】⑤ （平成 ～ 年度の実施状況概略）143 16 18
４年一貫教育実習システムの充実と Ⅲ ・ ６年一貫教育実習システムの一環 ６年一貫教育実習システム １

強化及び６年一貫教育実習システムの として、大学院生の附属学校長期イ の試行として、大学院生の附
構築を図る。 ンターンシップを受け入れることを 属学校における長期インター

決定した。 ンシップを行う。
・ 「実践的指導力の育成をめざす教

」員養成改革プロジェクト推進委員会
を設置し、附属学校教員も加わって
検討を進めるとともに、授業実施後
のカンファレンス及び第１回カンフ
ァレンス研究会に参加した。

（平成 年度の進捗状況）19
【 】 【 】143-1 143-1
「実習システム検討特別委員会」及 ・ 平成 年度学部・大学院改組に合21

び「実践的指導力の育成をめざす教員 わせ、４年一環教育実習システムの
養成改革プロジェクト」において、学 充実及び６年一環教育実習システム
部・大学院を見据えた４年一貫教育実 の構築を盛り込んだカリキュラム改
習システムの充実及び６年一貫教育実 革案を策定した。
習システムを構築する。 ・ 附属小学校に院生を長期派遣し、

研究授業及び授業検討カンファレン
スを実施した。

【 】⑥ （平成 ～ 年度の実施状況概略）144 16 18
教育学部・附属学校双方の教育実践 Ⅳ ・ 「学部・附属学校共同研究会」の 学部・附属学校の教員及び １

交流の強化を図る。 充実、附属学校の学校公開への学部 学生による教育実践交流を行
教員の積極的参加、附属学校教員に う。
よる学部講義の担当の強化などを図
った。

・ 附属中学校のスキー実習を大学の
授業の一環として位置付け、附属学
校教員とともに学部教員・学生が指
導に当たった 。。

（平成 年度の進捗状況）19
【 】 【 】144-1 144-1
附属学校の児童生徒を対象に、大学 ・ 学部教員が附属学校でスクール・

教員が附属学校において実践授業を行 カウンセラーとして定期的に活動す
う。また、大学院生、学部生と共に大 るとともに、総合的な学習などの実
学施設等において、スポーツ活動の実 践授業を行った。
践を始めとする指導を行う。 ・ 大学院生、学部学生が、大学グラ

ウンドでの陸上指導や、小学校吹奏
楽部への指導を行った。
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（平成 ～ 年度の実施状況概略）２）学校運営の改善に関する具体的方 16 18

Ⅳ ・ 隣接学校と附属小学校が共同で交 引き続き、附属学校と地域 １策
【 】① 通安全指導を行った。 学校の教員が連携して、教育145
地域学校と連携した教育研究活動を ・ 盛岡市教育委員会の要請を受け附 研究活動を行う。

推進する。 属幼稚園、小・中学校のクラス規模
の縮小に関する検討をまとめ概算要
求した。

・ 附属小学校児童の地域子ども会加
入を義務づけ、地域学校の児童との
交流を深めた。

・ 附属幼稚園・小学校では、地域学
（ ）、校への影響を考慮して 要望に応え

入試の時期を１ヶ月早めた。
・ 附属特別支援学校では 「盛岡市特、
別支援教育事業巡回相談」の支援と
して、市内の小・中学校の教育相談
を実施した。

（平成 年度の進捗状況）19
【 】 【 】145-1 145-1
（ 年度に実施済みのため、 年度 ・ 県内教育事務所管内の小学校研究16 19
は年度計画なし） 主任研修会で校内研究の進め方につ

いて講義した。
・ 市内小・中学校の学校公開研究会
に全教員が参加し、司会者として派
遣した。

・ 附属小・中学校に、副校長・主幹
教諭を平成 年４月１日に配置する20

、 。ことを決定し 就業規則に明示した
【 】② （平成 ～ 年度の実施状況概略）146 16 18
外国の学校との提携協力関係を構築 Ⅳ ・ 中国北京大学附属小学校、清華大 引き続き、中国北京大学附 １

し、国際理解教育を推進する。 学附属小学校との間で、教員相互の 属小学校との相互交流を深め
研修派遣及び児童作品の交流等を行 る。
った。

（平成 年度の進捗状況）19
【 】 【 】146-1 146-1
（ 年度に実施済みのため、 年度 ・ 附属幼稚園でカナダ在住の５歳児16 19
は年度計画なし） の体験入学を受け入れた。

・ 附属小学校では、中国北京大学附
属小学校を訪問した。また、アーラ
ム大学から授業見学を受け入れた。

・ 附属中学校では外国人による講演
を開催し国際性の向上を図った。ま
た、アメリカ在住の日本人子女を体
験入学生として受け入れた。
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【 】③ （平成 ～ 年度の実施状況概略）147 16 18
附属学校教員の研修の機会を拡大す Ⅲ ・ １０年研修、現職教員研修等への 引き続き、附属学校教員の １

る。 参加、海外研修への派遣、教育学研 研修機会の確保に努める。
究科への科目等履修等への参加によ
り研修の拡大を図るとともに、附属
学校教員の大学院進学おける措置に
ついて、教育学部で検討することと
した。

（平成 年度の進捗状況）19
【 】 【 】147-1 147-1
附属学校教員の研修時間を確保する ・ 附属中学校では、全国８箇所の附

ため、学生ボランティアを派遣する。 属学校の研究発表会に９名が参加し
これにより、ア．教職経験者 年研 た。10

、 、修を始めとする学部実施の講座や研修 ・ 附属幼稚園では 東北附連研究会
会への参加、イ．教育学研究科の科目 国公立幼稚園協議会研究大会にそれ
等履修を促す。 ぞれ７名が参加した。

・ 附属特別支援学校では、教育実習
経験者が学生ボランティアとして授
業に参画することにより、筑波大学
附属特別支援学校の公開講座及び公
開研究会に参加できた。

・ 教育学部主催の教職経験 年研修10
、 。に１名 教員研修会に９名参加した

ウェイト小計 ９



- 79 -

岩 手 大 学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

○教育研究等の質の向上の状況 ○ 学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状
況

１．教育方法等の改善 ・学部、大学院とも成績評価に「秀」を追加し 「秀 「優 「良 「可」、 」 」 」
○ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 「不可」の５段階とした。
・ 教室外の学習も重視した学習指導」及び「授業の進行に応じた学習速度 ・アイアシスタントのシラバス機能に、すべての授業科目について詳細「
を把握できるシステム」の実現を目的に、学生の自主的な学習支援を可能 な成績評価基準を明記し、単位の実質化を踏まえたキャップ制のもと
にする「アイアシスタント」システムを本格稼働させるとともに、教員は で、半期 単位に履修を制限し、授業の進行に応じて学生の学習到達24
担当授業科目の成績評価基準等をより具体的にアイアシスタント上に明示 度を把握できる学習支援機能を実装した。
した。

・教養教育充実の一環として、転換教育科目「基礎ゼミナール」を平成 ○ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況19
年度から全学部の必修科目として実施し、基礎ゼミナール研究会編『大学 ・大学教育総合センターでは、学生による授業アンケートを継続して実
における「学び」のはじめ』をテキストとして使用した。 精神を授 施するとともに、企業及び卒業生からの意見を聴取するための全学統ESD
業に織り込むために、 推進委員会により教員及び学生向けパンフレ 一フォーマットのコア部分を決定した。ESD
ット『 履修ガイド』を作成した。 ・地元定着のための産学官連携キャリア支援として、岩手大学と岩手県ESD

・全学共通教育実施体制の見直しとして、全学共通教育の 分科会からな 立大学、岩手県、岩手経済同友会との間で 「岩手県雇用促進産学官連11 、
る新体制を整備し、教養教育と共通基礎教育の全教員担当体制を完全実施 携協議会」を設立し、地場産業の魅力を伝え、社会人基礎力を養成す
した。 る「地場産業・企業論」を平成 年度から開講することを決定した。20

・国際的コミュニケーション教育充実のため、学士課程入学者全員を対象に ・平成 年度に転学部３名、転学科・転課程５名を許可した。19
を実施し、新入生の英語力の起点を確認するとともに習熟Pre-TOEFL-ITP

度 ２．学生支援の充実別クラス編成を行った。
３年次以上を対象とした「高年次課題科目」を教養科目群に位置付けて ○ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のた・
制度化し４科目設定した。その中から 「男女共同参画の実践を学ぶ」及 めの組織的取組状況、
び「高年次課題科目特別講義Ⅰ」を開講した。 ・ システムを備えたマルチメディア教室を設置し、授業以外の時CALL

・全学共通教育のオムニバス科目について、授業担当教員間の連携により綿 間は学生に開放して自主学習の支援を行った。
密なものとするため、コーディネータの役割を明記したガイドラインを策 ・ピアサポーター（学生による学生のための相談体制）については、ピ
定した。 アサポート体制を 名から 名に増員し、安定したローテーション16 25

SOSを組み相談時間を増やすなど 充実を図った また がんちゃん、 。 、「
○ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況 カード」を作成し新入生全員に配布した。
・学部及び大学院の教育研究機能の向上のため、教員組織を全学一元的な教 ・学生指導の充実及び休退学者への対応の統一化などを図るため、既存
員所属組織「学系」に組織換えした。 の「クラス担任教員による学生指導のためのガイドライン」の内容を

・教育学部では、教員養成カリキュラム充実の一環として、教員養成新科目 大幅に見直して「クラス担任教員ハンドブック」を作成し全教員に配
「小規模学校教育論」及び「特別支援教育」新設し 「教職実践演習」導 付した。また、学生指導担当教職員研修会において「休・退学者の減、
入に備えて「模擬授業・カンファレンス」を実施した。 少に向けて」をテーマにワークショップを実施した。

・連合農学研究科において大学院教育の実質化を図るため、学生の教育方法 ・ びぎんプロジェクト（学生の創造的グループ活動）の平成 年Let's 18
をゼミナール制から単位制へ移行した。農学研究科では、カリキュラムの 度採択の中から２件を新入生オリエンテーションで実践発表させ、入
見直しを行い 「高度専門教育重点科目」と「研究教育重点科目」を実施 学時から意識の高揚に努めた。、

、 、 、した。人文社会科学研究科（修士課程）において、社会人対象の１年制コ ・従前の授業料減免制度を保持するとともに 社会人経験を有し かつ
ースを設置した。 経済的に就学困難な学生を対象とした「学び直し」支援のための、新

・農学部の教育課程を、従来の３学科体制から、教育の目的と内容に明確な たな授業料減免措置を行った。また、新潟県中越沖地震により被災の
特徴を持つ５教育課程に再編した。 学生を対象に後期授業料免除において特別措置を講じた。

・現役高校教員との連携に基づくチュートリアル教育を通年開講とし充
実を図った。
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○ キャリア教育、就職支援の充実のための組織的取組状況 ・ 岩手大学サバティカル研修に関する要項」を踏まえて運用のための申「
・企業合同説明会の開催形態を充実させるとともに、留学生と企業の橋渡し し合わせを策定し、２名の研修実施を決定した。
をする「岩手県外国人留学生就職支援協議会」設立を支援した。 ・本学の学術情報の流通基礎と発信機能の整備を図るため 「岩手大学リ、

ポジトリ」を作成しホームページ上で公開した。
○ 課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況 ・岩手大学における研究者行動規範及び国立大学法人岩手大学における
・学生ボランティア組織「ピアサポート 「図書館サポーターズ」の活動に 研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則を制定し、公表した。」
ついて、要件を満たした場合 「コミュニティーサポート実習」の単位を、
認定した。 ４．社会連携・地域貢献、国際交流等の推進

○ 大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との
３．研究活動の推進 連携、地域活性化・地域貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織
○ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況 的取組状況
・引き続き、学長のリーダーシップの下に、特定の研究分野として 世紀 ・文部科学省「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」の採21

プログラム「熱－生命システム相関学拠点創成」に対して重点配分 択により「いわてアグリフロンティアスクール」及び「地域を支えるCOE
を行った。 エコリーダー・防災リーダー育成プログラム」が実施され、科学技術

・教員の所属組織「学系」の研究グループの形成を推進するためのプロジェ 振興調整費「地域再生人材創出拠点の形成」の採択により「 世紀型21
クト経費を措置した。 ものづくり人材岩手マイスター育成」が実施された。

・学系プロジェクト経費のほか サバティカル経費 優秀授業教員支援経費 ・地域連携推進センター生涯学習部門を中心に岩手大学のスポーツ関連、 、 、
地域課題プログラム経費及び研究環境整備費を設け、重点配分の拡充を行 の知的資産を結集した連合組織「スポーツユニオン」が、岩手県体育
った。 協会からの受託事業の一環として「いわてスーパーキッズ発掘育成事

業スペシャルスクール」を本学会場で開催し、運営に協力した。
○ 若手教員、女性教員等に対する支援のための組織的取組状況 ・学生の積極的な地域社会への参画を促すために、地域社会の抱える様
・学長裁量経費から将来性のある萌芽的研究に対して経費配分した。 々な問題を学生の卒論・修論のテーマとして研究する地域課題解決プ
・平成 年度に 助教 の職務を検討し講義資格基準を策定するとともに ログラムを実施した。18 19「 」 、
年度には講義を担当する者に対して「助教講義担当手当」を支給した。 ・岩手県教育委員会と共催で平泉文化フォーラムを開催し、平泉の文化

遺産の世界遺産登録への取組を支援した。
○ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況
・学部及び大学院の教育機能の向上を図るため 教員組織を全学教員所属 学 ○ 産学官連携、知的財産戦略のための体制の整備・推進状況、 「
系」に組織換えした。 ・岩手県 経済同友会と岩手大学とで地域の産学官の新たな連携組織 い、 「

・平成 年度に北上市に設置した金型技術研究センターサテライトに続き わて未来づくり機構」の構想を発表し、平成 年 月の設立を決定し15 20 4、
年度に奥州市に鋳造技術研究センターサテライト、 年度に花巻市に た。17 18

複合デバイス技術センターサテライトの設置を行った。また、これら３セ
ンターを束ね 「融合化ものづくり研究センター」として発展的に統合を ○ 国際交流、国際貢献の推進のための組織的取組状況、
図った。 ・ 大連理工大学－岩手大学国際連携・技術移転センター」を核とする「

「 国際共同交流事業」が（独）日本貿易振興機構の「地域間交UURR
○ 研究支援体制の充実のための組織的取組状況 流支援事業」に採択された。
・大学と共同研究を行う企業や大学発ベンチャーの拠点として盛岡市産学官 ・岩手県教育委員会・岩手県国際交流協会・民間団体との連携により い「
連携研究センター（コラボ ）が新営され、本学が同センターの指定 わて多文化の子どもの学習支援連絡協議会」を設置し、日本語学習支MIU
管理者として管理に当たった。 援ネットワーク組織を強化した。

・コラボ に研究協力課の産学官連携・地域連携機能を集約させ、地域 ・教育学部においては、３年前期または後期から交換留学する学生につMIU
連携推進センターのリエゾン担当教員、文部科学省産学官連携コーディネ いて、４年次開始時の卒業論文着手条件についての特例を設けた。
ーター、インキュベーションマネージャー（盛岡市派遣）及び地域連携推 ・国際交流協定大学との交換留学を推進するため、新たに「海外留学支
進協力員（盛岡市派遣）等と連携を図る、学内外に対するワンストップサ 援」事業による支援制度を制定した。

JETRO NPO 10ービスの強化を図った。 ・岩手大学 岩手県立大学 盛岡事務所 岩手県 国際課等、 、 、
機関の構成による「岩手県外国人留学生就職支援協会」を設置し、外
国人留学生の就職支援を中心とした体制の整備を図った。



- 81 -

岩 手 大 学

○ 附属学校の機能の充実についての状況 ・附属小学校が隣接公立学校（城南小学校など）と共同した 活動をPTA
・教育学部の教員を附属学校共同研究者として委嘱し、授業研究会（社会・ 平成 年度実施した。18
図工・特別活動）を実施した。

・教育学部の教員が附属学校においてスクール・カウンセラーとして定期的 【平成 事業年度】19
に活動した。 ・インクルージョン・プランの具体的な活動として 「子どもの安全に関、

する情報の効果的な共有システムに関する調査研究 （文部科学省 、」 ）
５．その他 「絵本を活用した国際理解教育教材開発研究 （国際交流基金日米セン」
○ 以上の事項に関する他大学等との連携・協力についての状況 ター 「実践的指導力の育成を目指す教員養成改革プロジェクト （岩）、 」
・北東北国立３大学間で単位互換を継続実施するとともに、北東北国立３大 手大学部局戦略経費）などのプロジェクトに、附属学校教員も加わっ
学連携推進プロジェクトを新たに４件立ち上げた。 て積極的に取り組んだ。

・いわて５大学が連携を強化し地域の中核を担う人材育成を目指す「いわて ・附属小学校が隣接公立学校（城南小学校など）と共同した交通安全指
高等教育コンソーシアム：イーハトーブキャンパス」を設立し 「平成 導を実施した。、 20
年度戦略的大学連携支援事業」に取り組むことを決定した。 ・附属学校教員による学部授業の一部担当、学部授業における附属学校

・ものづくり人材育成のために岩手県立黒沢尻工業高等学校と覚え書きを締 での演習や保育参観、学部学生によるクラブ活動指導などの日常的相
結し、専攻科の生徒に対して工学部の授業を聴講させた。 互交流を行った。

・一関工業高等専門学校、八戸工業高等専門学校と岩手大学工学部の３校で ・教育学部教員が小学校の総合的な学習の時間で一部授業を担当し、併
協定を取り交わし、広範な地域貢献を展開するとともに協定記念フォーラ せて岩手大学４学部教員有志が中学校の選択教科で一部授業を実施し
ムを開催した。 た。また、附属中学校のスキー実習に学部教員・学生が参加し、附属

学校教員とともに指導に当たった。
○附属学校について ・学校不適応児童生徒への支援のため、学部教員がスクール・カウンセ
【平成 ～ 事業年度】 ラーとして教育相談を定期的に実施した。16 18

・附属養護学校に ・ 児等に関する相談事業として特別支援教育セ ・附属中学校公開教育研究発表会に幼・小の教員が参加し研究協議を行LD ADHD
ンター「心と発達の相談室」を、附属幼稚園に子育て支援のための地域幼 うなど、附属学校間の有機的一体化を推進した。
児教育センター「すくすく」を平成 年度設置し、相談業務に加え公開 ・学部の教員養成プロジェクトの一環として、小学校でのインターンシ16
講座等を実施した。 ップを実施し、併せて学生による研究授業及び授業検討カンファレン

・附属中学校で有志「誠心隊」を編成して、地区清掃及び地域の方を招待し スを実施した。
ての合唱コンサートを実施した。

・夏季研修セミナー 「ふよう」連携相談、盛岡市特別支援教育事業巡回相、
談を実施した。附属幼稚園地域幼児教育センター「すくすく」において２
歳児相談室、３歳児相談室を実施した。

・文部科学省小学校英語活動地域サポート事業に「持続可能な未来のための
岩手県小学校英語活動地域サポート事業」が平成 年度採択された。18

・教育学部の教員養成カリキュラム改革に関わって、附属学校を含めた「実
践的指導力の育成をめざす教員養成改革プロジェクト推進委員会」を平成
年度設置し、併せて 年一貫・ 年一貫教育実習システムの実施に向け18 4 6

て「実習システム検討特別委員会」を設置した。
・附属小学校では国際理解教育の一環として中国北京大学附属小学校との相
互交流を平成 年度以降、毎年度継続して実施した。16

・インクルージョン・プラン（教育学部・附属学校・地域社会・保護者の連
携プラン）に基づき、定例の学部・附属学校連絡協議会において取組状況
の確認を行うとともに、学部・附属学校共同研究会の在り方について全構
成員にアンケート調査を平成 年度実施し、冊子「インクルージョン・17
プラン」の改訂を 年度に行った。18

・附属 校園 連絡協議会を平成 年度結成し、学長・理事・学部長と4 PTA 18
の懇談会を定例実施した。併せて「四校園だより」を発行した。
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Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む 、収支計画及び資金計画。）

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短期借入金の限度額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額

１９億円 １８億円 「該当なし」

２ 想定される理由 ２ 想定される理由

運営費交付金の受け入れ遅延及び事 運営費交付金の受け入れ遅延及び事
故の発生等により緊急に必要となる対 故の発生等により緊急に必要となる対
策費として借り入れることを想定 策費として借り入れることを想定

Ⅴ 重要財産を譲渡し、又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

工学部の土地の一部（岩手県盛岡市 「該当なし」 「該当なし」
上田四丁目４９－１、約７３０．００
㎡）を譲渡する。

Ⅵ 剰余金の使途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

教育研究の質の向上、環境整備及び 教育研究の質の向上、環境整備及び 文部科学大臣の承認を受けた剰余金２６０，９１３千円のう
組織運営の改善に充当 組織運営の改善に充当 ち、１２８，１９９千円は教育研究の質の向上及び環境整備の

改善に充てた。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内 予定額(百万円) 財 源 施設・設備の内 予定額(百万円) 財 源 施設・設備の内 予定額(百万円) 財 源
容 容 容

総額 施設整備費補助 総合研究棟（農 総額 施設整備費補助 総合研究棟（農 総額 施設整備費補助
金 学系）改修 金 学系）改修 金

（６６３） （６９３）
小規模改修 ２５２ （２５２） 屋内運動場改修 ７０５ 国立大学財務・ 屋内運動場改修 ７３５ 国立大学財務・

経営センター施 経営センター施
人文社会科学部 設費交付金 人文社会科学部 設費交付金
１号館改修 （４２） １号館改修 （４２）

小規模改修 御明神演習林林
道改修

総合教育研究棟
（教育系）改修

大学会館等便所
改修

人文社会科学部
３号館屋根改修

御明神演習林車
庫改修

○ 計画の実施状況等

年度計画と実績の差異（３０百万円）の理由

・平成１９年度途中に災害復旧費が交付されたため １５百万円（御明神演習林林道改修分）
・平成１９年度補正予算が交付されたため １５百万円（総合教育研究棟（教育系）改修設計業務分）
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

（方針）
（１）各職務に必要とされる「業務内容と能力水準」 （１）教育活動研究が優秀な教員を対象とした全学的 （１） 『 Ⅱ(2)研究に関する目標を達成するため「

の基準や多面的・総合的な業績評価のための基準 なサバティカル制度を導入する。 の措置」Ｐ67参照』
を策定し、インセンティブに富んだ給与体系及び （２）各研究機関からの客員教授等の受け入れ、県内 （２） 『 Ⅱ(3)その他の目標を達成するための措「
多様な採用形態に対応した給与制度を策定するな 自治体からの職員の受け入れに加えて、大型プロ 置」Ｐ70参照』
ど、人事評価システムの整備・活用を図る。 ジェクトでは企業からの研究員も受け入れ、地元

２ 国籍や経歴にとらわれない選考を実施するなど 企業との共同研究及び人的交流を促進する。（ ） 、
柔軟で多様な採用制度を策定する。 （３）職責・業績を適切に反映したインセンティブに （３） 『 Ⅰ(1)業務運営の改善及び効率化に関す「

（３）教育研究支援施設及び大型研究プロジェクト等 富んだ職責給、業績給、諸手当等の導入を図る。 る目標を達成するための措置」Ｐ16参照』
の教員から任期制を導入するなど、教員の流動性 （４）多様な採用形態の一つとして、年俸制によるプ （４） 『 Ⅰ(1)業務運営の改善及び効率化に関す「
と選考過程の透明性の向上を図る。 ロジェクト職員の採用に加え、特殊な技能等を有 る目標を達成するための措置」Ｐ16参照』

（４）女性、外国人等の採用の促進を図る。 する民間企業退職者等を想定した年俸制による事
（５）事務職員等については、文部科学省関係機関に 務系職員の採用を行う。

留まらず、民間企業、地方公共団体との人事交流 （５）専門性を必要とする事務部門を強化するため、 （５） 『 Ⅰ(1)業務運営の改善及び効率化に関す「
や民間派遣研修、海外派遣研修等を実施する。 法律、会計、外国語、情報処理等の専門的知識を る目標を達成するための措置」Ｐ18参照』

有する者について、特別選抜制度による採用を計
画する。

（６）女性教員の採用の拡大に努めるとともに、次世 （６） 『 Ⅰ(1)業務運営の改善及び効率化に関す「
代育成支援対策行動計画を推進する。 る目標を達成するための措置」Ｐ19参照』

（７）外国人教員の採用に努めるとともに、外国人教 （７） 『 Ⅰ(1)業務運営の改善及び効率化に関す「
師を外国人教員へ職位換えする。 る目標を達成するための措置」Ｐ20参照』
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充

足の状況について）
学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率
工学研究科（博士前期課程）

【学士課程】 (人) (人) 応用化学専攻 ３０ ５２ １７３(a) (b) (b)/(a)×100
人文社会科学部 ( ) 材料物性工学専攻 ２８ ２７ ９６%
人間科学課程 １６０ １９２ １２０ 電気電子工学専攻 ２８ ７８ ２７９
国際文化課程 ３００ ３５８ １１９ 機械工学専攻 ３２ ６６ ２０６
法学・経済課程 ２８０ ３１３ １１２ 建設環境工学専攻 ２８ ４１ １４６
環境科学課程 １２０ １４４ １２０ 情報システム工学専攻 ３２ ５８ １８１
３年次編入 ２０ － － 福祉システム工学専攻 ２４ ３６ １５０

金型・鋳造工学専攻 ２０ ２７ １３５
教育学部 ﾌﾛﾝﾃｨｱ材料機能工学専攻 ３６ ３９ １０８
学校教育教員養成課程 ６４０ ７１７ １１２
生涯教育課程 ２００ ２５６ １２８ 農学研究科
芸術文化課程 １６０ １９５ １２２ 農業生命科学専攻 ７４ １００ １３５

農林環境科学専攻 ６０ ５２ ８７
工学部
応用化学科 ２７６ ３２０ １１６ 修士課程 計 ４８８ ７１６ １４７
材料物性工学科 １９６ ２３５ １２０
電気電子工学科 ２４０ ３１５ １３１ 【博士課程】
機械工学科 ３１６ ３９１ １２４ 工学研究科（博士後期課程）
建設環境工学科 ２３６ ２８０ １１９ 物質工学専攻 １８ １４ ７８
情報システム工学科 ２７６ ３１６ １１４ 生産開発工学専攻 １５ １８ １２０
福祉システム工学科 ２００ ２２４ １１２ 電子情報工学専攻 １５ ２６ １７３
３年次編入 ４０ － － ﾌﾛﾝﾃｨｱ材料機能工学専攻 ２４ ８ ３３

農学部 連合農学研究科
農学生命課程 ５５ ６１ １１１ 生物生産科学専攻 １８ ４３ ２３９
応用生物化学課程 ４０ ４３ １０８ 生物資源科学専攻 ２５ ６３ ２５２
共生環境課程 ５５ ６３ １１５ 寒冷圏生命システム学専攻 ８ １２ １５０
動物科学課程 ３０ ３２ １０７ 生物環境科学専攻 １８ ３９ ２１７
獣医学課程 ３０ ３１ １０３
農業生命科学科（旧課程） ２７０ ３２６ １２１ 博士課程 計 １４１ ２２３ １５８
農林環境科学科（旧課程） ２８０ ３２７ １１７
獣医学科（旧課程） １５０ １７４ １１６ 【専攻科】

特別支援教育特別専攻科 ３０ ７ ２３
学士課程 計 ４ ５７０ ５ ３１３ １１６ 【別科】, ,

農業別科
【修士課程】 農業専修 １０ ０ ０
人文社会科学研究科 酪農専修 １０ ０ ０
人間科学専攻 ４ ２３ ５７５ 【附属学校】
国際文化学専攻 ４ １３ ３２５ 教育学部
社会・環境システム専攻 ４ １２ ３００ 附属小学校 学級数２１ ７６８ ７２６ ９５

附属中学校 学級数１２ ４８０ ４７４ ９９
教育学研究科 附属特別支援学校 学級数 ９ ６０ ５９ ９８
学校教育専攻 １２ １７ １４２ 附属幼稚園 学級数 ５ １６０ １４９ ９３
障害児教育専攻 ６ ９ １５０
教科教育専攻 ６６ ６６ １００ 附属学校 計 １ ４６８ １ ４０８ ９６, ,
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○ 計画の実施状況等

収容定員と収容数に差がある主な理由

◎特別支援教育特別専攻科
現職教員の志願者・入学者の減少による

◎農業別科
農業後継者の志願者・入学者の減少による



○　別表２（学部、研究科等の定員超過の状況について） 岩手大学

（平成１６年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数（E)

大学間交流
協定等に基

づく留学生等
数（F）

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学部 890 1,037 10 0 0 0 21 67 57 959 108

教育学部 1,000 1,096 3 0 0 0 9 35 26 1,061 106

工学部 1,860 2,146 37 1 15 0 22 159 137 1,971 106

農学部 910 1,086 5 0 0 0 36 37 31 1,019 112

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学研究科 12 42 9 1 0 0 5 8 8 28 233

教育学研究科 84 89 9 1 0 0 4 6 6 78 93

工学研究科 272 465 33 7 0 0 19 23 20 419 154

農学研究科 134 142 10 5 0 0 10 2 2 125 93

連合農学研究科 61 141 42 20 3 0 6 31 23 89 146

○計画の実施状況等

　◎人文社会科学研究科 選考は一定の基準を設けて実施しており、受験生の成績が優秀であったため。

　◎工学研究科 学力があり、希望者も多い。また、社会の要請も「修士修了者」に重点が置かれている。

　◎連合農学研究科

学部・研究科等名
収容定員

（A)
収容数

（B)

左記の収容数のうち

・連合農学研究科で行っている寒冷圏農学教育に対して社会的な関心が高く、しかも２１世紀ＣＯＥプログラムによって研究者養成を積極的に進めていることから、
連合農学研究科で学びたいという意欲のある学生が多い。
・教育を担当する資格教員も４構成大学で２３２名と充実しており、定員の約２倍の学生を受け入れる教育態勢上の余裕があることから、優秀な学生を受け入れてき
た。
・平成１６年度は前年度と比べ入学者数が１７名の増加となったこと及び留年者数が多いことにより、１４０％を超える定員超過となった。

超過率算定
の対象となる

在学者数
（J)

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計）】

定員超過率
（K)

（J)／（A)×100

外国人
留学生数

（C)

休学
者数
（G)

留年
者数
（H)

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を

超える在籍期間が
２年以内の者の数

（I)
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岩手大学

（平成１７年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数（E)

大学間交流
協定等に基

づく留学生等
数（F）

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学部 880 1,035 13 1 0 0 25 60 51 958 109

教育学部 1,000 1,135 3 0 0 0 17 35 30 1,088 109

工学部 1,840 2,138 43 1 19 0 20 144 123 1,975 107

農学部 910 1,074 5 0 0 0 10 31 29 1,035 114

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学研究科 12 45 7 0 0 0 2 5 5 38 317

教育学研究科 84 89 11 1 0 0 4 5 5 79 94

工学研究科 302 474 40 9 0 0 12 23 21 432 143

農学研究科 134 147 8 3 0 0 7 8 8 129 96

連合農学研究科 63 138 39 19 3 0 3 20 16 97 154

○計画の実施状況等

　◎人文社会科学研究科 社会的に人文系大学院の需要が多く、定員以上に合格者を出したため。

　◎工学研究科 学力があり、希望者も多い。また、社会の要請も「修士修了者」に重点が置かれている。

　◎連合農学研究科

学部・研究科等名
収容定員

（A)
収容数

（B)

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる

在学者数
（J)

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計）】

定員超過率
（K)

（J)／（A)×100

外国人
留学生数

（C)

休学
者数
（G)

留年
者数
（H)

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を

超える在籍期間が
２年以内の者の数

（I)

・連合農学研究科で行っている寒冷圏農学教育に対して社会的な関心が高く、しかも２１世紀ＣＯＥプログラムによって研究者養成を積極的に進めていることから、
連合農学研究科で学びたいという意欲のある学生が多い。
・教育を担当する資格教員も４構成大学で２２８名と充実しており、定員の約２倍の学生を受け入れる教育態勢上の余裕があることから、優秀な学生を受け入れてき
た。
・平成１７年度は入学者数が多かったことにより、１５０％を超える定員超過となった。
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岩手大学

（平成１８年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数（E)

大学間交流
協定等に基

づく留学生等
数（F）

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学部 880 1,026 15 0 0 0 21 50 40 965 110

教育学部 1,000 1,159 3 0 0 0 15 45 40 1,104 110

工学部 1,810 2,125 47 1 19 0 27 141 117 1,961 108

農学部 910 1,080 7 0 0 0 15 32 26 1,039 114

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学研究科 12 50 11 4 0 0 5 5 5 36 300

教育学研究科 84 102 10 2 0 0 6 6 6 88 105

工学研究科 320 488 34 10 0 0 14 20 17 447 140

農学研究科 134 155 4 0 0 0 6 7 7 142 106

連合農学研究科 66 154 42 24 0 0 5 16 11 114 173

○計画の実施状況等

　◎人文社会科学研究科 社会的に人文系大学院の需要が多く、定員以上に合格者を出したため。

　◎工学研究科 学力があり、希望者も多い。また、社会の要請も「修士修了者」に重点が置かれている。

　◎連合農学研究科

学部・研究科等名
収容定員

（A)
収容数

（B)

左記の収容数のうち
超過率算定
の対象となる

在学者数
（J)

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計）】

定員超過率
（K)

（J)／（A)×100

外国人
留学生数

（C)

休学
者数
（G)

留年
者数
（H)

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を

超える在籍期間が
２年以内の者の数

（I)

・連合農学研究科で行っている寒冷圏農学教育に対して社会的な関心が高く、しかも２１世紀ＣＯＥプログラムによって研究者養成を積極的に進めていることから、
連合農学研究科で学びたいという意欲のある学生が多い。
・教育を担当する資格教員も４構成大学で２２９名と充実しており、定員の約２倍の学生を受け入れる教育態勢上の余裕があることから、優秀な学生を受け入れてき
た。
・平成１８年度は前年度と比べ入学者数が１２名の増加（特に留学生と社会人学生）となったことから、１７０％を超える定員超過となった。
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岩手大学

（平成１９年度）

国費
留学生数

（D)

外国政府
派遣留学
生数（E)

大学間交流
協定等に基

づく留学生等
数（F）

（学部等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学部 880 1,007 14 0 0 0 19 51 42 946 108

教育学部 1,000 1,168 3 1 0 0 20 45 39 1,108 111

工学部 1,780 2,081 40 1 17 0 18 119 93 1,952 110

農学部 910 1,057 6 0 0 0 11 21 16 1,030 113

（研究科等） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （％）

人文社会科学研究科 12 48 11 3 0 0 4 9 9 32 267

教育学研究科 84 92 9 2 0 0 4 5 5 81 96

工学研究科 330 490 35 9 1 0 8 19 16 456 138

農学研究科 134 152 7 0 0 0 3 9 9 140 104

連合農学研究科 69 157 44 27 0 0 3 14 14 113 164

○計画の実施状況等

　◎人文社会科学研究科 社会的に人文系大学院の需要が多く、定員以上に合格者を出したため。

　◎工学研究科

　◎連合農学研究科

学部・研究科等名
収容定員

（A)
収容数

（B)

左記の収容数のうち

休学
者数
（G)

留年
者数
（H)

左記の外国人留学生のうち 左記の留年者数の
うち、修業年限を

超える在籍期間が
２年以内の者の数

（I)
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学力があり、希望者も多い。また、社会の要請も「修士修了者」に重点が置かれている。なお、博士前期課程の平成２０年度入試における合格者の適正化について
は、研究科入試委員会で審議し、平成２１年度の学部・研究科の改組計画を踏まえた数を入学させることとした。

・連合農学研究科で行っている寒冷圏農学教育に対して社会的な関心が高く、しかも２１世紀ＣＯＥプログラムによって研究者養成を積極的に進めていることから、
連合農学研究科で学びたいという意欲のある学生が多い。
・教育を担当する資格教員も４構成大学で２３１名と充実しており、定員の約２倍の学生を受け入れる教育態勢上の余裕があることから、優秀な学生を受け入れてき
た。
・平成１９年度は社会人入学者が増加したことにより、１６０％を超える定員超過となった。

超過率算定
の対象となる

在学者数
（J)

【(B)-(D,E,F,G,Iの合計）】

定員超過率
（K)

（J)／（A)×100

外国人
留学生数

（C)
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